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Ⅰ 調査の概要 
 

１ 調査の目的 

この調査は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者票、

自立支援医療受給者証（精神通院）、障害福祉サービス受給者証、通所受給者証（障害児通所

給付費）をお持ちの人を対象として、現在の生活状況や意見・要望等をお聴きし、「第５期大

口町障がい者ほほえみ計画」及び「第６期大口町障害福祉計画・第２期障害児福祉計画」策定

のための基礎資料とすることを目的に行いました。 

 

２ 調査方法・回収結果等 

調 査 対 象 者 

○身体障害者手帳の所持者  

○療育手帳の所持者  

○精神障害者保健福祉手帳の所持者  

○特定医療費受給者証の所持者  

○自立支援医療受給者証（精神通院）の所持者  

○障害福祉サービス受給者証の所持者  

○通所受給者証（障害児通所給付費）の所持者  

調査票の配布・回収 郵送配布・郵送回収 

調 査 基 準 日 令和元年11月１日 

調 査 期 間 令和元年11月26日～12月13日 

発 送 数 1,276人 

有 効 回 答 数 694人 

有 効 回 答 率 54.4％ 

※回答率とは、各対象区分に関する調査項目の集計結果から推定される該当者数を、比率算出の基数である

対象者数で除した数値です。 

※障害福祉サービス受給者証及び通所受給者証（障害児通所給付費）の所持者については、障がいの内容等

を表すものでなく関連する調査項目を設けていないので区分別回答率は掲げません。 
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３ 調査・分析にあたって 

(1) 回答の比率は、その設問の回答者数を基数（ｎ）として算出しました。したがって、複数

回答の設問については、すべての比率を合計すると100％となりません。 

(2) 回答率（％）は、小数点第２位以下を四捨五入しました。 

(3) 本調査には、性別不詳が13人、年齢不詳が8人あります。また、他の属性についても不

詳があり、属性別の基数（ｎ）の合計が全体の基数（ｎ）と異なる場合があります。 

(4) 調査結果の図表中、障がいの区分は次表のとおりです。 

区 分 所持している手帳、診断 

身体障がい ○身体障害者手帳をお持ちの人 

知的障がい 
①療育手帳をお持ちの人 

②療育手帳と身体障害者手帳をお持ちの人 

精神障がい 

①精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人 

②自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの人 

②精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証（精神通院）と身体障害者手帳をお

持ちの人 

③精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証（精神通院）と療育手帳をお持ちの

人 

④精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証（精神通院）と身体障害者手帳と療

育手帳をお持ちの人 

難 病 特定疾患医療受給者証をお持ちの人 

発達障がい 発達障がいの診断を受けている人 

※難病と発達障がいは、他の区分との重複を含みます。 

(5) 本調査における障がい名の略称は下表のとおりとしました。 

障 害 名 略  称 

音声・言語・そしゃく機能障害 言語障がい 

 肢体不自由（上肢） 上肢障がい
 

 肢体不自由（下肢） 下肢障がい 

 肢体不自由（体幹） 体幹障がい 
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6.1

8.1

11.0

5.2

1.2

35.6

5.1

2.4

47.6

11.1

13.7

15.2

12.3

4.6

35.6

24.6

8.2

36.9

29.9

26.2

28.1

25.2

18.7

19.2

43.1

41.2

11.9

52.4

50.9

44.9

56.3

75.5

6.8

25.6

48.2

1.2

0.5

1.2

0.8

0.9

2.7

1.5

2.4

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

男 性 n=356

女 性 n=352

身体障がい n=347

知的障がい n= 73

精神障がい n=195

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上 無回答

障
が
い
の
種
別

全
体

性
別

49.4

51.3

69.6

56.8

54.9

45.3

54.2

63.0

43.1

47.1

72.6

48.8

46.8

30.4

42.1

45.1

51.8

44.1

37.0

54.9

52.9

27.4

1.8

1.9

1.1

2.8

1.7

2.1

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

０～17歳 n= 56

18～39歳 n= 95

40～64歳 n=182

65歳以上 n=353

身体障がい n=347

知的障がい n= 73

精神障がい n=195

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

男性 女性 無回答

障
が
い
の
種
別

年
齢
別

全
体

Ⅱ 調査結果 
 

１ 調査対象者の属性等                       

(1) 性別 

調査回答者の性別は、「男性」が51.3％（356人）、「女性」が46.8％（325人）、「無回

答」が1.9％（13人）です。発達障がいは「男性」が70％を超えています。 

図表１－１ 性別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 年齢 

調査回答者の年齢別構成比は、男女とも「65歳以上」が最も高くなっています。障がい

の種別にみると、身体障がいは「65歳以上」が75.5％とひときわ高く、精神障がいは「40

～64歳」（43.1％）が最も高くなっています。知的障がいは39歳以下が71.2％、難病は

40歳以上が89.4％、発達障がいは「０～17歳」が47.6％を占めています。 

図表１－２ 年齢 
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11.4

11.0

10.4

9.8

6.5

5.5

4.0

3.6

5.3

6.2

16.4

19.6

8.0

8.1

7.1

7.8

16.3

14.8

6.8

5.9

4.8

4.3

1.4

3.0

2.0

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

秋田 豊田 大屋敷 外坪

河北 余野 上小口 中小口

下小口 垣田 さつきケ丘 その他

無回答

(3) 居住地区 

回答者の居住地区は、「余野」が19.6％と最も高く、次いで「下小口」（14.8％）、「秋田」

（11.0％）などの順となっています。 

その他として、「犬山市」（６件）、「守山区」、「扶桑苑」の記載がありました。 

図表１－３ 居住地区 

 

 

 

 

 

 

(4) 住居 

現在生活している住居をたずねたところ、「本人または家族の一戸建て持ち家」が72.9％

を占めています。「グループホーム・ケアホーム等共同住宅」「福祉施設に入所」「病院に入

院」を合計した＜施設等＞は9.7％です。 

障がいの種別にみると、知的障がいおよび精神障がいは「本人または家族の一戸建て持ち

家」がやや低く、「賃貸アパート・賃貸マンション」が15％を超えています。また、知的障

がいは「福祉施設に入所」が比較的高くなっています。 

その他として「県営住宅」（12件）、「本家の離れに住んでいる」、「寮」（２件）等の記載

がありました。 
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71.8

72.9

73.2

65.3

73.6

74.8

75.5

68.5

67.2

75.3

73.8

0.7

0.6

1.1

1.0

1.8

1.6

1.1

1.6

2.0

1.2

3.6

10.6

11.8

21.4

24.2

15.9

5.1

8.6

16.4

17.4

10.6

16.7

1.8

1.2

2.1

1.4

1.7

1.0

7.0

5.8

1.8

2.1

3.8

8.2

6.6

9.6

3.6

5.9

6.0

3.0

2.7

2.7

4.0

2.6

1.4

3.6

3.5

1.8

2.9

3.6

4.2

1.1

3.4

2.6

4.1

2.6

4.7

3.6

1.5

0.6

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

０～17歳 n= 56

18～39歳 n= 95

40～64歳 n=182

65歳以上 n=353

身体障がい n=347

知的障がい n= 73

精神障がい n=195

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

本人または家族の一戸建て持ち家 本人または家族の分譲マンション

一戸建て賃貸住宅 賃貸アパート・賃貸マンション

グループホームなど共同住宅 福祉施設に入所

病院に入院 その他

無回答

障
が
い
の
種
別

全
体

年
齢
別

図表１－４ 住居 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）全体以外の１％未満の数値は省略した。 
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8.1

9.1

10.5

8.2

10.8

9.5

6.8

8.7

9.4

3.6

27.7

26.8

1.8

7.4

26.4

36.5

36.0

4.1

17.9

32.9

3.6

11.8

9.7

1.8

4.2

7.1

13.6

11.0

11.0

8.2

9.4

6.0

47.6

52.3

96.4

75.8

57.1

36.5

41.5

75.3

63.1

45.9

83.3

4.8

2.2

2.1

1.1

2.5

2.0

2.7

2.1

2.4

3.6

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

０～17歳 n= 56

18～39歳 n= 95

40～64歳 n=182

65歳以上 n=353

身体障がい n=347

知的障がい n= 73

精神障がい n=195

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

ひとり暮らし 夫婦のみの世帯 施設等 その他 無回答

障
が
い
の
種
別

全
体

年
齢
別

(5) 世帯 

世帯状況は、親や子どもとの同居などである「その他の世帯」が52.3％と最も高く、次

いで「夫婦のみの世帯」（26.8％）、「施設等」（9.7％）、「ひとり暮らし」（9.1％）などと

なっています。 

障がいの種別にみると、発達障がいは「その他の世帯」が80％以上を占めています。 

年齢別にみると、年齢が上がるにしたがい「その他の世帯」が低く、「夫婦のみ世帯」「施

設等」が高くなる傾向にあります。 

 

図表１－５ 世帯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいの種別に同居者をみると、身体障がいおよび難病は「配偶者（夫や妻）」が、知的

障がい、精神障がいおよび発達障がいは「親や義理の親」がそれぞれ最も高くなっています。 

平成26年調査と比較すると、全体では「親や義理の親」が5.2ポイント高くなっていま

す。障がいの種別にみると、知的障がいの「兄弟姉妹やその配偶者」が19.3ポイント低く

なっています。また、難病の「子どもやその配偶者」、発達障がいの「兄弟姉妹やその配偶

者」もそれぞれ９ポイント以上低下しています。 

その他として、「本家の離れに住んでいる」、「病院」（3件）、「共同住宅の仲間」（２件）

の記載がありました。 
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9.4

21.8

48.4

31.4

4.2
9.8

2.1 0.6 － 0.6
3.8

10.1

27.0

44.5

28.4

3.2
8.7

2.6 0.5 0.2 0.6 1.8
0

20

40平成26年

n=523

令和元年

n=623

(%)

図表１－６ 同居者（複数回答、「施設等」は除く）              単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

ひ
と
り
で
暮
ら
し
て
い
る 

親

や

義

理

の

親 

配

偶

者

（

夫

や

妻

） 

子
ど
も
や
そ
の
配
偶
者 

孫

や

そ

の

配

偶

者 

兄
弟
姉
妹
や
そ
の
配
偶
者 

祖

父

母 
そ

の

他

の

親

族 

友

人

や

知

人 

そ

の

他 

無

回

答 

平
成
26
年 

障
が
い 

身体障がい 288 9.0 9.0 60.4 36.5 5.2 2.4 1.0 0.7 - 0.7 3.5 

知的障がい 41 4.9 73.2 7.3 4.9 - 43.9 12.2 2.4 - - 4.9 

精神障がい 123 9.8 35.8 34.1 28.5 1.6 14.6 1.6 - - 0.8 4.9 

難 病 79 6.3 15.2 57.0 40.5 10.1 2.5 2.5 - - - 3.8 

発 達 障 が い 35 8.6 77.1 8.6 8.6 - 37.1 11.4 - - - 2.9 

令 

和 

元 
年 

年
齢
別 

０ ～ 17 歳 55 - 94.5 1.8 - - 36.4 7.3 - - - - 

18 ～ 39 歳 91 11.0 61.5 12.1 14.3 - 15.4 7.7 1.1 - 2.2 2.2 

40 ～ 64 歳 169 8.9 32.0 48.5 28.4 0.6 8.9 3.0 1.2 - - 1.2 

65 歳 以 上 303 12.5 1.3 59.7 37.6 6.3 1.3 - - 0.3 0.7 2.3 

障
が
い 

身体障がい 307 10.7 9.1 58.6 35.5 3.9 2.3 0.7 0.7 - 0.7 1.6 

知的障がい 65 7.7 73.8 4.6 1.5 - 24.6 6.2 - - - 3.1 

精神障がい 179 9.5 39.1 34.6 26.8 2.2 12.3 4.5 - 0.6 1.1 2.2 

難 病 77 10.4 15.6 53.2 31.2 2.6 2.6 3.9 1.3 - 1.3 2.6 

発 達 障 が い 79 3.8 77.2 7.6 7.6 - 24.1 6.3 - - - 3.8 
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50.0

52.8

47.1

7.1

16.8

35.7

74.2

10.5

12.9

8.3

46.4

27.4

7.7

1.4

28.1

23.6

32.9

17.9

50.5

46.2

14.2

11.4

10.7

11.7

28.6

5.3

10.4

10.2

0% 50% 100%

全 体 n=694

男 性 n=356

女 性 n=325

０～17歳 n= 56

18～39歳 n= 95

40～64歳 n=182

65歳以上 n=353

身体障がい 知的障がい 精神障がい 無回答

年
齢
別

性
別

(6) 障がいの種類 

障がいの種別は、「身体障がい」が50.0％、「知的障がい」が10.5％、「精神障がい」が

28.1％となっています。 

性別にみると、男性に比べて女性の「精神障がい」が10ポイント以上高くなっています。 

年齢別にみると、年齢が上がるにしたがい「身体障がい」が高くなり、65歳以上の74.2％

を占めています。 

図表１－７ 障がいの種別 
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7.7 6.3
1.1

4.4

15.9

32.4

14.8

27.5

15.1

7.6 7.1
2.3 3.3

15.8

35.9

14.8

29.3

13.5

0

20

40
平成26年

n=364

令和元年

n=393

(%)

(7) 身体障がいの種類 

身体障がいの種類は、「下肢障がい」が35.9％と最も高く、これに「上肢障がい」および

「体幹障がい」を合計した＜肢体不自由＞は66.5％となります。内部障がいも29.3％と比

較的高くなっています。 

性別にみると、女性に比べて男性が高いのは「上肢障がい」「内部障がい」、男性に比べて

女性が高いのは「視覚障がい」「下肢障がい」となっています。 

等級別にみると、１級は「内部障がい」、２～５級は「下肢障がい」、６級は「聴覚障がい」

がそれぞれ最も高くなっています。また、５級は「視覚障がい」が比較的高くなっています。 

 

図表１－８ 身体障がいの種類（複数回答）               単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

視

覚

障

が

い 

聴

覚

障

が

い 

平
衡
機
能
障
が
い 

言

語

障

が

い 

上

肢

障

が

い 

下

肢

障

が

い 

体

幹

障

が

い 

内

部

障

が

い 

無

回

答 

性 
別 

男 性 207 4.8 6.8 3.4 3.9 19.3 33.3 16.9 34.3 10.1 

女 性 180 11.1 7.2 1.1 2.8 11.7 38.9 12.2 24.4 16.7 

年 

齢 

別 

０ ～ 17 歳 7 - - - - - 28.6 28.6 42.9 14.3 

18 ～ 39 歳 23 4.3 21.7 4.3 - 8.7 26.1 30.4 13.0 21.7 

40 ～ 64 歳 83 13.3 2.4 - 2.4 18.1 39.8 14.5 27.7 14.5 

65 歳 以 上 280 6.4 7.5 2.9 3.9 16.1 35.7 13.2 30.7 12.5 

等 
 

級 
 

別 

１ 級 116 7.8 3.4 1.7 4.3 17.2 19.8 14.7 55.2 11.2 

２ 級 74 12.2 10.8 2.7 5.4 23.0 40.5 25.7 4.1 24.3 

３ 級 87 4.6 4.6 4.6 2.3 13.8 46.0 13.8 21.8 11.5 

４ 級 75 1.3 6.7 1.3 1.3 9.3 46.7 8.0 37.3 8.0 

５ 級 22 27.3 - - - 18.2 31.8 13.6 - 18.2 

６ 級 19 5.3 36.8 - 5.3 10.5 31.6 5.3 5.3 10.5 
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28.3

29.5

30.4

29.4

56.8

25.9

31.4

28.6

30.0

14.3

22.2

38.5

32.3

16.3

29.3

55.7

19.2

18.9

15.5

22.7

25.9

25.3

16.8

30.0

28.6

22.2

30.8

27.4

21.3

32.8

2.6

18.1

22.1

22.2

20.5

28.8

17.3

22.9

22.2

13.3

14.3

44.4

15.4

19.4

28.4

20.7

16.5

22.8

19.1

20.3

18.4

14.4

4.5

12.1

22.4

3.3

17.9

11.1

7.7

11.3

24.8

10.3

24.3

5.8

5.7

6.4

4.5

13.2

2.4

6.1

20.0

6.5

5.0

5.2

5.8

4.8

5.3

4.5

13.2

5.9

3.9

3.3

25.0

7.7

3.2

4.3

1.7

0.9

0% 50% 100%

平成26年 n=364

令和元年 n=393

男 性 n=207

女 性 n=180

０～17歳 n=  7

18～39歳 n= 23

40～64歳 n= 83

65歳以上 n=280

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

身
体
障
が
い
の
種
別

全
体

年
齢
別

性
別

(8) 手帳の等級 

① 身体障害者手帳 

身体障害者手帳の障害等級は、１・２級の重度が48.4％、３・４級の中度が41.2％、

５・６級の軽度が10.5％です。 

年齢別にみると、０～17歳の「１級」が56.8％と高くなっています。 

身体障がいの種別にみると、視覚障がいおよび言語障がいは＜重度＞が60％以上を占

めています。また、内部障がいの「１級」が55.7％の高い率となっています。 

図表１－９ 身体障害者手帳の等級 
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40.0

38.1

21.4

38.5

63.2

39.3

31.7

28.0

25.0

30.8

18.4

50.0

28.3

33.9

53.6

30.8

18.4

10.7

0% 50% 100%

平成26年 n=60

令和元年 n=82

０～17歳 n=28

18～39歳 n=26

40～64歳 n=16

65歳以上 n=10

Ａ判定 Ｂ判定 Ｃ判定

全
体

年
齢
別

9.2

15.9

7.1

11.7

37.3

66.2

63.4

50.0

71.5

71.7

41.8

24.6

20.7

50.0

21.4

16.5

20.9

0% 50% 100%

平成26年 n= 65

令和元年 n=101

０～17歳 n=  6

18～39歳 n= 28

40～64歳 n= 42

65歳以上 n= 24

１級 ２級 ３級

全
体

年
齢
別

② 療育手帳 

療育手帳は、重度の「Ａ判定」が38.1％と最も高くなっています。年齢別にみると、

40～64歳の「Ａ判定」が63.2％の高い率となっています。また、年齢が上がるにした

がい「Ｃ判定」が低くなる傾向にあります。 

図表１－10 療育手帳の等級 

 

 

 

 

 

 

 

③ 精神障害者保健福祉手帳 

精神障害者保健福祉手帳は、「２級」が最も高く63.4％を占めています。また、年齢が

上がるにしたがい、重度の「１級」が高くなる傾向にあります。 

図表１－11 精神障害者保健福祉手帳の等級 
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20.1

24.6

20.2

29.2

10.7

44.2

44.0

11.3

46.4

51.3

55.1

47.7

78.6

40.0

40.1

56.1

33.5

24.1

24.7

23.1

10.7

15.8

15.9

32.6

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

男 性 n=356

女 性 n=325

０～17歳 n= 56

18～39歳 n= 95

40～64歳 n=182

65歳以上 n=353

持っている 持っていない 無回答

年
齢
別

全
体

性
別

14.3

12.2

11.2

13.8

3.6

7.4

19.2

11.6

49.6

60.1

61.8

58.2

87.5

69.5

58.2

54.7

36.2

27.7

27.0

28.0

8.9

23.2

22.5

33.7

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

男 性 n=356

女 性 n=325

０～17歳 n= 56

18～39歳 n= 95

40～64歳 n=182

65歳以上 n=353

持っている 持っていない 無回答

年
齢
別

全
体

性
別

(9) 自立支援医療受給者証の有無 

自立支援医療受給者証を「持っている」のは24.6％となっており、平成26年調査と比べ

て4.5ポイント高くなっています。 

「持っている」を性別にみると、男性に比べて女性が9.0ポイント高くなっています。ま

た、年齢別にみると、18～64歳が高くなっています。 

図表１－12 自立支援医療受給者証の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 特定疾患医療受給者票の有無 

特定疾患医療受給者票を「持っている」のは12.2％です。性別にみると男性に比べて女

性が高くなっています。年齢別にみると、高いのは40～64歳（19.2％）、低いのは０～

17歳（3.6％）です。 

図表１－13 特定疾患医療受給者票の有無 
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6.1

12.1

17.1

7.1

71.4

32.6

5.5

0.3

53.4

61.5

58.7

64.6

23.2

54.7

72.5

64.3

40.5

26.4

24.2

28.3

5.4

12.6

22.0

35.4

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

男 性 n=356

女 性 n=325

０～17歳 n= 56

18～39歳 n= 95

40～64歳 n=182

65歳以上 n=353

受けている 受けていない 無回答

年
齢
別

全
体

性
別

(11) 発達障がいの診断 

発達障がいの診断を「受けている」のは12.1％となっており、平成26年調査と比較して

６.0ポイント高くなっています。性別にみると、女性に比べて男性が10.0ポイント高くな

っています。年齢別にみると、０～17歳では「受けている」が70％以上を占めており、年

齢が上がるにしたがい低くなる傾向にあります。 

図表１－14 発達障がいの診断を受けているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) 手帳等の重複所持の状況 

図表１－15は、(8)～(11)の重複所持の状況をみたものです。精神障害者保健福祉手帳

所持者の76.2％が自立支援医療受給者証を持っています。 

図表１－15 手帳等の重複所持の状況                  単位：上段＝人、下段＝％ 

 

 

区  分 

 

（所持者） 

ｎ 

身
体
障
害
者
手
帳 

療
育
手
帳 

精
神
障
害
者
保
健

福
祉
手
帳 

自
立
支
援
医
療
受

給
者
証 

特
定
疾
患
医
療
受

給
者
票 

発
達
障
害
の
診
断

（
受
け
て
い
る
） 

身体障害者手帳 393  
17 

(4.3) 

24 

(6.1) 

21 

(5.3) 

37 

(9.4) 

7 

(1.8) 

療育手帳 82 
17 

(20.7) 
 

6 

(7.3) 

9 

(11.0) 

2 

(2.4) 

40 

(48.8) 

精神障害者保健福祉手帳 101 
24 

(23.8) 

6 

(5.9) 
 

77 

(76.2) 

10 

(9.9) 

18 

(17.8) 

自立支援医療受給者証 171 
21 

(12.3) 

9 

(5.3) 

77 

(45.0) 
 

10 

(5.8) 

23 

(13.5) 

特定疾患医療受給者票 85 
37 

(43.5) 

2 

(2.4) 

10 

(11.8) 

10 

(11.8) 
 

5 

(5.9) 

発達障がいの診断（受けている） 84 
7 

(8.3) 

40 

(47.6) 

18 

(21.4) 

23 

(27.4) 

5 

(6.0) 
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(13) 手帳等の交付、診断を受けた年齢 

手帳等の交付、診断を受けた年齢は、「40～64歳」が26.3％と最も高く、次いで「18

～39歳」（16.9％）、「65～74歳」（12.9％）などとなっています。 

身体障がいは「40～64歳」が29.1％と最も高く、これに「65～74歳」（19.9％）と

「75歳以上」（15.6％）を合計した＜40歳以上＞が60％以上を占めています。身体障が

いの種別にみると、平衡機能障がいの「65～74歳」および上肢障がいの「40～64歳」が

35％を超える高い率となっています。 

知的障がいは「０～５歳」（41.1％）と「６～17歳」（37.0％）を合計した＜17歳以下＞

が78.1％を占めています。＜17歳以下＞は平成26年調査と比較して6.9ポイント高くな

っています。 

精神障がいは「18～39歳」が32.8％と最も高く、次いで「40～64歳」が30.3％とな

っています。これらを合計した＜18～64歳＞の働く世代が60％以上を占めています。平

成26年調査と比較すると、「18～39歳」は7.9ポイント低く、「40～64歳」は6.2ポイン

ト高くなっています。 

難病は＜18～64歳＞が50％以上を占めています。平成26年調査と比較すると、「65

～74歳」が8.0ポイント低く、「75歳以上」が9.5ポイント高くなっています。 

発達障がいは、＜17歳以下＞が70％を超える高い率となっており、これに「18～39

歳」を加えた＜39歳以下＞が90％以上を占めています。 
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5.6

7.6

1.5

2.3

10.7

7.7

3.2

3.5

10.3

3.5

40.4

41.1

2.1

3.6

1.2

1.2

40.5

36.9

6.2

8.5

2.4

2.9

3.6

4.8

4.3

5.2

2.6

30.8

37.0

3.6

5.6

3.5

5.9

32.4

36.9

17.8

16.9

9.5

10.1

16.7

7.1

11.1

15.4

9.7

9.9

10.3

7.8

7.7

9.6

40.7

32.8

23.3

20.0

16.2

20.2

25.8

26.3

30.8

29.1

30.0

7.1

22.2

7.7

37.1

31.2

29.3

28.7

1.9

1.4

23.6

30.3

32.6

35.3

5.4

3.6

13.7

12.9

17.4

19.9

20.0

14.3

55.6

23.1

16.1

19.9

17.2

17.4

1.9

1.4

9.3

6.2

22.1

14.1

7.0

9.7

11.3

15.6

20.0

28.6

30.8

16.1

13.5

17.2

20.9

1.4

2.1

2.6

2.3

11.8

2.7

23.9

18.1

27.1

20.2

13.3

28.6

11.1

15.4

12.9

17.7

10.3

19.1

17.3

8.2

18.6

19.0

15.1

11.8

2.7

2.4

0% 50% 100%

平成26年 n=569

令和元年 n=669

平成26年 n=328

令和元年 n=347

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

平成26年 n= 52

令和元年 n= 73

平成26年 n=140

令和元年 n=195

平成26年 n= 86

令和元年 n= 85

平成26年 n= 37

令和元年 n= 84

０～５歳 ６～17歳 18～39歳 40～64歳

65～74歳 75歳以上 無回答

身

体

障

が

い

全
体

全
体

身
体
障
が
い
の
種
別

知
的

障
が
い

精
神

障
が
い

難

病

発
達

障
が
い

図表１－16 手帳等の交付、診断を受けた年齢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 障害支援区分 

障害支援区分の認定を「受けている」のは、身体障がいの5.3％、知的障がいの28.7％、

精神障がいの8.2％、難病の7.2％、発達障がいの19.2％です。 

平成26年調査と比べると、知的障がいは低く、発達障がいは高くなっており、それぞれ

11ポイント以上の差があります。 
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図表１－17 障害支援区分                         単位：ｎは人、他は％ 

区  分 ｎ 

受

け

て

い

る 

 障
害
支
援
区
分
は
な
い 

無

回

答 

区

分

１ 

区

分

２ 

区

分

３ 

区

分

４ 

区

分

５ 

区

分

６ 

平
成
26
年 

障
が
い 

身 体 障 が い 328 5.7 1.5 0.9 0.3 2.1 0.3 0.6 40.9 53.4 

知 的 障 が い 52 42.4 5.8 1.9 5.8 9.6 5.8 13.5 30.8 26.9 

精 神 障 が い 140 6.4 0.7 3.6 0.7 0.7 0.7 - 52.9 40.7 

難 病 86 7.1 1.2 4.7 1.2 - - - 44.2 48.8 

発 達 障 が い 37 8.1 - 2.7 - 5.4 - - 62.2 29.7 

令 
 

和 
 

元 
 

年 

障 
 

 

が 
 
 

い 

身 体 障 が い 347 5.3 1.2 2.0 0.6 1.2 - 0.3 52.2 42.7 

 

視 覚 障 が い 30 6.7 6.7 - - - - - 63.3 30.0 

聴 覚 障 が い 28 3.6 - 3.6 - - - - 53.6 42.9 

平衡機能障がい 9 22.2 - 11.1 - 11.1 - - 55.6 22.2 

言 語 障 が い 13 － - - - - - - 38.5 61.5 

上 肢 障 が い 62 11.2 1.6 3.2 - 3.2 1.6 1.6 48.4 40.3 

下 肢 障 が い 141 7.0 0.7 1.4 0.7 2.1 0.7 1.4 51.1 41.8 

体 幹 障 が い 58 13.8 5.2 1.7 1.7 - - 5.2 39.7 46.6 

内 部 障 が い 115 6.2 0.9 3.5 0.9 0.9 - - 46.1 47.8 

知 的 障 が い 73 28.7 2.7 2.7 2.7 5.5 4.1 11.0 42.5 28.8 

精 神 障 が い 195 8.2 0.5 2.6 3.6 1.0 0.5 - 60.0 31.8 

難 病 85 7.2 2.4 1.2 2.4 1.2 - - 60.0 32.9 

発 達 障 が い 84 19.2 1.2 - 6.0 4.8 2.4 4.8 61.9 19.0 

 

(15) 要介護認定 

40歳以上の人に要介護認定の有無をたずねたところ、「受けている」のは身体障がいが

32.4％、知的障がいが21.2％、精神障がいが10.3％、難病が18.3です。 

「受けている」は、身体障がいの種別にみると、平衡機能障がい、言語障がいおよび体幹

障がいが60％以上と高くなっています。低いのは内部障がいで17.4％です。また、等級別

にみると、身体障がいの２級が47.0％と最も高くなっています。 
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図表１－18 要介護認定                          単位：ｎは人、他は％ 

区  分 ｎ 

受
け
て
い
る 

 

介
護
認
定
は
受

け
て
な
い 

無
回
答 要

支
援
１ 

要
支
援
２ 

要
介
護
１ 

要
介
護
２ 

要
介
護
３ 

要
介
護
４ 

要
介
護
５ 

全 体 535 24.8 4.1 1.9 3.2 4.3 4.5 4.7 2.1 66.0 9.3 

年
齢
別 

4 0 ～ 6 4 歳 182 5.9 0.5 - 1.1 1.1 1.6 0.5 1.1 85.2 8.8 

6 5 歳 以 上 353 34.0 5.9 2.8 4.2 5.9 5.9 6.8 2.5 56.1 9.6 

身 

体 

障 

が 

い 

全      体 327 32.4 5.8 2.1 3.7 5.8 5.8 6.4 2.8 59.9 7.6 

身
体
障
が
い
の
種
別 

視 覚 障 が い 29 27.4 10.3 - - 3.4 3.4 6.9 3.4 65.5 6.9 

聴 覚 障 が い 23 38.9 4.3 4.3 8.7 8.7 4.3 4.3 4.3 34.8 26.1 

平衡機能障がい 8 62.5 25.0 12.5 - 12.5 - 12.5 - 37.5 - 

言 語 障 が い 13 69.3 7.7 - 7.7 15.4 15.4 - 23.1 23.1 7.7 

上 肢 障 が い 60 54.9 8.3 3.3 1.7 18.3 5.0 10.0 8.3 41.7 3.3 

下 肢 障 が い 133 43.7 5.3 3.0 6.0 8.3 8.3 8.3 4.5 49.6 6.8 

体 幹 障 が い 49 65.3 10.2 4.1 6.1 12.2 10.2 14.3 8.2 26.5 8.2 

内 部 障 が い 109 17.4 2.8 1.8 0.9 1.8 5.5 2.8 1.8 71.6 11.0 

等
級
別 

１ 級 106 30.2 1.9 2.8 1.9 4.7 5.7 6.6 6.6 58.5 11.3 

２ 級 68 47.0 2.9 4.4 4.4 14.7 5.9 10.3 4.4 48.5 4.4 

３ 級 81 28.4 4.9 - 6.2 3.7 9.9 3.7 - 65.4 6.2 

４ 級 73 26.0 8.2 1.4 2.7 4.1 - 8.2 1.4 65.8 8.2 

５ 級 19 26.4 21.1 - - - 5.3 - - 63.2 10.5 

６ 級 16 18.9 6.3 - 6.3 - 6.3 - - 68.8 12.5 

知
的
障
が
い 

全      体 19 21.2 - - 5.3 5.3 5.3 - 5.3 52.6 26.3 

等
級
別 

Ａ 判 定 14 35.6 - - - 7.1 7.1 7.1 14.3 35.7 28.6 

Ｂ 判 定 8 25.0 12.5 - - 12.5 - - - 62.5 12.5 

Ｃ 判 定 4 25.0 - - 25.0 - - - - 50.0 25.0 

精
神
障
が
い 

全      体 134 10.3 1.5 0.7 2.2 2.2 1.5 1.5 0.7 79.1 10.4 

等
級
別 

１ 級 14 21.3 - - 7.1 7.1 - 7.1 - 42.9 35.7 

２ 級 40 10.0 - - - - 5.0 2.5 2.5 80.0 10.0 

３ 級 12 8.3 - - - 8.3 - - - 91.7 - 

難 病 76 18.3 3.9 1.3 - 1.3 3.9 6.6 1.3 72.4 9.2 

発 達 障 が い 11 - - - - - - - - 81.8 18.2 

 

 

 

 

 



 18 

 

69.7

33.3

67.9

66.7

38.5

53.2

58.2

39.7

82.6

61.2

41.9

73.6

84.0

81.8

89.5

27.4

12.9

26.1

42.9

77.4

62.5

71.9

81.0

83.5

34.5

12.4

36.7

10.7

22.2

38.5

21.0

14.9

25.9

6.1

9.5

28.4

9.2

6.7

4.5

10.5

1.4

3.2

5.1

6.3

7.1

3.6

2.9

6.7

7.7

8.1

6.4

13.8

3.5

9.5

10.8

3.4
1.3

63.0

67.7

56.5

53.6

9.7

6.3

12.5

9.5

2.4

58.3

11.5

23.3

17.9

11.1

15.4

12.9

13.5

17.2

5.2

17.2

14.9

10.3

4.0

9.1

5.5

9.7

17.4

3.6

5.6

31.3

7.8

5.9

1.2

1.4

3.2

3.5

1.7

2.7

4.0

1.4

3.2

1.0

1.6

4.8

1.2
1.2

2.0

3.6

1.6

3.5

1.7

1.7

2.6

1.4

3.4

4.5

1.4

3.2

1.0

4.8

1.2

0% 50% 100%

全 体 n=347

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

１ 級 n=116

２ 級 n= 74

３ 級 n= 87

４ 級 n= 75

５ 級 n= 22

６ 級 n= 19

全 体 n= 73

Ａ 判 定 n= 31

Ｂ 判 定 n= 23

Ｃ 判 定 n= 28

全 体 n=195

１ 級 n= 16

２ 級 n= 64

３ 級 n= 21

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

本人 配偶者 親 その他の家族 その他 無回答

身

体

障

が

い

知
的
障
が
い

精
神
障
が
い

身
体
障
が
い
の
種
別

等
級
別

等
級
別

等
級
別

(16) 調査票の記入者 

アンケートの記入者が「本人」と答えているのは、身体障がいが69.7％、精神障がいが

77.4％、難病が83.5％ですが、知的障がいは27.4％、発達障がいは34.5％と低くなって

います。知的障がいおよび発達障がいは、「親」が55％以上を占めています。 

等級別にみると、知的障がいおよび精神障がいは重度になるほど、「本人」が低くなる傾

向にあり、さらに、知的障がいは「親」が高くなる傾向にあります。 

その他として「本人が入所している施設の担当職員」、「施設ケアマネ」の記載がありまし

た。 

図表１－19 調査票の記入者 
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２ 収入                              

(1) 収入の種類 

収入の種類をたずねたところ、全体では、「障害年金以外の年金（老齢年金等）」が41.2％

と最も高く、次いで「給与・賃金」（25.8％）、障害年金（20.6％）の順となっています。 

年齢別にみると、０～17歳は「収入はない」が73.2％、18～64歳は「給与・賃金」が

過半数を占め、65歳以上は「障害年金以外の年金（老齢年金等）」が77.1％となります。 

障がいの種別にみると、身体障がいは「障害年金以外の年金（老齢年金等）」、知的障がい

は「障害年金」、精神障がいおよび発達障がいは「給与・賃金」、難病は「給与・賃金」およ

び「障害年金以外の年金（老齢年金等）」がそれぞれ最も高くなっています。 

平成26年調査と比較すると、精神障がいおよび難病の「給与・賃金」がそれぞれ13ポイ

ント以上高くなっています。知的障がいは「障害年金」が12.5ポイント低下し、「収入はな

い」が9.8ポイント上昇しています。 

その他として、「夫の扶養」、「在宅作業の謝礼」、「農業」、「借家」、「土地を貸している」、

「休職中で貯金で生活している」の記載がありました。 
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21.7

1.7

22.4

42.6

7.0
2.3

5.0 4.3

11.6
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1.7

20.6

41.2

6.3
2.0 4.3

1.7

14.6

1.3
0

20

40
平成26年

n=603

令和元年

n=694

(%)

 

図表１－20 収入の種類（複数回答）                     単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

給
与
・
賃
金 

事
業
収
入 

障
害
年
金 

障
害
年
金
以
外
の
年

金
（
老
齢
年
金
等
） 

各
種
の
手
当
て
（
特

別
障
害
者
手
当
等
） 

生
活
保
護 

財
産
収
入
（
不
動
産

収
入
等
） 

そ
の
他 

収
入
は
な
い 

無
回
答 

平 

成 

26 

年 

障
が
い 

身 体 障 が い 328 21.0 2.4 18.9 58.8 6.7 1.8 7.0 3.7 3.4 1.8 

知 的 障 が い 52 26.9 - 48.1 1.9 17.3 - 1.9 - 23.1 3.8 

精 神 障 が い 140 20.0 1.4 30.0 22.1 5.7 4.3 2.1 5.7 20.7 2.9 

難 病 86 24.4 1.2 16.3 43.0 7.0 - 4.7 2.3 14.0 3.5 

発 達 障 が い 37 21.6 - 21.6 8.1 5.4 - - 5.4 51.4 2.7 

令 
 

和 
 

元 
 

年 

年 

齢 

別 

０ ～ 17 歳 56 8.9 - - - 16.1 - - 1.8 73.2 - 

18 ～ 39 歳 95 52.6 1.1 37.9 - 6.3 1.1 1.1 4.2 22.1 - 

40 ～ 64 歳 182 50.5 1.6 34.6 7.7 9.9 1.6 1.6 1.6 14.3 - 

65 歳 以 上 353 7.9 2.3 11.9 77.1 3.1 2.8 7.4 1.1 3.4 2.0 

障 
 

 
 

が 
 

 
 

い 

身 体 障 が い 347 18.7 2.3 18.2 61.4 6.6 1.4 5.8 1.2 6.1 1.7 

 

視 覚 障 が い 30 20.0 - 26.7 53.3 16.7 - 6.7 3.3 10.0 - 

聴 覚 障 が い 28 25.0 - 17.9 53.6 - 7.1 3.6 - 7.1 7.1 

平衡機能障がい 9 11.1 - 44.4 55.6 11.1 11.1 11.1 - - - 

言 語 障 が い 13 - - 23.1 69.2 15.4 - 23.1 7.7 - - 

上 肢 障 が い 62 12.9 3.2 40.3 46.8 9.7 3.2 9.7 1.6 1.6 1.6 

下 肢 障 が い 141 15.6 1.4 26.2 56.0 6.4 2.1 4.3 1.4 5.7 2.1 

体 幹 障 が い 58 8.6 1.7 39.7 46.6 13.8 1.7 8.6 3.4 3.4 - 

内 部 障 が い 115 24.3 4.3 13.9 62.6 8.7 1.7 6.1 - 6.1 1.7 

知 的 障 が い 73 24.7 - 35.6 5.5 15.1 1.4 - 2.7 32.9 - 

精 神 障 が い 195 33.3 1.5 27.2 21.0 4.6 3.6 4.1 1.5 20.5 0.5 

難 病 85 38.8 3.5 17.6 38.8 9.4 2.4 5.9 2.4 7.1 - 

発 達 障 が い 84 27.4 1.2 22.6 2.4 11.9 1.2 - 4.8 44.0 - 
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(2) １か月の平均収入 

収入のある人に１か月の平均収入をたずねたところ、「90,000円以上167,000円未満」

が28.4％と最も高く、次いで「70,000円未満（障害基礎年金２級相当額）」（22.9％）な

どとなっています。 

年齢別にみると、０～17歳は「70,000円未満（障害基礎年金２級相当額）」が、18歳

以上は「90,000円以上167,000円未満」がそれぞれ最も高くなっています。 

障がいの種別にみると、身体障がいおよび難病は「90,000円以上167,000円未満」が、

知的障がい、精神障がいおよび発達障がいは「70,000円未満（障害基礎年金２級相当額）」

がそれぞれ最も高くなっています。 

等級別にみると、知的障がいはおよび精神障がいは重度になるほど、「70,000未満（障

害基礎年金２級相当額）」が低くなる傾向にあります。 

平成26年調査と比べると、上昇しているのは身体障がいおよび発達障がいの「90,000

円以上167,000円未満」、知的障がいおよび発達障がいの「70,000円以上90,000円未満」

で10ポイント以上高くなっています。低下しているのは発達障がいの「167,000円以上

250,000円未満」で17.1ポイントの差があります。 

 

  



 22 

 

23.9

22.9

66.7

23.0

19.9

22.8

19.9

17.8

14.4

33.3

23.2

22.1

5.6

5.9

42.1

36.7

33.3

40.0

50.0

33.6

32.5

20.0

44.6

47.1

18.3

16.5

35.3

29.8

14.5

13.2

17.6

16.0

11.1

14.1

11.3

18.0

13.6

9.8

5.9

11.1

11.8

23.7

34.7

59.3

13.3

7.1

15.9

12.3

40.0

14.3

5.9

15.5

8.9

17.6

27.7

23.7

28.4

31.1

22.4

32.3

24.4

34.7

31.5

27.3

35.4

35.3

27.8

29.4

18.4

18.4

26.7

35.7

20.6

18.8

20.0

25.0

17.6

28.2

30.4

5.9

19.1

15.4

16.3

6.7

18.9

16.0

15.9

17.0

16.6

16.2

9.1

13.4

14.7

38.9

17.6

10.5

6.1

13.3

7.1

10.3

18.8

6.7

10.7

11.8

16.9

16.5

23.5

6.4

9.7

9.4

26.7

5.4

16.0

6.3

11.3

10.0

9.9

4.5

11.0

8.8

5.6

17.6

6.5

7.1

11.8

8.5

15.2

5.9

10.6

3.1

3.4

5.8

3.3

4.2

3.4

3.6

3.0

1.2

4.4

5.6

1.9

3.2

1.8

4.2

7.6

9.7

6.3

4.1

3.8

8.4

9.0

6.3

6.3

9.1

6.1

8.8

5.6

17.6

5.3

4.1

7.4

6.7

11.2

7.1

13.3

3.6

5.9

8.5

5.1

11.8

6.4

0% 50% 100%

平成26年 n=518

令和元年 n=584

０～17歳 n= 15

18～39歳 n= 74

40～64歳 n=156

65歳以上 n=334

平成26年 n=311

令和元年 n=320

１ 級 n=111

２ 級 n= 66

３ 級 n= 82

４ 級 n= 68

５ 級 n= 18

６ 級 n= 17

平成26年 n= 38

令和元年 n= 49

Ａ 判 定 n= 27

Ｂ 判 定 n= 15

Ｃ 判 定 n= 14

平成26年 n=107

令和元年 n=154

１ 級 n= 15

２ 級 n= 56

３ 級 n= 17

平成26年 n= 71

令和元年 n= 79

平成26年 n= 17

令和元年 n= 47

70,000円未満（障害基礎年金２級相当） 70,000円以上90,000円未満

90,000円以上167,000円未満 167,000円以上250,000円未満

250,000円以上417,000円未満 417,000円以上

無回答

身

体

障

が

い

年
齢
別

全
体

全
体

全
体

等
級
別

等
級
別

等
級
別

知

的

障

が

い

精

神

障

が

い

難

病

発達

障がい

（障害基礎年金１級相当）

全
体

図表１－21 １か月の平均収入（収入のある人） 
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10.7

3.3

7.1 7.1

13.3

71.4

83.3

3.6

0% 50% 100%

平成26年 n=28

令和元年 n=30

読めるし必要である 読めるが必要ない

読めないが必要である 読めないし必要ない

10.0 20.0 56.7 13.3

0% 50% 100%

全 体 n=30

利用したことがある 利用したことはないが知っている

制度を知らない 無回答

17.4 47.8 30.4 4.3

0% 50% 100%

全 体 n=23

利用したい 利用したくない わからない 無回答

３ 視覚・聴覚・言語障がい                    

(1) 視覚障がい者の点字 

視覚障がい者に点字が読めるかたずねたところ、「読めないし必要ない」が83.3％を占め

ています。また、「読めるし必要」と「読めないが必要」を合計した＜必要＞は16.6％です。 

平成26年調査と比べると、「読めないし必要ない」が11.9ポイント高く、「読めるし必要

である」と「読めるが必要ない」を合計した＜読める＞が14.5ポイント低くなっています。 

図表１－22 点字が読めるか（視覚障がい） 

 

 

 

 

 

 

(2) 視覚障がい者歩行訓練 

視覚障がい者歩行訓練の認知度は、「利用したことがある」が10.0％、「利用したことは

ないが知っている」が20.0％となっており、これらを合計した＜知っている＞は30.0％と

なっています（図表１－23）。 

視覚障がい者歩行訓練を「利用したことはないが知っている」および「制度を知らない」

と答えた人に利用意向をたずねたところ、「利用したい」が17.4％、「利用したくない」が

47.8％、「わからない」が30.4％となっています（図表１－24）。 

図表１－23 視覚障がい者歩行訓練の認知度（視覚障がい） 

 

 

 

 

 

図表１－24 視覚障がい者歩行訓練の利用意向（視覚障がい） 
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78.3

26.1

21.7

17.4

8.7

8.7

4.3

－

12.5

6.3

18.8

6.3

6.3

6.3

25.0

50.0

0 25 50 75

補聴器や人工内耳等の補聴機器

筆談

口話（読話）

手話（触手話を含む）

要約筆記

手話通訳

その他

無回答

聴覚障がい n=23

言語障がい n=16

(%)

82.1

28.6

21.4

14.3

3.6

－

3.6

－

－

7.7

23.1

－

7.7

－

30.8

46.2

0 25 50 75

聴覚障がい n=28

言語障がい n=13

(%)

(3) 聴覚または言語障がい者のコミュニケーション手段 

聴覚障がい者の日常的なコミュニケーション手段としては、「補聴器や人工内耳等の補聴

機器」が82.1％とひときわ高くなっています。一方、言語障がい者は、「口話（読話）」が

23.1％と最も高くなっています。 

平成26年調査と比較すると、聴覚障がい者、言語障がい者ともに「手話通訳」が低下し、

０％となっています。また、言語障がい者の「補聴器や人工内耳等の補聴機器」も12.5ポ

イント低下し、０％となっています。 

その他として「ゆっくり話す」、「聞こえない」、「問かけに対して首を振ったりできる」の

記載がありました。 

図表１－25 聴覚障がい・言語障がい者のコミュニケーション手段（複数回答） 

       ＜平成26年＞          ＜令和元年＞ 
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1.5

0.5

－

2.5

0.8

0.5

0.5

0.2

0.2

21.2

11.9

44.1

3.0

2.5

10.6

0 20 40

保育園に通っている

大口町母子通園施設「ぱ

んだ教室」に通っている

幼稚園・特別支援学校等

の幼稚部に通っている・

小学校に通っている

中学校に通っている

高等学校等に通っている

大学・専門学校に通って

いる ・

盲学校・ろう学校に通っ

ている ・

職業訓練校に通っている

働いている

福祉施設等に通所・入所

している ・

自宅にいる

病院に入院している

その他

無回答

(%)

（注）「就学前年齢のため主に自宅にいる」と答えた人はいなかった。

1.2

0.3

0.3

4.0

1.0

1.9

0.9

－

0.1

23.3

12.0

42.2

2.6

2.6

7.6

0 20 40 (%)

４ 日中活動や就労・就学状況                    

(1) 日中の過ごし方 

回答者の日中の過ごし方は、全体では「自宅にいる」が最も高く、40％以上を占めてい

ます。次いで、「働いている」（23.3％）、「福祉施設等に通所・入所している」（12.0％）

などの順となっています。その他として図表１－27の内容が記載されていました。 

 

図表１－26 日中の過ごし方 

      ＜平成26年 n=603＞     ＜令和元年 n=694＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－27 日中の過ごし方（その他） 

・代表をしている会社 

・農業 

・Ｂ型事業所（３件） 

・就労移行支援事業に通所してい

る 

・就職活動 

・通信教室サポート校に通ってい

る 

・スポーツ 

・ジムに通う 

・通院リハビリ（３件） 

・デイサービス（４件） 

・家事（２件） 

・有料老人ホーム 

・家で療養中 

・喫茶店 

・買い物（２件） 



 26 

 

年齢別にみると、0～17歳は「小学校に通っている」が48.2％と最も高くなっています。

18～64歳は「働いている」が45％以上を占めており、次いで「自宅にいる」が20～30％

台となっています。65歳以上では「自宅にいる」が59.8％です。 

 

図表１－28 日中の過ごし方（年齢別）                   単位：ｎは人、他は％ 

区  分 ０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上 

ｎ 56 95 182 353 

保育園に通っている 12.5 - - - 

大口町母子通園施設「ぱんだ教室」に通っている 3.6 - - - 

幼稚園・養護学校等の幼稚部に通っている 3.6 - - - 

小学校に通っている 48.2 - - - 

中学校に通っている 12.5 - - - 

高等学校等に通っている 14.3 5.3 - - 

大学・専門学校に通っている 1.8 5.3 - - 

盲学校・ろう学校に通っている - - - - 

職業訓練校に通っている - 1.1 - - 

働いている（福祉的就労含む） - 46.3 46.7 8.5 

福祉施設等に通所・入所している 1.8 11.6 12.1 13.6 

自宅にいる - 25.3 30.8 59.8 

病院に入院している - 1.1 2.7 3.4 

その他 1.8 3.2 3.8 2.0 

無回答 - 1.1 3.8 12.7 

 

障がいの種別にみると、身体障がい、精神障がいおよび難病は「自宅にいる」、知的障が

いは「福祉施設等に通所・入所している」、発達障がいは「小学校に通っている」がそれぞ

れ最も高くなっています。また、難病は「働いている」が37.6％と比較的高くなっていま

す。 

平成26年調査と比べると、上昇しているのが難病の「働いている」、低下しているのが知

的障がいの「福祉施設等に通所・入所している」および難病の「自宅にいる」となっており、

それぞれ10ポイント以上の差があります。 
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図表１－29 日中の過ごし方（障がいの種別）                単位：ｎは人、他は％ 

区  分 
平 成 26 年 令 和 元 年 

身体 知的 精神 難病 発達 身体 知的 精神 難病 発達 

ｎ 328 52 140 86 37 347 73 195 85 84 

保育園に通っている - 9.6 0.7 - 13.5 0.3 5.5 - 1.2 3.6 

大口町母子通園施設「ぱんだ教室」
に通っている 

- 1.9 0.7 - - 0.3 - 0.5 - 1.2 

幼稚園・養護学校等の幼稚部に通
っている 

- - - - - - - - - 2.4 

小学校に通っている - 15.4 1.4 - 24.3 0.3 17.8 2.6 - 26.2 

中学校に通っている - 3.8 1.4 1.2 8.1 - 6.8 - 1.2 7.1 

高等学校等に通っている - 3.8 - 1.2 5.4 0.3 8.2 2.6 - 10.7 

大学・専門学校に通っている - - 0.7 2.3 - 0.6 1.4 1.5 - 4.8 

盲学校・ろう学校に通っている 0.3 - - - - - - - - - 

職業訓練校に通っている - - 0.7 - 2.7 - - 0.5 - 1.2 

働いている（福祉的就労含む） 21.6 21.2 20.7 20.9 18.9 20.7 17.8 27.7 37.6 17.9 

福祉施設等に通所・入所している 9.5 36.5 8.6 7.0 5.4 12.7 26.0 8.2 8.2 13.1 

自宅にいる 50.0 5.8 46.4 58.1 16.2 52.7 8.2 41.0 42.4 8.3 

病院に入院している 1.8 - 6.4 4.7 - 2.3 1.4 3.6 3.5 - 

その他 2.4 - 4.3 2.3 2.7 1.7 2.7 4.6 1.2 1.2 

無回答 14.3 1.9 7.9 2.3 2.7 8.1 4.1 7.2 4.7 2.4 
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(2) 通学先 

小学校、中学校、高等学校等に通っている障がいのある児童の通学先は、図表１－30の

とおりです。 

図表１－30 通学先 

①小学校                                単位：人 

区   分 ｎ 通常学級 特別支援学級 特別支援学校小学部 

全   体 28 10 14 2 

障
が
い 

身 体 障 が い 1 1 - - 

知 的 障 が い 13 2 9 2 

精 神 障 が い 5 2 3 - 

発 達 障 が い 22 8 11 1 

 

②中学校                                単位：人 

区   分 ｎ 通常学級 特別支援学級 特別支援学校中学部 

全   体 7 1 3 2 

知的障がい 5 - 2 2 

難   病 1 - 1 - 

発達障がい 6 1 3 1 

 

③高等学校等                              単位：人 

区   分 ｎ 通常学級 特別支援学校高等部 高等特別支援学校 

全   体 13 6 4 3 

障
が
い 

身 体 障 が い 1 - 1 - 

知 的 障 が い 6 1 3 2 

精 神 障 が い 5 4 - 1 

発 達 障 が い 9 5 1 3 
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42.2

46.3

43.7

48.6

54.5

53.8

41.4

44.4

38.9

53.1

42.9

46.7

8.6

8.0

9.9

13.9

6.9

1.9

16.7

12.5

26.6

30.9

23.9

26.4

18.2

15.4

27.6

35.2

33.3

28.1

14.3

33.3

5.5

3.7

2.8

2.8

18.2

15.4

10.3

3.7

28.6

13.3

7.0

1.9

8.5
1.4

6.9

3.7

14.3

6.7

6.3

3.1

9.9

5.6

1.9

5.6

3.9

6.2

1.4

1.4

9.1

15.4

6.9

9.3

5.6

6.3

0% 50% 100%

平成26年 n=128

令和元年 n=162

平成26年 n= 71

令和元年 n= 72

平成26年 n= 11

令和元年 n= 13

平成26年 n= 29

令和元年 n= 54

平成26年 n= 18

令和元年 n= 32

平成26年 n=  7

令和元年 n= 15

常勤（正規職員・社員） 家の仕事（自営業）

パート・アルバイト 福祉的就労

自宅でできる仕事 その他

無回答

身
体

（就労継続支援Ａ型）

全
体

知
的

精
神

難
病

発
達

(3) 就労状況 

① 就労形態 

現在働いている（福祉的就労を含む）人の就労形態をみると、「常勤（正規職員・社員）」

が46.3％と最も高く、次いで「パート・アルバイト」（30.9％）の順となっています。 

障がいの種別にみると、いずれの障がいも「常勤（正規職員・社員）」が最も高くなっ

ています。 

平成26年調査と比べると、知的障がい以外の障がいにおいて「常勤（正規職員・社員）」

が上昇しており、特に、難病は14.2ポイント上昇しています。また、発達障がいは「パ

ート・アルバイト」が高く、「福祉的就労（就労継続支援Ａ）」が低くなっており、それぞ

れ15ポイント以上の差があります。 

その他として「福祉施設（デイケア）」、「ボランティア」、「委託社員」、「B型」、「警備

員」、「何も出来ない」の記載がありました。 

 

図表１－31 就労形態 
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3.9

6.2

1.4

6.9

10.3

7.4

5.6

6.3

13.3

3.1

4.9

1.4

5.6

3.4

5.6

5.6

3.1

6.7

34.4

30.9

35.2

30.6

27.3

15.4

34.5

35.2

22.2

31.3

42.9

26.7

43.0

48.1

46.5

50.0

54.5

76.9

34.5

38.9

55.6

53.1

28.6

40.0

10.9

4.9

11.3

5.6

9.1

10.3

3.7

11.1

3.1

14.3

6.7

4.7

4.9

4.2

1.4

9.1

7.7

6.9

9.3

3.1

14.3

6.7

0% 50% 100%

平成26年 n=128

令和元年 n=162

平成26年 n= 71

令和元年 n= 72

平成26年 n= 11

令和元年 n= 13

平成26年 n= 29

令和元年 n= 54

平成26年 n= 18

令和元年 n= 32

平成26年 n=  7

令和元年 n= 15

５日以内 ６～10日 11～20日

21日以上 決まっていない 無回答

全
体

身
体

知
的

精
神

難
病

発
達

② １か月当たりの就労日数 

１か月当たりの就労日数をたずねたところ、「21日以上」が48.1％と最も高く、次い

で「11～20日」（30.9％）などとなっています。 

障がいの種別にみると、知的障がいは「21日以上」が75％を占めています。発達障が

いは「５日以下」および「6～10日」を合計した＜10日以下＞がやや高くなっています。 

平成26年調査と比べると、難病以外の障がいは「21日以上」が上昇し、特に知的障が

いは22.4ポイント高くなっています。また、発達障がいの「11～20日」が16.2ポイン

ト低下し、＜10日以下＞が20.0ポイント高くなっていることも特徴としてあげられます。 

 

図表１－32 １か月当たりの就労日数 
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10.9

14.8

9.9

13.9

9.1

13.8

20.4

11.1

9.4

14.3

20.0

11.7

11.1

9.9

9.7

18.2

23.1

10.3

11.1

5.6

12.5

28.6

26.7

20.3

17.9

23.9

22.2

9.1

46.2

17.2

11.1

16.7

12.5

13.3

38.3

42.0

38.0

40.3

36.4

23.1

37.9

42.6

50.0

56.3

28.6

33.3

12.5

9.3

14.1

11.1

13.8

7.4

16.7

6.3

14.3

6.7

6.3

4.9

4.2

2.8

27.3

7.7

6.9

7.4

3.1

14.3

0% 50% 100%

平成26年 n=128

令和元年 n=162

平成26年 n= 71

令和元年 n= 72

平成26年 n= 11

令和元年 n= 13

平成26年 n= 29

令和元年 n= 54

平成26年 n= 18

令和元年 n= 32

平成26年 n=  7

令和元年 n= 15

20時間未満 20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満 40時間以上

決まっていない 無回答

全
体

身
体

知
的

精
神

難
病

発
達

③ １週当たりの就労時間 

１週当たりの就労時間をたずねたところ、「週40時間以上」が42.0％と最も高く、次

いで「30時間以上40時間未満」（17.9％）などとなっています。 

障がいの種別にみると、知的障がい以外の障がいは「40時間以上」、知的障がいは「30

時間以上40時間未満」がそれぞれ最も高くなっています。 

平成26年調査と比べると、知的障がいの「30時間以上40時間未満」が37.1ポイント

高く、「40時間以上」が13.3ポイント低くなっています。また、発達障がいの「30時間

以上40時間未満」が13.3ポイント高くなったことも特徴としてあげられます。 

 

図表１－33 １週当たりの就労時間 
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19.5

2.3

－

2.3

12.5

2.3

12.5

11.7

25.0

20.3

0 10 20 30

公共職業安定所（ハロー

ワーク） ・

障害者就業・生活支援セ

ンター（ようわ） ・

障害者職業センター

就労支援施設

学校

県や町の相談機関

家族・親族

友人・知人

その他

無回答

(%)

（注）「職業訓練校」と答えた人はいなかった。

22.8

2.5

0.6

3.1

14.8

2.5

13.6

14.8

24.1

16.7

0 10 20 30 (%)

④ 現在の仕事を見つける際の相談相手 

現在の仕事を見つける際の相談相手としては、「公共職業安定所（ハローワーク）」

（22.8％）、「学校」「友人・知人」（14.8％）、「家族・親族」（13.6％）などの順となっ

ています。 

平成26年調査と比べると、例示した８つの相談相手はいずれもやや上昇しています。 

その他として図表１－35の内容が記載されていました。 

 

図表１－34 現在の仕事を見つける際の相談相手（複数回答） 

      ＜平成26年 n=128＞     ＜令和元年 n=162＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－35 現在の仕事を見つける際の相談相手（複数回答、その他） 

・自営（２件） 

・相談していない（３件） 

・継続雇用（３件） 

・昔から 

・新卒からそのまま 

・自力 

・通常選考（２件） 

 

・就職情報誌サイト（３件） 

・求人広告（５件） 

・ネット・自分でやっていたのを

続けている 

・営業 

・農業（２件） 

・犬山ホテル廃業時に会社より案

内された 

・一宮東支援学校卒業と同時に就

職 

・地域包括センター主治医 

・主治医 

・シルバーワークセンター・労働

組合 
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身体障がいの種別にみると、身体障がいおよび精神障がいは「公共職業安定所（ハローワ

ーク）」、知的障がいおよび発達障がいは「学校」、難病は「家族」がそれぞれ最も高くなっ

ています。 

平成26年調査と比べると、知的障がいは「公共職業安定所（ハローワーク）」が22.4ポ

イント低下し、「学校」が40.5ポイント上昇しています。また発達障がいは「障害者就業・

生活支援センター（ようわ）」および「友人・知人」が15.3ポイント低下し、「学校」が10.4

ポイント上昇しています。 

 

図表１－36 現在の仕事を見つける際の相談相手（複数回答、障がいの種別） 

単位：ｎは人、他は％ 

区 分 ｎ 

公
共
職
業
安
定
所
（
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
） 

障
害
者
就
業
・
生
活
支

援
セ
ン
タ
ー
（
よ
う
わ
） 

障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー 

就
労
支
援
施
設 

職
業
訓
練
校 

学
校 

県
や
町
の
相
談
機
関 

家
族
・
親
族 

友
人
・
知
人 

そ
の
他 

無
回
答 

平
成
26
年 

身 体 障 が い 71 16.9 1.4 - 2.8 - 9.9 2.8 8.5 11.3 29.6 23.9 

知 的 障 が い 11 45.5 9.1 - - - 36.4 - 9.1 9.1 - 9.1 

精 神 障 が い 29 24.1 3.4 - 3.4 - 10.3 3.4 17.2 10.3 20.7 17.2 

難 病 18 5.6 - - - - 11.1 - 16.7 11.1 38.9 16.7 

発 達 障 が い 7 28.6 28.6 - - - 42.9 - 14.3 28.6 - - 

令
和
元
年 

身 体 障 が い 72 19.4 - 1.4 1.4 - 6.9 2.8 11.1 15.3 20.8 25.0 

知 的 障 が い 13 23.1 15.4 - 7.7 - 76.9 - 7.7 - 7.7 7.7 

精 神 障 が い 54 24.1 3.7 - 5.6 - 13.0 3.7 13.0 13.0 25.9 9.3 

難 病 32 12.5 3.1 3.1 - - 6.3 - 15.6 12.5 40.6 18.8 

発 達 障 が い 15 26.7 13.3 - 13.3 - 53.3 - 20.0 13.3 6.7 - 
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⑤ 仕事についての悩み 

仕事の悩みは、「特に悩みはない」を除くと、「職場での人間関係」が24.1％と最も高

く、次いで「賃金」（19.1％）、「仕事の内容」（14.2％）などとなっています。 

障がいの種別にみると、難病は「賃金」、それ以外の障がいは「職場での人間関係」が

最も高くなっています。また、精神障がいおよび発達障がいの「仕事の内容」、精神障が

いの「賃金」は20％以上の高い率となっています。精神障がいの「特にない」は30％未

満と比較的低くなっていることも特徴としてあげられます。 

平成26年調査と比較すると、全体では「特に悩みはない」が7.6ポイント低下し、例

示した７つの項目のうち6つの項目においてやや高くなっています。「勤務日数、勤務時

間」は身体障がい以外の障がいで低下しており、特に、知的障がい、難病および発達障が

いは10ポイント以上低下しています。難病および発達障がいは「職場の障がいへの理解」

が低下、難病は「賃金」が上昇し、それぞれ10ポイント以上の差があります。 

その他として、図表１－38の内容が記載されていました。 
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40
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n=128
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(%)

図表１－37 仕事についての悩み（複数回答）               単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

仕

事

の

内

容 

勤
務
日
数
、
勤
務
時
間 

職
場
の
障
が
い
へ
の
理
解 

通
勤
に
か
か
る
時
間
や
費
用 

職

場

の

設

備 

職

場

で

の

人

間

関

係 

賃

金 
そ

の

他 

特

に

悩

み

は

な

い 

無

回

答 

平
成
26
年 

身体障がい 71 4.2 4.2 5.6 5.6 1.4 12.7 8.5 7.0 64.8 8.5 

知的障がい 11 9.1 18.2 9.1 - 9.1 27.3 18.2 - 45.5 9.1 

精神障がい 29 24.1 13.8 10.3 3.4 - 41.4 17.2 10.3 24.1 10.3 

難 病 18 16.7 16.7 16.7 5.6 - 11.1 16.7 - 55.6 - 

発達障がい 7 28.6 28.6 28.6 - - 57.1 14.3 - 28.6 - 

令
和
元
年 

身体障がい 72 11.1 9.7 13.9 11.1 1.4 18.1 13.9 5.6 50.0 6.9 

知的障がい 13 7.7 - 7.7 - - 23.1 - - 61.5 15.4 

精神障がい 54 20.4 11.1 14.8 11.1 - 38.9 24.1 3.7 29.6 3.7 

難 病 32 12.5 6.3 6.3 9.4 6.3 15.6 28.1 6.3 40.6 3.1 

発達障がい 15 26.7 6.7 13.3 6.7 - 46.7 13.3 - 40.0 - 

 

図表１－38 仕事についての悩み（複数回答、その他） 

・勤務条件。各種保険対象外。手当不支給など 

・収入の差 

・体力 

・年齢 

・社員との接し方 

・忙しさに波がある。海外の会社は働き方改革なん

て関係ない 

・昼食 

・腰痛 

 

(4) 自宅にいる理由 

日中の過ごし方で「自宅にいる」と答えた人にその理由をたずねたところ、「高齢のため」

が39.9％と最も高く、次いで「病気のため」（26.3％）、「働く必要がないため」（18.8％）

などの順となっています。 

年齢別にみると、18～39歳は「家事・育児をしているため」、40～64歳は「病気のた

め」、65歳以上は「高齢のため」がそれぞれ最も高くなっています。 
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9.2
12.6
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20

40
平成26年

n=266

令和元年

n=293

(%)

障がいの種別にみると、身体障がいは「高齢のため」が過半数を超えています。精神障が

いおよび難病は「病気のため」が最も高くなっています。また、精神障がいは「家の外へ出

たくないため」が比較的高くなっています。 

平成26年調査と比べると、全体では「障がいが重度のため」および「病気のため」がそ

れぞれ５ポイント以上低くなっています。 

その他として、図表１－40の内容が記載されていました。 

図表１－39 自宅にいる理由（複数回答）                   単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

障
が
い
が
重
度
の

た
め 

病
気
の
た
め 

高
齢
の
た
め 

仕
事
が
見
つ
か
ら

な
い
た
め 

通
勤
が
困
難
な
た

め 自
分
に
合
っ
た
仕

事
が
な
い
た
め 

家
事
・
育
児
を
し

て
い
る
た
め 

働
く
必
要
が
な
い

た
め 

家
の
外
へ
出
た
く

な
い
た
め 

そ
の
他 

無
回
答 

平
成
26
年 

障
が
い 

身 体 障 が い 164 15.2 26.2 50.0 4.3 1.2 4.9 7.3 20.1 6.7 9.8 7.9 

知 的 障 が い 3 33.3 - 33.3 - - - - - 33.3 - - 

精 神 障 が い 65 13.8 46.2 10.8 16.9 3.1 16.9 23.1 6.2 26.2 9.2 7.7 

難 病 50 12.0 40.0 32.0 18.0 2.0 12.0 14.0 12.0 16.0 8.0 8.0 

発 達 障 が い 6 33.3 50.0 16.7 16.7 16.7 16.7 - - 16.7 - 50.0 

令 
 

和 
 

元 
 

年 
年
齢
別 

18 ～ 39 歳 24 8.3 25.0 4.2 12.5 8.3 25.0 29.2 4.2 16.7 16.7 4.2 

40 ～ 64 歳 56 14.3 48.2 - 25.0 14.3 23.2 17.9 7.1 19.6 12.5 8.9 

65 歳 以 上 211 7.6 20.9 54.5 1.4 1.4 1.9 6.2 23.2 5.7 12.3 9.5 

障
が
い 

身 体 障 が い 183 10.9 20.2 52.5 2.7 2.7 4.4 7.1 21.9 5.5 12.0 9.3 

知 的 障 が い 6 16.7 16.7 16.7 - 16.7 33.3 - - - 16.7 - 

精 神 障 が い 80 5.0 42.5 10.0 18.8 8.8 16.3 17.5 11.3 21.3 12.5 8.8 

難 病 36 5.6 38.9 33.3 2.8 11.1 2.8 16.7 19.4 11.1 19.4 8.3 

発 達 障 が い 7 14.3 28.6 - 14.3 - 28.6 28.6 - 14.3 14.3 14.3 

 

図表１－40 自宅にいる理由（複数回答、その他） 

・今までは資格を取るために勉強

していたので、これから就活を

する。 

・自営 

・田畑（２件） 

・自宅で野仕事 

・アルバイトのため、自分で休日

をとる 

・必要があれば出る 

・手話サークルなどは行く 

・親の介護 

・自宅が生活の場だから 

・自分で一日の計画を立てて過ご

している 

・一日中忙しい 

・社内での職場移動がされない 

・経済的に出られない 

・不採用が多い 

・休職中 

・行くところがないため 

・長い事歩けないため 

・足が痛いからダメです 

・足が不自由（２件） 

・高齢（２件） 

・他人と関わりたくない 

・体調が悪いため 

・歩くのがしんどい 

・特になし 
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(5) 施設や学校等で必要なこと 

通園、通学、施設等に通所・入所している人に、施設や学校等で必要なことをたずねたと

ころ、「能力や障がいの程度に応じた指導」が38.0％と最も高く、次いで「障がいへの理解」

（32.7％）、「施設・設備の充実」（30.0％）などの順となっています。 

障がいの種別にみると、身体障がいおよび難病は「施設・設備の充実」、知的障がいおよ

び発達障がいは「能力や障がいの程度に応じた指導」、精神障がいは「能力や障がいの程度

に応じた指導」および「障がいへの理解」がそれぞれ最も高くなっています。知的障がいお

よび発達障がいは「障がいへの理解」「卒業後、退所後に向けた継ぎ目のない支援や連携」

も40％以上の高い率となっています。 

平成26年調査と比べると、全体では「相談体制の充実」「能力や障がいの程度に応じた指

導」がそれぞれ８ポイント以上低下しています。また、いずれの障がいも「能力や障がいの

程度に応じた指導」が低下しています。 

その他として図表１－42の内容が記載されていました。 

 

図表１－41 施設や学校等で必要なこと（複数回答）             単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

相
談
体
制
の
充
実 

能
力
や
障
が
い
の
程
度
に
応
じ

た
指
導 

障
が
い
者
支
援
の
知
識
、
技
術 

障
が
い
へ
の
理
解 

卒
業
後
、
退
所
後
に
向
け
た
継

ぎ
目
の
な
い
支
援
や
連
携 

通
常
学
級
へ
の
受
け
入
れ
・
交

流 施
設
・
設
備
の
充
実 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

平
成
26
年 

身体障がい 32 18.8 31.3 9.4 12.5 - - 46.9 - 12.5 15.6 

知的障がい 37 40.5 67.6 48.6 43.2 37.8 24.3 27.0 10.8 - 2.7 

精神障がい 20 40.0 60.0 40.0 50.0 35.0 5.0 20.0 - - 20.0 

難 病 10 20.0 40.0 10.0 20.0 - - 30.0 - 30.0 10.0 

発達障がい 22 50.0 72.7 63.6 50.0 45.5 50.0 13.6 4.5 - - 

令
和
元
年 

身体障がい 50 14.0 18.0 12.0 16.0 12.0 - 44.0 8.0 26.0 6.0 

知的障がい 48 27.1 50.0 37.5 47.9 43.8 16.7 25.0 6.3 10.4 8.3 

精神障がい 31 32.3 41.9 32.3 41.9 22.6 6.5 22.6 12.9 22.6 6.5 

難 病 9 22.2 22.2 - 33.3 22.2 11.1 44.4 11.1 22.2 11.1 

発達障がい 59 28.8 57.6 33.9 47.5 40.7 16.9 16.9 6.8 10.2 5.1 
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図表１－42 施設や学校等で必要なこと（複数回答、その他） 

・支援級の講師。支援員の増員。発達障がいへの認

知によって児童はふえているのにサポートして下

さる大人が足りない 

・人手が必要だと思う 

・教育者の育成、充実 

・学校教員の発達障がいについての理解支援 

・Ｂ型事業所がこのままつぶれずあってほしい 

・経済的支援 

・体調管理 

・他市のような詳しい「個別支援計画」の作成によ

る継続した支援 

・リハビリ的なことをやっていただけるとありがた

いです。 

・要望です。トイレへ行きたがります。膝が弱くな

り立ち上がりが大変です。でも２人で手伝っても

らえれば可能ですが人手がいません。一日一回で

もトイレへ行かせたいです。 

 

(6) 今後、希望する日中の過ごし方 

今後、希望する日中の過ごし方として、全体では「自宅で過ごしたい」が32.4％と最も

高くなっています。次いで「一般の会社や職場で働きたい」（10.8％）、「パート・アルバイ

トで働きたい」（7.9％）の順となっており、これらと「障がい者の雇用が多い職場で働き

たい」「家の仕事（自営業をしたい）」「自宅で仕事がしたい」を合計した＜働きたい＞は28.4％

です。平成26年調査と比べると、＜働きたい＞は3.1ポイント高くなっています。 

その他として図表１－44の内容が記載されていました。 
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2.7

9.6

2.7

6.0

4.3

33.5

7.8

18.9

0 10 20 30 40

普通学級・大学・専門学校・職業

訓練校等に進学したい ・

特別支援学級・特別支援学校・盲

学校・ろう学校等に進学したい・

医療と常時介護を受けながら機能

訓練等を受けたい ・

介護が受けられる施設に通いたい

施設に通い、身体機能の向上のた

めの訓練を受けたい ・

施設に通い、生活能力の向上のた

めの訓練を受けたい ・

施設に通い、就労のための訓練を

一定期間受けた後就労したい ・

施設に通い、今後のために就労の

ための訓練を受けたい ・

障がい者の雇用が多い職場で働き

たい ・

一般の会社や職場で働きたい

家の仕事（自営業）をしたい

パート・アルバイトで働きたい

自宅で仕事がしたい

自宅で過ごしたい

その他

無回答

(%)

4.9

2.4

1.2

2.7

2.9

2.0

0.9

0.1

3.5

10.8

2.2

7.9

4.0

32.4

6.5
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図表１－43 今後、希望する日中の過ごし方 

        ＜平成26年 n=603＞     ＜令和元年 n=694＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－44 今後、希望する日中の過ごし方（その他） 

・現在働いている職場でできるだけ長く働きたい 

・今の会社で頑張りたい（３件） 

・正社員として働きたい 

・就職の内定がある 

・友達と趣味を味わいたい 

・興味のある事をしたい 

・家事 

・歩く 

・体の続く限り 

・趣味やスポーツ、サークル活動（４件） 

・農業 

・専業主婦で満足している 

・現在のままで（７件） 

・グループホームに入所 

・老人クラブなどに出席したい 

・社会参加がしたい 

・施設（３件） 

・福祉施設に入所を希望したい 

・今後の生活、収入面含め検討中。障がい者といえ

ども税金など含め収入は必要 

・できるだけベッドの上で 

・早めに死にたい。辛いので 

・96歳では何も出来ない 

・動けない 

・わからない 
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年齢別にみると０～7歳は「普通学級・大学・専門学校・職業訓練校に進学したい」、18

～64歳は「一般の会社や職場で働きたい」、65歳以上は「自宅で過ごしたい」がそれぞれ

最も高くなっています（図表１－45）。 

障がい別にみると、身体障がい、精神障がいおよび難病は「自宅で過ごしたい」、知的障

がいは「特別支援学級・養護学校・盲学校・ろう学校等に進学したい」「一般の会社や職場

で働きたい」、発達障がいは「普通学級・大学・専門学校・職業訓練校等に進学したい」が

それぞれ最も高くなっています。また、精神障がいの＜働きたい＞は40％を超える高い率

となっています（図表１－46）。 

図表１－45 今後、希望する日中の過ごし方（年齢別） 

区  分 
年  齢  別 

０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上 

ｎ 56 95 182 353 

①普通学級・大学・専門学校・職業訓練校等に進学したい 55.4 2.1 - - 

②特別支援学級・養護学校・盲学校・ろう学校等に進学し
たい 

28.6 - - - 

③医療と常時介護を受けながら機能訓練等を受けたい - - 1.1 1.7 

④介護が受けられる施設に通いたい - - 1.1 4.5 

⑤施設に通い、身体機能の向上のための訓練を受けたい - 3.2 1.6 4.0 

⑥施設に通い、生活能力の向上のための訓練を受けたい 3.6 4.2 1.6 1.4 

⑦施設に通い、就労のための訓練を一定期間受けた後就労
したい 

- 3.2 1.6 - 

⑧施設に通い、今後のために就労のための訓練を受けたい - - 0.5 - 

⑨障がい者の雇用が多い職場で働きたい 1.8 11.6 6.0 0.3 

⑩一般の会社や職場で働きたい 8.9 30.5 22.0 0.3 

⑪家の仕事（自営業）をしたい - 1.1 2.2 2.5 

⑫パート・アルバイトで働きたい - 12.6 15.9 3.7 

⑬自宅で仕事がしたい - 3.2 8.8 2.5 

⑭自宅で過ごしたい - 10.5 16.5 51.6 

⑮その他 1.8 11.6 7.7 5.4 

無回答 - 6.3 13.2 22.1 
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図表１－46 今後、希望する日中の過ごし方（障がい別） 

区  分 
平 成 26 年 令 和 元 年 

身体 知的 精神 難病 発達 身体 知的 精神 難病 発達 

ｎ 328 52 140 86 37 347 73 195 85 84 

①普通学級・大学・専門学校・職業訓練校等に進
学したい 

- 11.5 5.0 1.2 37.8 0.6 11.0 4.1 2.4 28.6 

②特別支援学級・養護学校・盲学校・ろう学校等
に進学したい 

0.3 15.4 - - 8.1 0.3 16.4 1.5 - 14.3 

③医療と常時介護を受けながら機能訓練等を受け
たい 

2.7 - 1.4 4.7 - 1.2 - 1.5 1.2 - 

④介護が受けられる施設に通いたい 1.5 - 2.9 1.2 2.7 2.9 1.4 3.6 1.2 1.2 

⑤施設に通い、身体機能の向上のための訓練を受
けたい 

3.0 3.8 1.4 3.5 - 4.0 4.1 0.5 4.7 1.2 

⑥施設に通い、生活能力の向上のための訓練を受
けたい 

- 9.6 0.7 1.2 - 1.4 11.0 0.5 - 7.1 

⑦施設に通い、就労のための訓練を一定期間受け
た後就労したい 

- - 1.4 - 5.4 0.3 2.7 1.5 - 1.2 

⑧施設に通い、今後のために就労のための訓練を
受けたい 

- 5.8 2.1 - 8.1 - - - - 1.2 

⑨障がい者の雇用が多い職場で働きたい 1.2 5.8 6.4 2.3 8.1 2.0 8.2 5.6 4.7 8.3 

⑩一般の会社や職場で働きたい 7.3 9.6 15.7 11.6 5.4 6.9 16.4 15.4 11.8 14.3 

⑪家の仕事（自営業）をしたい 2.7 - 3.6 3.5 - 3.2 - 1.0 4.7 - 

⑫パート・アルバイトで働きたい 4.0 1.9 7.1 14.0 5.4 4.0 1.4 16.4 8.2 4.8 

⑬自宅で仕事がしたい 4.9 1.9 6.4 1.2 2.7 4.3 - 5.1 7.1 2.4 

⑭自宅で過ごしたい 42.7 1.9 28.6 37.2 5.4 46.4 5.5 22.1 27.1 3.6 

⑮その他 7.6 13.5 5.0 5.8 8.1 6.3 5.5 7.7 9.4 3.6 

無回答 22.0 19.2 12.1 12.8 2.7 16.1 16.4 13.3 17.6 8.3 

 

(7) 仕事をするために必要なこと 

前頁の図表１－46で①～⑬を選んだ人に、仕事をするために必要なことをたずねたとこ

ろ、「生活に必要な賃金」が46.5％と最も高く、次いで「能力に応じた仕事内容」（41.5％）、

「体調に合わせた勤務体制」（33.2％）などとなっています。 

障がいの種別にみると、身体障がいおよび精神障がいは「生活に必要な賃金」、知的障が

いおよび発達障がいは「能力に応じた仕事内容」、難病は「体調に合わせた勤務体制」がそ

れぞれ最も高くなっています。また、身体障がいの種別にみると、聴覚・体幹・内部障がい

の「生活に必要な賃金」および体幹障がいの「能力に応じた仕事内容」がそれぞれ40％を

超える高い率となっています。 

平成26年調査と比べると、全体では、例示した８つの項目全てが上昇しています。特に、

「生活に必要な賃金」は11.9ポイント高くなっています。障がいの種別にみると、発達障

がい以外は「生活に必要な賃金」が高くなっています。 

その他として、図表１－48の内容が記載されていました。 
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n=316

(%)

図表１－47 仕事をするために必要なこと（複数回答）             単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

生
活
に
必
要
な
賃
金 

体
調
に
合
わ
せ
た
勤
務
体

制 ジ
ョ
ブ
コ
ー
チ
（
職
場
適

応
援
助
者
）
に
よ
る
支
援 

通
勤
の
支
援 

能
力
に
応
じ
た
仕
事
内
容 

職
業
訓
練 

日
常
生
活
の
支
援 

パ
ソ
コ
ン
等
の
技
術
習
得

の
支
援 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

無
回
答 

平
成
26
年 

障
が
い 

身 体 障 が い 91 27.5 26.4 - 6.6 25.3 3.3 17.6 9.9 3.3 6.6 16.5 

知 的 障 が い 34 26.5 17.6 32.4 14.7 58.8 14.7 20.6 11.8 8.8 17.6 2.9 

精 神 障 が い 76 44.7 35.5 15.8 6.6 39.5 15.8 11.8 13.2 3.9 10.5 13.2 

難 病 38 39.5 47.4 - - 21.1 5.3 13.2 10.5 2.6 10.5 7.9 

発 達 障 が い 31 51.6 12.9 38.7 12.9 61.3 29.0 22.6 9.7 9.7 9.7 6.5 

令 
 

 
和 

 
 

元 
 

年 

障 
 

が 
 

い 

身 体 障 が い 108 39.8 28.7 3.7 6.5 26.9 1.9 14.8 10.2 5.6 10.2 15.7 

 

視 覚 障 が い 9 33.3 22.2 - 11.1 22.2 - 33.3 11.1 - - 22.2 

聴 覚 障 が い 12 41.7 16.7 - 8.3 33.3 8.3 - 8.3 - 16.7 16.7 

平衡機能障がい 4 - - - - - - - 25.0 50.0 25.0 - 

言 語 障 が い 4 - - - - 25.0 - 25.0 25.0 - 25.0 25.0 

上 肢 障 が い 23 34.8 26.1 8.7 13.0 21.7 4.3 17.4 4.3 4.3 17.4 8.7 

下 肢 障 が い 51 33.3 25.5 7.8 13.7 25.5 7.8 19.6 2.0 5.9 15.7 13.7 

体 幹 障 が い 17 41.2 35.3 11.8 17.6 41.2 11.8 29.4 11.8 5.9 11.8 5.9 

内 部 障 が い 39 46.2 38.5 5.1 2.6 35.9 - 7.7 12.8 5.1 5.1 17.9 

知 的 障 が い 53 49.1 17.0 35.8 22.6 64.2 22.6 24.5 7.5 1.9 13.2 5.7 

精 神 障 が い 111 53.2 45.9 18.0 14.4 45.9 12.6 18.0 13.5 3.6 5.4 3.6 

難 病 39 43.6 46.2 2.6 7.7 23.1 2.6 7.7 12.8 2.6 12.8 10.3 

発 達 障 が い 71 50.7 32.4 33.8 19.7 64.8 23.9 25.4 15.5 1.4 11.3 2.8 

 

図表１－48 仕事をするために必要なこと（複数回答、その他） 

・健康 

・特別無いです 

・自分でボランティア活動を計画し行っている 

・障がいに対する理解、当たり前の友人、人間関係 

・通院のための休暇取得 

・職場での理解ある人による見守りや支援 
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5.8

7.6

6.7

11.6

20.7

2.4

5.2

4.0

34.5

21.6

4.3

6.3

4.6

8.6

17.0

1.7

4.3

4.9

40.3

21.0

0 15 30 45

平成26年 n=328

令和元年 n=347

(%)

5.2

7.3

7.0

13.4

11.9

2.7

4.0

2.4

52.1

14.6

3.5

4.3

3.5

11.0

11.8

3.5

3.7

2.9

53.9

16.1

0 15 30 45

文化・スポーツ事業

セミナー・講演会

障がい者団体の活動

自治会活動・祭りなど地域の行事

趣味やスポーツなどのサークル活動

学校・保育園等の行事

福祉・ボランティア活動

その他

参加していない／したいと思わない

無回答

(%)

(8) 最近１年間に参加した活動と今後参加したい活動 

① 身体障がい 

＜１年間に参加した活動＞としては、「自治会活動・祭りなど地域の行事」「趣味やスポ

ーツなどのサークル活動」が10％以上と比較的高くなっています。 

＜今後参加したい活動＞としては、「趣味やスポーツなどのサークル活動」が17.0％と

最も高くなっています。 

平成26年調査と比べると、＜今年したい活動＞は例示した７つの項目全てが低下して

います。高齢化の影響に伴い、活動が減少していることが考えられます。 

図表１－49 １年間に参加した活動・今後参加したい活動（複数回答） 

       ＜１年間に参加した活動＞    ＜今後参加したい活動＞ 
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7.7

1.9

25.0

21.2

25.0

19.2

3.8

3.8

23.1

13.5

11.0

2.7

17.8

17.8

31.5

23.3

4.1

1.4

17.8

17.8

0 15 30 45

平成26年 n=52

令和元年 n=73

(%)

15.4

1.9

28.8

26.9

13.5

30.8

1.9

1.9

28.8

7.7

6.8

－

15.1

23.3

23.3

31.5

4.1

－

26.0

16.4

0 15 30 45

文化・スポーツ事業

セミナー・講演会

障がい者団体の活動

自治会活動・祭りなど地域の行事

趣味やスポーツなどのサークル活動

学校・保育園等の行事

福祉・ボランティア活動

その他

参加していない／したいと思わない

無回答

(%)

② 知的障がい 

＜１年間に参加した活動＞としては、「学校・保育園等の行事」が30％以上と最も高く、

次いで、「自治会活動・祭りなど地域の行事」「趣味やスポーツなどのサークル活動」が

23.3％となっています。 

＜今後参加したい活動＞としては、「趣味やスポーツなどのサークル活動」が31.5％と

最も高く、次いで「学校・保育園等の行事」（23.3％）、「障がい者団体の活動」「自治会

活動・祭りなどの地域行事」（17.8％）などとなっています。＜１年間に参加した活動＞

と比べると、「趣味やスポーツなどのサークル活動」が高く、「学校、保育園等の行事」が

低くなっており、それぞれ8.2ポイントの差があります。 

平成26年調査と比べると、＜１年間に参加した活動＞は「障がい者団体の活動」が13.7

ポイント低く、「趣味やスポーツなどのサークル活動」が9.8ポイント高くなっています。 

図表１－50 １年間に参加した活動・今後参加したい活動（複数回答） 

       ＜１年間に参加した活動＞    ＜今後参加したい活動＞ 
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3.6

9.3

6.4

5.0

17.9

8.6

8.6

6.4

34.3

20.0

5.6

5.6

2.1

10.3

21.0

10.3

5.1

2.6

41.5

13.8

0 15 30 45

平成26年 n=140

令和元年 n=195

(%)

2.9

2.9

7.1

11.4

8.6

11.4

0.7

5.0

52.1

11.4

5.6

5.1

2.6

12.8

11.8

12.8

5.1

1.5

51.8

11.8

0 15 30 45

文化・スポーツ事業

セミナー・講演会

障がい者団体の活動

自治会活動・祭りなど地域の行事

趣味やスポーツなどのサークル活動

学校・保育園等の行事

福祉・ボランティア活動

その他

参加していない／したいと思わない

無回答

(%)

③ 精神障がい 

＜１年間に参加した活動＞としては、「自治会活動・祭りなど地域の行事」「趣味やスポ

ーツなどのサークル活動」「学校・保育園等の行事」が10％以上と比較的高くなっていま

すが、「参加していない」も過半数を占めています。 

＜今後参加したい活動＞としては、「趣味やスポーツなどのサークル活動」が21.0％と

最も高く、次いで「自治会活動・祭りなど地域の行事」「学校・保育園等の行事」（10.3％）

などとなっています。＜１年間に参加した活動＞と比べると、「趣味やスポーツなどのサ

ークル活動」が9.2ポイント高くなっています。 

図表１－51 １年間に参加した活動・今後参加したい活動（複数回答） 

       ＜１年間に参加した活動＞    ＜今後参加したい活動＞ 
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8.1

8.1

7.0

8.1

24.4

4.7

10.5

2.3

30.2

22.1

10.6

11.8

4.7

8.2

17.6

3.5

7.1

8.2

37.6

12.9

0 15 30 45

平成26年 n=86

令和元年 n=85

(%)

9.3

7.0

4.7

16.3

11.6

12.8

5.8

－

54.7

11.6

4.7

9.4

1.2

12.9

9.4

8.2

7.1

4.7

51.8

11.8

0 15 30 45

文化・スポーツ事業

セミナー・講演会

障がい者団体の活動

自治会活動・祭りなど地域の行事

趣味やスポーツなどのサークル活動

学校・保育園等の行事

福祉・ボランティア活動

その他

参加していない／したいと思わない

無回答

(%)

④ 難病 

＜１年間に参加した活動＞としては、「自治会活動・祭りなど地域の行事」が10％を超

えています。 

＜今後参加したい活動＞としては、「趣味やスポーツなどのサークル活動」（17.6％）

が最も高く、「文化・スポーツ事業」および「セミナ－・講演会」も10％以上と比較的高

くなっています。＜今後参加したい活動＞の「趣味やスポーツなどのサークル活動」は、

＜１年間に参加した活動＞と比べるとが8.2ポイント高くなっていますが、平成26年調

査と比べると6.8ポイント低くなっています。 

 

図表１－52 １年間に参加した活動・今後参加したい活動（複数回答） 

       ＜１年間に参加した活動＞  ＜今後参加したい活動＞ 
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10.8

5.4

18.9

27.0

27.0

43.2

8.1

－

10.8

16.2

13.1

4.8

7.1

22.6

26.2

34.5

6.0

－

25.0

9.5

0 15 30 45

平成26年 n=37

令和元年 n=84

(%)

10.8

2.7

21.6

35.1

13.5

48.6

2.7

5.4

24.3

8.1

10.7

1.2

7.1

25.0

19.0

45.2

7.1

1.2

27.4

8.3

0 15 30 45

文化・スポーツ事業

セミナー・講演会

障がい者団体の活動

自治会活動・祭りなど地域の行事

趣味やスポーツなどのサークル活動

学校・保育園等の行事

福祉・ボランティア活動

その他

参加していない／したいと思わない

無回答

(%)

⑤ 発達障がい 

発達障がいの半数以上を０～17歳が占めていることもあり、＜１年間に参加した活動＞

は、「学校・保育園等の行事」が45.2％と非常に高くなっています。また、「自治会活動・

祭りなど地域の行事」も25％を超えています。 

＜今後参加したい活動＞としては、「学校・保育園等の行事」が34.5％と最も高く、次

いで「趣味やスポーツなどのサークル活動」（26.2％）、「自治会活動・祭りなど地域の行

事」（22.6％）などとなっています。＜１年間に参た活動＞と比べると、「趣味やスポー

ツなどのサークル活動」は7.2ポイント上昇し、「学校・保育園等の行事」は10.7ポイン

ト低下しています。 

平成26年調査と比べると、＜１年間に参加した活動＞＜今後参加したい活動＞ともに、

「障がい者団体の活動」が10ポイント以上低下しています。 

図表１－53 １年間に参加した活動・今後参加したい活動（複数回答） 

      ＜１年間に参加した活動＞     ＜今後参加したい活動＞ 
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①～⑤の障がいのその他として、図表１－54の内容が記載されていました。 

図表１－54 １年間に参加した活動・今後参加したい活動（複数回答、その他） 

＜１年間に参加した活動＞ 

・老人会（２件） 

・老人クラブの行事 

・歌の慰問 

・少人数の勉強会 

・障がい者面接会 

・患者会 

・市の体操教室 

・デイサービスでの活動（２件） 

・リハビリ 

・外出の際、車イスなのであまり出来ない 

＜今後参加したい活動＞ 

・老人会（２件） 

・老人クラブの行事 

・慰問して歌う事 

・ハイキングなど 

・ジム 

・太極拳 

・体調が良くなる見込みがたたない 

・無理 

・肺炎のため出来ない 

・繋がりが分からない 

・体がしんどい 

・時間もお金もない 

・人が集まるところが苦手 

・体中が痛い 

・分からない 
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39.5
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50.0

44.4

15.4

33.9

35.5

32.8

44.3

69.2

71.2

38.6

50.3

48.8

49.4

73.0

76.2

25.7

19.9

13.4

23.9

13.3

17.9

11.1

23.1

17.7

20.6

17.2

28.7

5.8

9.6

25.7

17.9

24.4

21.2

8.1

10.7

11.6

11.7

5.5

13.5

23.3

10.7

22.2

15.4

11.3

12.1

15.5

14.8

3.8

6.8

14.3

12.8

10.5

8.2

10.8

6.0

6.6

7.6

4.9

9.8

10.0

3.6

22.2

23.1

11.3

12.8

6.9

8.7

11.5

4.1

7.1

6.7

3.5

10.6

4.3

2.6

6.1

2.6

4.8

5.0

6.9

5.8

6.8

3.6

2.1

1.2

4.8

5.6

4.9

6.9

10.0

10.7

15.4

14.5

9.2

15.5

2.6

1.9

5.7

4.1

9.3

5.9

2.7

4.3

4.0

4.9

3.7

7.1

7.7

6.5

5.0

5.2

0.9

1.9

1.4

5.0

6.2

3.5

3.5

5.4

2.4

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

平成26年 n=328

令和元年 n=347

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

平成26年 n= 52

令和元年 n= 73

平成26年 n=140

令和元年 n=195

平成26年 n= 86

令和元年 n= 85

平成26年 n= 37

令和元年 n= 84

ほぼ毎日 １週間に３～４日

１週間に１～２日 １か月に１～３日

１年間に数日 外出しない・できない

無回答

身

体

障

が

い

身
体
障
が
い
の
種
別

知
的

障
が
い

精
神

障
が
い

難
病

発
達

障
が
い

全
体

５ 外出                               

(1) 外出する日数 

外出する日数は、「ほぼ毎日」が49.3％と最も高く、次いで「１週間に３～４日」が19.9％

などとなっており、これらを合計した＜週3日以上＞が69.2％を占めています。 

障がいの種別にみると、いずれの障がいも「ほぼ毎日」が最も高くなっていますが、特に

知的障がいおよび発達障がいは70％以上を占めています。 

身体障がいの種別にみると、言語障がいは「ほぼ毎日」が15.4％にとどまっています。 

平成26年調査と比べると、精神障がいの「ほぼ毎日」が11.7ポイント高くなっています。 

図表１－55 外出する日数 
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40平成26年

n=543

令和元年

n=632

(%)

(2) 外出の手段 

外出の手段をたずねたところ、「自家用車（乗せてもらう）」が42.6％と最も高く、次い

で「自家用車（自分で運転）」（40.2％）、「徒歩」（38.6％）などの順となっています。 

年齢別にみると、年齢が高くなるにしたがい「徒歩」が低く、「タクシー」が高くなる傾

向にあります。 

その他として、図表１－57の内容が記載されていました。 

図表１－56 外出の手段（複数回答）                    単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

徒
歩 

自
転
車 

オ
ー
ト
バ
イ 

自
家
用
車
（
自

分
で
運
転
） 

自
家
用
車
（
乗

せ
て
も
ら
う
） 

車
い
す 

電
車
・
バ
ス 

タ
ク
シ
ー 

そ
の
他 

無
回
答 

平
成
26
年 

障
が
い 

身 体 障 が い 292 28.4 18.8 1.7 45.5 38.0 9.2 15.1 14.4 5.5 1.4 

知 的 障 が い 50 46.0 20.0 - 4.0 76.0 10.0 28.0 2.0 14.0 - 

精 神 障 が い 125 39.2 39.2 2.4 36.8 45.6 1.6 30.4 7.2 4.8 - 

難 病 75 32.0 20.0 - 57.3 42.7 1.3 20.0 14.7 4.0 1.3 

発 達 障 が い 34 64.7 41.2 - 11.8 70.6 - 44.1 2.9 2.9 - 

令 
 

 

和 
 
 

元 
 

年 

年

齢

別 
０ ～ 17 歳 56 75.0 28.6 - - 78.6 - 19.6 1.8 - - 

18 ～ 39 歳 93 48.4 40.9 2.2 30.1 50.5 5.4 29.0 6.5 2.2 - 

40 ～ 64 歳 170 38.8 22.4 1.2 58.2 30.6 2.4 23.5 13.5 2.4 1.2 

65 歳 以 上 305 28.2 17.0 0.7 41.3 40.0 10.8 10.8 16.1 3.3 0.3 

障 
 

が 
 

い 

身 体 障 が い 310 30.3 15.8 0.6 48.4 41.0 11.3 14.2 15.5 2.6 0.3 

 

視 覚 障 が い 27 44.4 14.8 - 3.7 74.1 - 18.5 29.6 - - 

聴 覚 障 が い 23 39.1 21.7 4.3 34.8 34.8 4.3 21.7 13.0 - - 

平衡機能障がい 9 22.2 - - 22.2 55.6 33.3 11.1 22.2 - - 

言 語 障 が い 10 10.0 - - 40.0 40.0 30.0 10.0 10.0 - 10.0 

上 肢 障 が い 49 24.5 8.2 - 38.8 36.7 30.6 8.2 22.4 2.0 2.0 

下 肢 障 が い 121 19.0 9.1 - 42.1 43.8 22.3 13.2 20.7 4.1 0.8 

体 幹 障 が い 46 17.4 4.3 - 23.9 54.3 30.4 19.6 30.4 6.5 2.2 

内 部 障 が い 111 36.9 22.5 - 58.6 38.7 6.3 13.5 11.7 1.8 0.9 

知 的 障 が い 72 55.6 26.4 - 4.2 69.4 4.2 26.4 5.6 5.6 1.4 

精 神 障 が い 175 42.9 33.7 2.3 38.9 38.3 1.1 20.6 10.9 1.1 0.6 

難 病 77 29.9 18.2 1.3 61.0 23.4 6.5 20.8 18.2 1.3 - 

発 達 障 が い 82 56.1 36.6 1.2 9.8 56.1 - 23.2 3.7 4.9 - 
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24.7

29.2

10.5

14.3

33.3

38.3

41.7

75.0

31.6

57.1

32.1

27.1

25.0

47.4

21.4

33.3

4.9

2.1

10.5

7.1

33.3

0% 50% 100%

全 体 n=81

身体障がい n=48

知的障がい n= 4

精神障がい n=19

難 病 n=14

発達障がい n= 3

４回以上 ２～３回 １回以下 無回答

障
が
い
の
種
別

図表１－57 外出の手段（複数回答、その他） 

・送迎バス（３件） 

・タクシー券があると助かります 

・４輪ラクタースマイル 

・歩行器 

・介護タクシー 

・施設の車 

・送迎サービス 

・活動センターの送迎バス 

障がいの種別にみると、身体障がいは「自家用車（自分で運転）」、知的障がいは「自家用

車（乗せてもらう）」、精神障がいおよび難病は「徒歩」、発達障がいは「徒歩」「自家用車（乗

せてもらう）」がそれぞれ最も高くなっています。 

身体障がいの種別にみると、内部障がいの「自家用車（自分で運転）」が58.6％の高い率

となっています。また、上肢障がいは「電車・バス」が比較的低くなっていることも特徴と

してあげられます。 

平成26年調査と比べると、難病および発達障がいの「自家用車（乗せてもらう）」、発達

障がいの「電車・バス」が14ポイント以上低下しています（図表１－56）。 

その他として図表１－57の内容が記載されていました。 

 

(3) タクシーの利用頻度 

外出の手段で「タクシー」と答えた人に月の利用頻度をたずねたところ、「２～３回」が

38.3％と最も高く、「１回以下」が32.1％、「４回以上」が24.7％となっています。 

図表１－58 タクシーの利用頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 外出支援サービス（タクシー料金の助成）の認知度 

外出の手段で「タクシー」と答えた人の外出支援サービス（タクシー料金の助成）の認知

度は、「利用している」が53.1％となっています。「対象者だが利用していない」が6.2％、

「対象外で利用できない」が35.8％です。障がいの種別にみると、身体障がいと難病の「利

用している」が60％以上となっています。 
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53.1

62.5

50.0

21.1

71.4

33.3

6.2

6.3

10.5

7.1

35.8

29.2

50.0

63.2

21.4

33.3

4.9

2.1

5.3

33.3

0% 50% 100%

全 体 n=81

身体障がい n=48

知的障がい n= 4

精神障がい n=19

難 病 n=14

発達障がい n= 3

利用している 対象者だが利用していない

対象外で利用できない 無回答

障
が
い
の
種
別

図表１－59 外出支援サービス（タクシー料金の助成）の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 外出するときに特に必要なこと 

外出するときに特に必要なことをたずねたところ、全体では、「電車・バスの便がよいこ

と」が26.9％と最も高く、次いで「気持ちが落ち着いていること」（19.2％）、「利用する

建物の設備（ドア・トイレ・エレベーター等）がよいこと」（17.0％）、「介助者がいること」

（16.1％）などとなっています。平成26年調査と比べると、「電車・バスの便がよいこと」

が7.0ポイント高くなっています（図表１－60）。 

年齢別にみると、0～17歳、40～64歳は「電車・バスの便がよいこと」、18～39歳は

「気持ちが落ち着いていること」、65歳以上は「利用する建物の設備（ドア・トイレ・エレ

ベーター等）がよいこと」がそれぞれ最も高くなっています。0～17歳は「外出先で気軽

に支援を頼めること」、18～39歳は「電車・バスの便がよいこと」も35％以上と比較的高

くなっています。また、年齢が高くなるにしたがい「タクシーが使いやすいこと」「障がい

者専用の駐車場が使いやすいこと」「道路や駅の段差や階段がスロープ等に改良されている

こと」が高く、「電車・バスの便がよいこと」「乗り物や公共施設の案内表示がわかりやすい

こと」が低くなる傾向にあります（図表１－62）。 

障がいの種別にみると、身体障がいは「利用する建物の設備（ドア・トイレ・エレベータ

ー等）がよいこと」、知的障がいは「介助者がいること」、精神障がいおよび発達障がいは「気

持ちが落ち着いていること」、難病は「電車・バスの便がよいこと」がそれぞれ最も高くな

っています。いずれの障がいも「電車・バスの便がよいこと」が20～30％台の高い率とな

っています。平成26年調査と比べると、いずれの障がいも「電車・バスの便がよいこと」

が上昇しています。また、難病の「歩道が整備されていて、障がい物がないこと」が低く、

発達障がいの「気持ちが落ち着いていること」が高くなっています（図表１－63）。 

その他として図表１－61の内容が記載されていました。 
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電車・バスの便がよいこと

電車・バスの乗り降りや座席が改

良されていること ・

タクシーが使いやすいこと

乗り物や公共施設の案内表示がわ

かりやすいこと ・

障がい者専用の駐車場が使いやす

いこと ・

利用する建物の設備（ドア・トイ

レ・エレベーター等）がよいこと

歩道が整備されていて、障害物が

ないこと ・

点字ブロック・障がい者用信号が

設置されていること ・

道路や駅の段差や階段がスロープ

等に改良されていること ・

介助者がいること

気持ちが落ち着いていること

外出先で気軽に支援を頼めること

その他

特にない

無回答

(%)

26.9

3.6

13.1

6.8

11.0

17.0

6.2

0.9

9.8

16.1

19.2

8.8

3.9

21.2

11.4

0 10 20 30 (%)

図表１－60 外出するときに特に必要なこと（３つまで） 

        ＜平成26年 n=603＞     ＜令和元年 n=694＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－61 外出するときに特に必要なこと（３つまで、その他） 

・主人の協力（２件） 

・ヘルプマークの理解者 

・障がい者専用駐車場を健常者が利用していて利用

出来ない時が多々ある 

・精神障がい者だけど鬱が酷い時は障がい者の駐車

場を使いたい 

・自転車が雨降りでも安心して運転出来る事 

・タクシー券が足りない 

・電車の運賃割引、身体、知的はあるが精神はあり

ません 

・電車も料金の助成があればありがたいです 

・お金がいる事 

・外出先のトイレ 

・洋式トイレ 

・気を使わずに座れる椅子 

・座れる事 

・怖くないと思わないと乗り物には乗れません 

・歩道に草が多い。石もごろごろで通れない所あ

り 

・気合と体調、強風でない事 

・自分の体調が良い事 

・外出できる場所が生活に必要な買い物などしかな

い。外食も限られてくる。狭い空間で生活してい

る 

・外出できない（２件） 
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図表１－62 外出するときに特に必要なこと（３つまで、年齢別） 

区  分 
年  齢  別 

０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上 

ｎ 56 95 182 353 

電車・バスの便がよいこと 37.5 36.8 34.6 19.0 

電車・バスの乗り降りや座席が改良されていること - 2.1 6.0 3.4 

タクシーが使いやすいこと 1.8 7.4 12.1 17.0 

乗り物や公共施設の案内表示がわかりやすいこと 21.4 9.5 8.2 3.1 

障がい者専用の駐車場が使いやすいこと 3.6 6.3 11.5 13.3 

利用する建物の設備（ドア・トイレ・エレベーター等）が
よいこと 

12.5 10.5 12.6 22.1 

歩道が整備されていて、障害物がないこと 3.6 4.2 7.1 6.8 

点字ブロック・障がい者用信号が設置されていること - - 2.2 0.3 

道路や駅の段差や階段がスロープ等に改良されていること 3.6 5.3 8.2 12.7 

介助者がいること 21.4 14.7 11.0 18.4 

気持ちが落ち着いていること 35.7 40.0 26.4 7.1 

外出先で気軽に支援を頼めること 16.1 7.4 9.3 7.4 

その他 - 8.4 4.9 2.5 

特にない 26.8 23.2 20.9 20.1 

無回答 - 5.3 7.7 16.4 

 

図表１－63 外出するときに特に必要なこと（３つまで、障がいの種別） 

区  分 
平 成 26 年 令 和 元 年 

身体 知的 精神 難病 発達 身体 知的 精神 難病 発達 

ｎ 328 52 140 86 37 347 73 195 85 84 

電車・バスの便がよいこと 18.0 26.9 22.9 22.1 24.3 23.6 31.5 33.3 24.7 36.9 

電車・バスの乗り降りや座席が改良されているこ
と 

1.8 - 0.7 - 2.7 4.3 2.7 2.6 5.9 - 

タクシーが使いやすいこと 11.9 3.8 8.6 9.3 5.4 16.4 6.8 9.7 16.5 4.8 

乗り物や公共施設の案内表示がわかりやすいこと 5.8 9.6 7.1 9.3 13.5 4.0 12.3 8.2 5.9 19.0 

障がい者専用の駐車場が使いやすいこと 20.1 9.6 2.9 10.5 - 17.6 9.6 3.6 16.5 2.4 

利用する建物の設備（ドア・トイレ・エレベータ
ー等）がよいこと 

23.2 17.3 7.1 22.1 5.4 24.5 13.7 7.2 12.9 7.1 

歩道が整備されていて、障害物がないこと 12.5 5.8 4.3 15.1 5.4 9.2 5.5 2.6 4.7 3.6 

点字ブロック・障がい者用信号が設置されている
こと 

1.8 - - - - 1.2 - 1.0 - - 

道路や駅の段差や階段がスロープ等に改良されて
いること 

16.8 7.7 1.4 8.1 - 16.7 1.4 3.1 8.2 1.2 

介助者がいること 14.0 36.5 7.9 12.8 10.8 17.6 32.9 12.3 11.8 17.9 

気持ちが落ち着いていること 6.4 15.4 32.1 15.1 24.3 7.2 24.7 40.0 11.8 40.5 

外出先で気軽に支援を頼めること 11.0 17.3 6.4 15.1 10.8 7.8 19.2 8.7 5.9 13.1 

その他 2.1 5.8 5.0 1.2 5.4 2.9 - 7.7 2.4 2.4 

特にない 16.8 15.4 25.7 23.3 32.4 18.7 19.2 19.5 31.8 27.4 

無回答 16.5 7.7 15.0 12.8 8.1 12.4 8.2 9.7 8.2 4.8 
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14.5

12.1

15.5

12.2

11.2

12.2

14.9

24.0

18.2

10.5

5.5

8.7

7.1

8.7

12.5

1.6

9.5

15.3

1.2

0% 50% 100%

全 体 n=694

全 体 n=347

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

１ 級 n=116

２ 級 n= 74

３ 級 n= 87

４ 級 n= 75

５ 級 n= 22

６ 級 n= 19

全 体 n= 73

Ａ 判 定 n= 31

Ｂ 判 定 n= 23

Ｃ 判 定 n= 28

全 体 n=195

１ 級 n= 16

２ 級 n= 64

３ 級 n= 21

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

父 母 祖父母 兄弟姉妹

その他の親族 いない 無回答

身

体

障

が

い

身
体
障
が
い
の
種
別

知
的
障
が
い

精
神
障
が
い

等
級
別

等
級
別

等
級
別

６ 支援                          

(1) 家族の中の支援者 

家族の中の支援者は「その他の親族」が30.8％と最も高く、次いで「いない」が30.5％

となっています。 

障がいの種別にみると、身体障がいは「その他の親族」、知的障がいおよび発達障がいは

「母」、精神障がいおよび難病は「いない」がそれぞれ最も高くなっています。 

図表１－64 家族の中の支援者 
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9.5

4.5

4.5

2.5

5.6

7.1

6.6

10.3

1.9

3.8

5.6

15.8

3.7

5.9

38.9

11.8

10.0

8.7

30.8

11.8

26.6

46.5

41.4

36.4

41.7

33.3

37.5

35.0

36.7

45.2

47.5

41.2

37.0

39.6

41.7

57.1

50.0

66.7

59.3

82.4

50.0

43.1

50.0

37.0

38.5

47.1

59.4

25.6

32.8

31.8

33.3

66.7

37.5

40.0

34.4

26.2

31.1

26.5

38.9

37.7

33.3

14.3

30.0

10.5

25.9

5.9

5.6

23.5

30.0

34.8

17.6

9.4

16.1

19.2

27.3

16.7

25.0

17.5

21.1

19.0

13.1

17.6

20.4

18.9

16.7

28.6

10.0

7.0

7.4

5.9

5.6

16.7

17.4

23.1

20.6

3.1

2.3

2.0

8.3

5.0

2.2

2.4

1.6

4.4

1.9

2.8

10.0

3.7

4.9

10.0

2.2

7.7

2.9

1.6

0% 50% 100%

全 体 n=391

全 体 n=198

視覚障がい n= 22

聴覚障がい n= 12

平衡機能障がい n=  6

言語障がい n=  8

上肢障がい n= 40

下肢障がい n= 90

体幹障がい n= 42

内部障がい n= 61

１ 級 n= 68

２ 級 n= 54

３ 級 n= 53

４ 級 n= 36

５ 級 n=  7

６ 級 n= 10

全 体 n= 57

Ａ 判 定 n= 27

Ｂ 判 定 n= 17

Ｃ 判 定 n= 18

全 体 n=102

１ 級 n= 10

２ 級 n= 46

３ 級 n= 13

難 病 n= 34

発達障がい n= 64

40歳未満 40～64歳 65～75歳 75歳以上 無回答

身

体

障

が

い

身
体
障
が
い
の
種
別

知
的
障
が
い

精
神
障
が
い

等
級
別

等
級
別

等
級
別

(2) 支援者の年齢 

支援者の年齢は、40～64歳が46.5％と最も高く、次いで「65～75歳」（25.6％）な

どとなっています。 

障がいの種別にみると、いずれの障がいも「40～64歳」が最も高くなっていますが、特

に知的障がいは65％を超える高い率となっています。 

等級別にみると、知的障がいのＣ判定および精神障がいの３級は「40歳未満」が比較的

高くなっています。 

図表１－65 支援者の年齢 
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(3) 必要な支援 

必要な支援は、「外出の付き添い（通院を含む）、送迎」が32.1％と最も高く、次いで「金

銭管理や生活の見守り」（26.8％）、「炊事掃除などの家事援助」（25.9％）などとなってい

ます。 

年齢別にみると、０～17歳は全般的に高くなっていますが、特に「外出の付き添い（通

院を含む）、送迎」および「金銭管理や生活の見守り」が50％を超える高い率となっていま

す。18～39歳は「金銭管理や生活の見守り」、40～64歳は「炊事掃除などの家事援助」、

65歳以上は「外出の付き添い（通院を含む）、送迎」がそれぞれ最も高くなっています。 

障がいの種別にみると、身体障がいは「外出の付き添い（通院を含む）、送迎」、知的障が

いは「外出の付き添い（通院を含む）、送迎」「金銭管理や生活の見守り」、精神障がいおよ

び難病は「炊事掃除などの家事援助」、発達障がいは「金銭管理や生活の見守り」がそれぞ

れ最も高くなっています。 

身体障がいの種別にみると、言語障がいは「食事介助」「トイレ介助」「入浴介助」「金銭

管理や生活の見守り」が、その他の障がいは「外出の付き添い（通院を含む）、送迎」が最

も高くなっています。 

その他として、図表１－67の内容が記載されていました。 
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9.8 11.5 11.4
15.0

25.9
32.1

12.5

2.3

26.8

10.1

41.5

0

20

40
(%)

全体 n=694

図表１－66 必要な支援（複数回答）                    単位：Ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

食
事
介
助 

ト
イ
レ
介
助 

衣
服
の
着
脱
介
助 

入
浴
介
助 

炊
事
掃
除
な
ど
の
家
事

援
助 

外
出
の
付
き
添
い
（
通
院

を
含
む
）、
送
迎 

代
読
・
代
筆 

手
話
通
訳
・
要
約
筆
記 

金
銭
管
理
や
生
活
の
見

守
り 

そ
の
他 

無
回
答 

年 

齢 

別 

０ ～ 17 歳 56 25.0 35.7 33.9 41.1 42.9 62.5 26.8 5.4 53.6 8.9 16.1 

18 ～ 39 歳 95 9.5 8.4 10.5 8.4 41.1 31.6 10.5 1.1 42.1 13.7 33.7 

40 ～ 64 歳 182 6.6 5.5 5.5 8.8 24.2 22.0 7.1 1.1 22.5 11.5 47.3 

65 歳 以 上 353 9.1 11.6 11.0 15.9 20.4 33.1 13.6 2.8 21.0 8.2 44.2 

障 
 

が 
 

い 
 

の 
 

種 
 

別 

身 体 障 が い 347 10.7 12.4 12.7 16.7 21.6 32.3 13.0 2.9 20.2 9.2 43.2 

 

視 覚 障 が い 30 23.3 10.0 10.0 20.0 30.0 63.3 43.3 3.3 26.7 10.0 20.0 

聴 覚 障 が い 28 14.3 3.6 3.6 10.7 10.7 25.0 14.3 17.9 21.4 14.3 42.9 

平衡機能障がい 9 11.1 11.1 11.1 11.1 22.2 55.6 33.3 22.2 44.4 11.1 11.1 

言 語 障 が い 13 46.2 46.2 38.5 46.2 15.4 38.5 23.1 - 46.2 7.7 30.8 

上 肢 障 が い 62 19.4 22.6 32.3 33.9 27.4 41.9 12.9 3.2 30.6 6.5 25.8 

下 肢 障 が い 141 14.9 19.1 21.3 26.2 26.2 43.3 15.6 2.8 28.4 10.6 31.2 

体 幹 障 が い 58 27.6 37.9 39.7 36.2 27.6 46.6 22.4 - 41.4 10.3 27.6 

内 部 障 が い 115 3.5 7.0 4.3 8.7 17.4 27.0 5.2 1.7 11.3 9.6 52.2 

知 的 障 が い 73 27.4 37.0 27.4 35.6 42.5 57.5 34.2 4.1 57.5 6.8 17.8 

精 神 障 が い 195 4.1 3.6 5.1 7.2 31.8 28.2 5.1 0.5 29.7 13.3 37.9 

難 病 85 4.7 5.9 7.1 9.4 18.8 17.6 8.2 3.5 9.4 11.8 61.2 

発 達 障 が い 84 16.7 19.0 19.0 22.6 39.3 45.2 23.8 - 52.4 9.5 25.0 

 

図表１－67 必要な支援（複数回答、その他） 

・医療、痰吸引、気切管理、人口

呼吸器管理 

・治療行為。注射など 

・薬の管理 

・生活全般 

・電話（２件） 

・家の中での移動介助 

・草取り（２件） 

・食品の買い物 

・重い荷物の持ち運び（２件） 

 

・大きいものを買う時や歩いては

無理な距離にあるところへ用事

で行くとき 

・おむつ交換 

・生活改善のアドバイスサポート 

・不注意があるので指摘してもら

います 

・車を借りる 

・アンケートの記載 

・施設入所で面会時 

・日常的には特にはないけれど入

院時 

・補聴器費用 

・金銭援助 

・自立 

・支援制度にないものですが、

孤立に対する支援など 

・身の周りはほとんど出来ます 

・何も出来ない時は支援してく

れると思う 

・困ったときの援助 

・いろいろ 

・必要なし（18件） 
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5.3

4.9

3.7

3.7

10.0

10.7

11.1

7.7

9.7

9.2

6.9

3.5

6.0

8.1

4.6

1.3

5.3

21.2

13.7

32.3

8.7

7.1

4.3

5.6

7.8

14.3

2.3

2.4

13.5

11.9

84.9

85.6

85.4

86.7

86.7

82.1

88.9

84.6

75.8

79.4

79.3

92.2

84.5

83.8

89.7

81.3

86.4

89.5

75.0

76.7

61.3

78.3

85.7

85.0

87.7

87.5

85.9

76.2

93.0

87.1

81.1

83.3

9.8

9.5

11.0

9.5

3.3

7.1

7.7

14.5

11.3

13.8

4.3

9.5

8.1

5.7

17.3

13.6

5.3

3.8

9.6

6.5

13.0

7.1

10.7

6.7

12.5

6.3

9.5

4.7

10.6

5.4

4.8

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

平成26年 n=328

令和元年 n=347

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

１ 級 n=116

２ 級 n= 74

３ 級 n= 87

４ 級 n= 75

５ 級 n= 22

６ 級 n= 19

平成26年 n= 52

令和元年 n= 73

Ａ 判 定 n= 31

Ｂ 判 定 n= 23

Ｃ 判 定 n= 28

平成26年 n=140

令和元年 n=195

１ 級 n= 16

２ 級 n= 64

３ 級 n= 21

平成26年 n= 86

令和元年 n= 85

平成26年 n= 37

令和元年 n= 84

ある ない 無回答

身

体

障

が

い

身
体
障
が
い
の
種
別

知
的
障
が
い

精
神
障
が
い

等
級
別

等
級
別

等
級
別

難
病

発
達

障
が
い

全
体

全
体

全
体

全
体

(4) ボランティアによる支援 

ボランティアからの支援を受けたことが「ある」のは4.9％、「ない」は85.6％を占めて

います。 

「ある」を障がいの種別・等級別にみると、知的障がいおよび発達障がいは比較的高くな

っています。特に知的障がいのＡ判定は30％を超える高い率となっています。また、知的

障がいはＡ判定の重度ほど、精神障がいは３級の軽度ほど高くなる傾向にあります。 

 

図表１－68 ボランティアによる支援を受けた経験の有無 
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0.8

0.3

1.0

0.5

1.2

5.8

9.1

4.8

10.4

3.8

42.3

28.9

0 20 40

広報等の音訳

広報等の点訳

要約筆記

手話通訳

代筆・代読

家屋内外の簡単な修理・手入れ

外出の付き添い

行事等の活動支援

話し相手・相談相手

その他

利用する必要がない

無回答

(%)

0.6

0.1

0.4

0.3

0.9

6.9

10.2

4.2

8.6

2.9

47.0

29.1

0 20 40 (%)

(5) ボランティアから受けたい支援 

ボランティアから受けたい支援は、「外出の付き添い」が10.2％、「話し相手・相談相手」

が8.6％などとなっていますが、「利用する必要がない」が47.0％にのぼっています（図表

１－69）。 

年齢別にみると、年齢が高くなるにしたがい「利用する必要がない」が低くなる傾向にあ

ります。 

障がいの種別にみると、身体障がい、知的障がいおよび発達障がいは「外出の付き添い」、

精神障がいは「話し相手・相談相手」、難病は「家屋内外の簡単な修理・手入れ」がそれぞ

れ最も高くなっています。また、知的障がいの「行動等の活動支援」も20％を超える高い

率となっています。 

身体障がいの種別にみると、視覚障がいの「外出の付き添い」が20％以上となっていま

す。 

平成26年調査と比較すると、いずれの障がいも「利用する必要がない」が上昇していま

す（図表１－71）。 

その他として、図表１－70の内容が記載されていました。 

図表１－69 ボランティアから受けたい支援（複数回答） 

     ＜平成26年 n=603＞     ＜令和元年 n=694＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－70 ボランティアから受けたい支援（複数回答、その他） 

・電話 

・掃除（３件） 

・家事（２件） 

・育児 

・買い物 

・衣類の入れ替え・子育て支援。

習い事に連れて行ってほしい。

送迎など。 

・家族不在時の在宅見守り（２件） 

・今の所必要ないが将来必要かも 

・人と話したりするのが苦手 

・支援内容を思いつかない・頼み

たくない 
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図表１－71 ボランティアから受けたい支援（複数回答）           単位：ｎは人、他は％ 

区  分 ｎ 

広
報
等
の
音
訳 

広
報
等
の
点
訳 

要
約
筆
記 

手
話
通
訳 

代
筆
・
代
読 

家
屋
内
外
の
簡
単
な
修

理
・
手
入
れ 

外
出
の
付
き
添
い 

行
事
等
の
活
動
支
援 

話
し
相
手
・
相
談
相
手 

そ
の
他 

利
用
す
る
必
要
が
な
い 

無
回
答 

平
成
26
年 

障
が
い 

身 体 障 が い 328 0.6 - 0.9 0.9 0.9 7.9 6.4 1.8 7.3 3.4 42.1 32.9 

知 的 障 が い 52 - 1.9 - - - 1.9 26.9 23.1 5.8 9.6 30.8 17.3 

精 神 障 が い 140 1.4 0.7 2.1 - 2.1 3.6 8.6 5.7 21.4 3.6 37.1 28.6 

難 病 86 1.2 - 1.2 - 1.2 8.1 11.6 3.5 8.1 3.5 52.3 20.9 

発 達 障 が い 37 - - 5.4 5.4 2.7 - 29.7 13.5 21.6 5.4 32.4 13.5 

令 
 

 

和 
 
 

元 
 

年 

年

齢

別 

０ ～ 17 歳 56 - - - - - - 14.3 8.9 7.1 3.6 62.5 12.5 

18 ～ 39 歳 95 - - - 1.1 - 3.2 12.6 9.5 10.5 4.2 56.8 15.8 

40 ～ 64 歳 182 1.1 - - - - 11.0 8.2 3.8 11.5 3.8 46.7 23.6 

65 歳 以 上 353 0.6 0.3 0.8 0.3 1.7 7.1 9.9 2.0 6.5 2.0 42.2 38.2 

障 
 

が 
 

い 

身 体 障 が い 347 0.9 0.3 0.9 0.6 1.2 8.1 8.6 2.9 5.5 2.0 47.6 31.4 

 

視 覚 障 が い 30 3.3 - 3.3 - 3.3 - 23.3 3.3 10.0 3.3 56.7 16.7 

聴 覚 障 が い 28 - - 7.1 3.6 - - 14.3 3.6 7.1 7.1 39.3 28.6 

平衡機能障がい 9 - 11.1 - 11.1 - 11.1 - - 11.1 11.1 66.7 - 

言 語 障 が い 13 - - - - 7.7 23.1 7.7 - 15.4 - 7.7 53.8 

上 肢 障 が い 62 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 12.9 11.3 4.8 9.7 6.5 37.1 30.6 

下 肢 障 が い 141 - 0.7 0.7 0.7 1.4 9.2 12.1 7.1 7.1 2.8 47.5 24.8 

体 幹 障 が い 58 - - 1.7 - 3.4 3.4 8.6 6.9 5.2 5.2 41.4 34.5 

内 部 障 が い 115 0.9 - - - 0.9 9.6 6.1 1.7 3.5 1.7 47.0 34.8 

知 的 障 が い 73 - - - - - 1.4 24.7 21.9 5.5 1.4 35.6 26.0 

精 神 障 が い 195 0.5 - - - 1.0 8.2 10.8 1.5 16.4 5.6 46.2 25.1 

難 病 85 1.2 - 1.2 - 2.4 10.6 8.2 - 5.9 1.2 56.5 23.5 

発 達 障 が い 84 - - - 1.2 - 2.4 17.9 15.5 11.9 2.4 51.2 16.7 

 

(6) ヘルプマークの認知度 

ヘルプマークの認知度は「ヘルプマーク（ストラップ）を持っている」が7.5％、「持っ

ていないが知っている」が39.0％、「知らない」が46.1％などとなっています。 

「ヘルプマーク（ストラップ）を持っている」は、身体障がいの種別にみると、視覚障が

いが比較的高くなっています。  
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19.2

4.8

33.3

31.6

12.5

42.9

73.1

85.7

66.7

57.9

87.5

57.1

7.7

9.5

10.5

0% 50% 100%

全 体 n=52

身体障がい n=21

知的障がい n= 6

精神障がい n=19

難 病 n= 8

発達障がい n= 7

ある ない 無回答

障
が
い
の
種
別

7.5

6.1

16.7

7.7

4.8

5.7

6.9

7.0

8.2

9.7

9.4

8.3

39.0

40.9

33.3

39.3

44.4

30.8

33.9

43.3

39.7

42.6

42.5

32.3

42.4

39.3

46.1

46.1

40.0

53.6

55.6

53.8

48.4

44.0

39.7

47.8

39.7

50.8

41.2

46.4

7.3

6.9

10.0

7.1

7.7

12.9

7.1

13.8

2.6

9.6

7.2

7.1

6.0

0% 50% 100%

全 体 n=694

身体障がい n=347

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

知的障がい n= 73

精神障がい n=195

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

ヘルプマーク（ストラップ）を持っている

持っていないが、知っている

知らない

無回答

身
体
障
が
い
の
種
別

障

が

い

の

種

別

図表１－72 ヘルプマークの認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) ヘルプマークの役立ち 

「ヘルプマーク（ストラップ）を持っている」と答えた人に、役に立ったことがあるかた

ずねたところ、「ある」は19.2％となりました。「ある」を障がいの種別にみると、発達障

がいが42.9％と比較的高くなっていますが、身体障がいは4.8％にとどまっています。 

具体的な内容として図表１－74の内容が記載されていました。 

図表１－73 ヘルプマークの役立ち 
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図表１－74 ヘルプマークの役立ちの具体的な内容 

・長時間立っていられないのでお出かけの時などに

優先席や女性専用車で座っていても声をかけられ

ない事 

・電車で席を譲ってもらえた。（３件） 

・車椅子に乗ったまま段差を上がらないといけない

ところで手伝ってもらえた 

・東京に受診のため行ったとき、駅やタクシーで声

をかけてもらえた 

・外出時に障がいが分からず叱られっぱなしだった

がヘルプマークを付けてから不要に叱られなくな

った。外出しやすい 

・迷子になったとき私（親）に電話がきた。 

・ホームで気分が悪くなったが40分間誰も声すらか

けてくれなかった。特に電車の人ごみの中で気分

が悪くなる 
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6.5
11.9

3.2
18.9

10.4
4.8
3.6
7.1

7.3
5.8
5.6

2.2
21.4

2.3
37.1

13.3

0 20 40

家事のこと
介護のこと
住居のこと
健康のこと
経済的なこと
外出のこと
教育・学習のこと
仕事のこと
子育てのこと
情報を得ること
友人・話し相手のこと
人間関係のこと
社会参加のこと
将来の暮らしのこと
その他
特にない
無回答

(%)

（選択肢なし）

4.6
6.5

2.7
12.7
12.8

5.3
3.3

9.7
2.7
5.5

2.9
6.5
4.8

20.9
2.2

40.1
14.4

0 20 40 (%)

７ 相談                              

(1) 生活上の相談ごと 

生活していく上で相談したいことをたずねたところ、「将来の暮らしのこと」が20.9％と

最も高く、次いで「経済的なこと」（12.8％）、「健康のこと」（12.7％）などの順となって

います。また、「特にない」は40.1％です。平成26年調査と比べると、「介護のこと」「健

康のこと」が５ポイント以上低下しています。 

その他として、図表１－76の内容の記載がありました。 

図表１－75 生活上の相談ごと（３つまで） 

   ＜平成26年 n=603＞      ＜令和元年 n=694＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－76 生活上の相談ごと（３つまで、その他） 

・葬式 

・相続 

・この先安心して入れる施設へ行きたい 

・災害時の避難先の設備 

・催眠療法 

・進学就職（２件） 

・健常者と会話できない 

・満足している 

・何もかも不安 

・知的、認知能力低下の為本人は答える事が出来な

い 

・思いつかない 

 

 

年齢別にみると、65歳未満は「将来の暮らしのこと」が20～30％台と高い率となって

います。それ以外では、０～17歳は「教育・学習のこと」が35.7％と高く、18～39歳は

「仕事のこと」および「経済的なこと」が20％を超えています。65歳以上は「健康のこと」

が最も高くなっています。また、0～17歳の「情報を得ること」が比較的高い率となって

いることも特徴としてあげられます。 

障がいの種別にみると、いずれの障がいも「将来の暮らしのこと」が最も高くなっていま
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す。それ以外では、知的障がいは「仕事のこと」、精神障がいは「経済的なこと」、発達障が

いは「教育・学習のこと」がそれぞれ20％以上と高くなっています。 

平成26年調査と比べると、難病は「介護のこと」「健康のこと」、発達障がいは「教育・

学習のこと」「友人・話し相手のこと」が低下、知的障がいは「仕事のこと」「社会参加のこ

と」が上昇し、それぞれ10ポイント以上の差があります。 

 

図表１－77 生活上の相談ごと（複数回答、障がい別）             単位：ｎは人、他は％ 

区  分 

平 成 26 年 令  和  元  年 

障がいの種別 年  齢  別 障がいの種別 

身体 知的 精神 難病 発達 
０～
17歳 

18～
39歳 

40～
64歳 

65歳
以上 

身体 知的 精神 難病 発達 

ｎ 328 52 140 86 37 56 95 182 353 347 73 195 85 84 

家 事 の こ と 5.2 9.6 9.3 7.0 5.4 - 5.3 7.1 4.0 4.0 2.7 7.7 2.4 2.4 

介 護 の こ と 12.2 9.6 9.3 18.6 2.7 - 2.1 2.7 10.8 9.2 2.7 4.6 5.9 - 

住 居 の こ と 4.6 1.9 0.7 2.3 - 1.8 3.2 4.4 1.7 2.6 2.7 3.1 1.2 2.4 

健 康 の こ と 20.7 5.8 19.3 26.7 5.4 5.4 8.4 16.5 13.0 12.7 11.0 14.4 16.5 4.8 

経 済 的 な こ と 7.3 5.8 22.9 11.6 16.2 10.7 21.1 18.1 8.5 9.8 11.0 20.0 17.6 13.1 

外 出 の こ と 3.7 15.4 4.3 5.8 5.4 5.4 3.2 6.6 5.4 5.8 9.6 4.1 4.7 7.1 

教 育・ 学 習 の こと 0.3 21.2 3.6 - 37.8 35.7 1.1 - - 0.3 12.3 2.6 1.2 23.8 

仕 事 の こ と 3.0 5.8 15.0 10.5 18.9 14.3 22.1 17.6 1.4 4.9 20.5 15.9 7.1 19.0 

子 育 て の こ と      5.4 7.4 4.4 - 0.6 1.4 6.2 1.2 6.0 

情 報 を 得 る こ と 4.6 5.8 10.7 11.6 10.8 14.3 6.3 8.8 2.3 4.3 8.2 5.6 5.9 10.7 

友人・話し相手のこと 4.3 1.9 11.4 2.3 18.9 7.1 3.2 2.7 2.3 1.2 6.8 3.6 3.5 6.0 

人 間 関 係 の こ と 4.0 9.6 10.0 2.3 8.1 12.5 9.5 12.1 1.7 2.3 8.2 13.8 2.4 14.3 

社 会 参 加 の こ と 0.9 1.9 5.7 - 5.4 12.5 11.6 6.0 1.1 2.0 13.7 7.7 1.2 10.7 

将来の暮らしのこと 15.5 46.2 28.6 23.3 27.0 25.0 30.5 30.2 12.2 15.0 39.7 27.7 18.8 28.6 

そ の 他 1.8 1.9 4.3 1.2 2.7 5.4 3.2 2.7 1.1 1.4 - 3.1 1.2 4.8 

特 に な い 43.9 19.2 26.4 41.9 16.2 39.3 32.6 34.1 45.6 46.1 27.4 32.3 48.2 31.0 

無 回 答 15.2 9.6 10.0 7.0 8.1 - 7.4 8.8 21.5 17.6 8.2 9.7 10.6 4.8 

 

(2) 相談相手 

生活していく上で困ったとき、悩んだときの相談相手は、全体では「医療機関・主治医」

が25.5％と最も高く、次いで「地域包括支援センター」（18.0％）、「役場の窓口」（13.3％）

などとなっています。一方で、「相談するところがない」（3.2％）、「誰に相談したらよいか
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5.5
7.0

11.4
4.1

2.7
27.2

3.5
0.5
1.7

6.6
7.8

13.4
15.4

3.5
10.1

3.3
17.2

20.1

0 10 20 30

民生委員・児童委員
障がい児を持つ親・友人
福祉施設
ホームヘルパー
訪問看護師
医療機関・主治医
学校の先生
公共職業安定所
児童相談センター
社会福祉協議会
保健センター・保健師
地域包括支援センター
役場の窓口
相談するところがない
誰に相談したらよいかわからない
相談に行くことができない
その他
無回答

(%)

3.5
5.9
8.2

3.6
2.6

25.5
4.3

1.6
0.4

7.1
4.9

18.0
13.3

3.2
13.8

2.9
14.8

20.3

0 10 20 30 (%)

わからない」（13.8％）、「相談に行くことができない」（2.9％）を合計した＜相談ができ

ていない＞は19.9％となっています。平成26年調査と比較すると、「包括支援センター」

が4.6ポイント高くなっています（図表１－78）。 

年齢別にみると、０～17歳は「学校の先生」が46.4％と最も高く、「障がい児を持つ親・

友人」（39.3％）、「医療機関・主治医」（35.7％）、「地域包括支援センター」（32.1％）な

ども高い率となっています。１８歳以上は「医療機関・主治医」が最も高くなっています。

また、０～17歳は「地域包括支援センター」、18～39歳は「誰に相談したらよいかわから

ない」が比較的高くなっていることも特徴としてあげられます（図表１－80）。 

その他として、図表１－79の内容が記載されていました。 

 

図表１－78 相談相手（複数回答） 

      ＜平成26年 n=603＞     ＜令和元年 n=694＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１－79 相談相手（複数回答、その他） 

・父、母 

・親 

・義兄弟 

・家族（44件） 

・親族（２件） 

・友達（10件） 

・会社の人（３件） 

・元会社の同僚 

・パートの仲間 

・ケアマネ（９件） 

・自分で調べる（２件） 

・病院メンタルクリニック 

・自分で訴えることが出来ないた

め、職員が読み取って対応 

・通院している医師の先生 

・患者会 

・精神保健福祉士 

・Ｂ型事業所 

・放課後デイサービスの先生 

・介護支援 

 

・障がい者本人は言葉を話せない

から、自分の悩みを相談するこ

とができない・その時でないと

わからない 

・親身になってくれる所はないと

思う 

・特になし（10件） 
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図表１－80 相談相手（複数回答、年齢別）                 単位：ｎは人、他は％ 

区  分 
年  齢  別 

０～17歳 18～39歳 40～64歳 65歳以上 

ｎ 56 95 182 353 

民生委員・児童委員 1.8 - - 6.2 

障がい児を持つ親・友人 39.3 11.6 2.7 0.3 

福祉施設 12.5 7.4 8.8 7.4 

ホームヘルパー - 3.2 3.3 4.5 

訪問看護師 - 2.1 4.9 2.0 

医療機関・主治医 35.7 27.4 32.4 19.8 

学校の先生 46.4 3.2   0.5 - 

公共職業安定所 - 3.2 3.8 0.3 

児童相談センター - 3.2 - - 

社会福祉協議会 - 3.2 8.2 8.8 

保健センター・保健師 8.9 2.1 2.7 6.2 

地域包括支援センター 32.1 17.9 17.0 16.7 

役場の窓口 3.6 10.5 14.3 14.7 

相談するところがない - 2.1 4.4 3.4 

誰に相談したらよいかわからない 3.6 23.2 17.6 11.3 

相談に行くことができない 5.4 4.2 1.1 3.1 

その他 12.5 20.0 15.9 13.3 

無回答 3.6 8.4 15.9 28.3 

 

障がいの種別にみると、身体障がい、精神障がいおよび難病は「医療機関・主治医」、知

的障がいは「地域包括センター」、発達障がいは「医療機関・主治医」「地域包括支援センタ

ー」がそれぞれ最も高くなっています。また、精神障がいは＜相談ができていない＞が28.2％

と高い率となっています。 

平成26年調査と比べると、知的障がいの「障がい児を持つ親・友人」「役場の窓口」、精

神障がいの「医療機関・主治医」、発達障がいの「障がい児を持つ親・友人」「児童相談セン

ター」「地域包括支援センター」「役場の窓口」がそれぞれ10ポイント以上低くなっていま

す。また、いずれの障がいも「民生委員・児童委員」「障がい児を持つ親・友人」「保健セン

ター・保健師」がやや低くなっています。 
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図表１－81 相談相手（複数回答、障害の種別）               単位：ｎは人、他は％ 

区  分 
平 成 26 年 令 和 元 年 

身体 知的 精神 難病 発達 身体 知的 精神 難病 発達 

ｎ 328 52 140 86 37 347 73 195 85 84 

民生委員・児童委員 6.4 3.8 3.6 4.7 2.7 4.6 1.4 1.5 1.2 - 

障がい児を持つ親・友人 1.8 38.5 7.1 4.7 37.8 2.0 26.0 4.1 1.2 23.8 

福祉施設 11.0 28.8 7.1 7.0 16.2 6.9 20.5 5.6 7.1 15.5 

ホームヘルパー 5.5 3.8 2.9 3.5 2.7 4.6 4.1 2.1 5.9 - 

訪問看護師 2.7 - 5.0 1.2 2.7 2.3 1.4 4.1 3.5 1.2 

医療機関・主治医 21.6 25.0 40.7 30.2 21.6 23.6 21.9 29.2 32.9 29.8 

学校の先生 0.3 15.4 3.6 3.5 29.7 0.3 15.1 3.6 - 27.4 

公共職業安定所 0.6 - 0.7 - - 0.9 - 4.1 1.2 1.2 

児童相談センター - 7.7 2.9 - 18.9 - 4.1 - - 1.2 

社会福祉協議会 6.4 7.7 7.9 1.2 - 9.8 4.1 5.6 9.4 - 

保健センター・保健師 7.0 3.8 7.9 10.5 10.8 6.1 1.4 4.1 3.5 4.8 

地域包括支援センター 11.0 34.6 12.1 10.5 40.5 18.2 31.5 13.3 20.0 29.8 

役場の窓口 16.2 21.2 16.4 12.8 18.9 15.3 9.6 10.3 15.3 7.1 

相談するところがない 3.4 5.8 3.6 2.3 2.7 3.7 - 3.6 2.4 1.2 

誰に相談したらよいかわからない 10.7 1.9 11.4 10.5 5.4 12.7 11.0 20.0 12.9 6.0 

相談に行くことができない 1.2 5.8 5.7 3.5 8.1 2.6 2.7 4.6 2.4 2.4 

その他 16.8 13.5 20.0 17.4 16.2 14.1 11.0 17.9 8.2 15.5 

無回答 25.3 5.8 13.6 17.4 2.7 21.9 13.7 17.4 21.2 9.5 
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4.8

3.5
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35.7

33.3

46.2
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46.6

47.8

47.4

56.8

54.0

38.7

68.2

47.4

45.2

61.3

52.2

21.4

41.0

31.3

39.1

52.4

54.1

38.1

42.1

35.4

20.0

46.4

66.7

38.5

27.4

34.0

32.8

39.1

32.8

32.4

40.2

48.0

31.8

36.8

47.9

29.0

34.8

78.6

51.3

37.5

57.8

42.9

30.6

56.0

8.2

9.8

10.0

17.9

7.7

9.7

10.6

12.1

9.6

14.7

6.8

4.6

12.0

15.8

2.7

8.7

5.6

25.0

11.8

3.6

0% 50% 100%

全 体 n=694

全 体 n=347

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

１ 級 n=116

２ 級 n= 74

３ 級 n= 87

４ 級 n= 75

５ 級 n= 22

６ 級 n= 19

全 体 n= 73

Ａ 判 定 n= 31

Ｂ 判 定 n= 23

Ｃ 判 定 n= 28

全 体 n=195

１ 級 n= 16

２ 級 n= 64

３ 級 n= 21

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

利用している 知っているが利用していない

制度を知らない 無回答

身

体

障

が

い

身
体
障
が
い
の
種
別

知
的
障
が
い

精
神
障
が
い

等
級
別

等
級
別

等
級
別

８ 成年後見制度                         

(1) 成年後見制度の認知度 

成年後見制度の認知度は、「利用している」が2.6％、「知っているが利用していない」が

47.1％、「制度を知らない」が42.1％となっています。 

「制度を知らない」は身体障がいの種別にみると、平衡機能障がいでは６0％を超える高

い率となっています。また、等級別にみると、知的障がいはＡ判定の重度になるほど低くな

る傾向にあります。 

図表１－82 成年後見制度の認知度 
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4.2

1.8
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2.7

3.3

5.9

5.6

4.2

2.5

0% 50% 100%

全 体 n=619

０～17歳 n= 55

18～39歳 n= 93

40～64歳 n=165

65歳以上 n=299

身体障がい n=304

知的障がい n= 68

精神障がい n=180

難 病 n= 72

発達障がい n= 79

利用したい 利用したくない わからない 無回答

障
が
い
の
種
別

年
齢
別

62.3

60.9

58.3

66.7

50.0

63.6

32.8

34.8

41.7

28.6

50.0

36.4

1.6

4.8

3.3

4.3

0% 50% 100%

全 体 n=61

身体障がい n=23

知的障がい n=12

精神障がい n=21

難 病 n= 4

発達障がい n=11

親族 弁護士、司法書士などの専門職 その他 無回答

障
が
い
の
種
別

(2) 成年後見制度の利用意向 

成年後見制度の利用意向は「利用したい」が9.9％、「利用したくない」が19.9％、「わ

からない」が66.1％となっています。 

年齢別にみると、39歳以下は「利用したい」が10％を超えています。 

障がいの種別にみると、いずれの障がいも「わからない」が最も高くなっていますが、知

的障がいは「利用したい」が比較的高くなっています 

図表１－83 成年後見制度の利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 希望する成年後見人 

成年後見人の希望をたずねたところ、「親族」が62.3％、「弁護士、司法書士などの専門

職」が32.8％、「その他」が1.6％となっています。 

その他として「通院している医師」「弁護士」「専門職」「信用出来る人」の記載がありま

した。 

図表１－84 希望する成年後見人 
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2.7

1.1

5.5

2.0

2.6

6.8

2.1

2.4

3.6

93.2

100.0

95.8

91.2

92.9

93.1

89.0

95.4

89.4

94.0

4.0

3.2

3.3

5.1

4.3

4.1

2.6

8.2

2.4

0% 50% 100%

全 体 n=694

０～17歳 n= 56

18～39歳 n= 95

40～64歳 n=182

65歳以上 n=353

身体障がい n=347

知的障がい n= 73

精神障がい n=195

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

知っている 知らない 無回答

障
が
い
の
種
別

年
齢
別

(4) 尾張北部権利擁護支援センターの認知度 

尾張北部権利擁護支援センターの認知度は、「知っている」が2.7％にとどまっています。 

図表１－85 尾張北部権利擁護支援センターの認知度 
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69.8

71.2

62.5

66.3

79.7

69.4

63.7

67.1

48.1

54.8

89.3

88.2

88.4

82.4

43.2

67.9

22.6

22.2

35.7

30.5

15.9

21.0

28.0

25.9

44.2

41.1

5.7

6.7

7.0

9.4

48.6

29.8

7.6

6.6

1.8

3.2

4.4

9.6

8.2

6.9

7.7

4.1

5.0

5.1

4.7

8.2

8.1

2.4

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

０～17歳 n= 56

18～39歳 n= 95

40～64歳 n=182

65歳以上 n=353

平成26年 n=328

令和元年 n=347

平成26年 n= 52

令和元年 n= 73

平成26年 n=140

令和元年 n=195

平成26年 n= 86

令和元年 n= 85

平成26年 n= 37

令和元年 n= 84

受けている 受けていない 無回答

知
的

精
神

難
病

発
達

全
体

身
体

年
齢
別

９ 医療                               

(1) 自身の障がいにかかる治療の有無 

現在、自身の障がいに関して何らかの治療を「受けている」のは71.2％です。 

「受けている」は年齢別にみると、40～64歳が79.7％の高い率となっています。また、

障がいの種別にみると、精神障がいおよび難病は80％以上を占めています。平成26年調査

と比べると、発達障がいは24.7ポイント上昇しています。 

図表１－86 現在、自分の障がいに関して何らかの治療を受けているか 
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(2) 医療についての困りごと 

医療のことで困っていることをたずねたところ、「自分の障がいにあった治療のできる病

院が近くにない」が15.0％、「医療費の負担が大きい」（7.6％）、「いくつもの病院に通わ

なければならない」（7.2％）などとなっていますが、「特に困っていることはない」が過半

数を占めています。 

年齢別にみると、いずれの年代も「自分の障がいにあった治療のできる病院が近くにない」、

が高くなっています。それ以外では、0～17歳は「いくつもの病院にかよわなければなら

ない」「意思・看護師等に症状が正しく伝えられない」、40～64歳は「医療費の負担が大き

い」が10％を超えています。 

障がいの種別にみると、難病は「医療費の負担が大きい」、それ以外の障がいは「自分の

障がいにあった治療のできる病院が近くにない」が最も高くなっています。 

平成26年調査と比べると、難病は「医療費の負担が大きい」が14.2ポイント高くなって

います。 

その他として図表１－88の内容が記載されていました。 
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11.3
6.3 3.0 5.8 1.7

6.5 3.2

53.2

5.0

18.1
15.0

7.2 3.9 7.6 6.6 3.3

52.2

6.8
12.2

0

20

40

60

平成26年

n=603

令和元年

n=694

(%)

（
選
択
肢
な
し
）

図表１－87 医療についての困りごと（複数回答）              単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

自
分
の
障
が
い
に
あ
っ
た
治
療

の
で
き
る
病
院
が
近
く
に
な
い 

い
く
つ
も
の
病
院
に
通
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い 

夜
間
・
休
日
に
受
診
で
き
る
と

こ
ろ
が
な
い 

医
療
費
の
負
担
が
大
き
い 

歯
の
治
療
を
受
け
ら
れ
な
い 

医
師
・
看
護
師
等
に
症
状
が
正

し
く
伝
え
ら
れ
な
い 

医
師
・
看
護
師
等
の
指
示
が
よ

く
わ
か
ら
な
い 

特
に
困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

平
成
26
年 

障
が
い 

身 体 障 が い 328 7.0 5.2 1.2 7.0 0.6 5.2 2.1 56.4 4.9 19.5 

知 的 障 が い 52 17.3 5.8 5.8 1.9 5.8 13.5 3.8 50.0 5.8 11.5 

精 神 障 が い 140 20.0 10.7 6.4 4.3 2.9 7.9 5.7 44.3 7.1 17.1 

難 病 86 16.3 4.7 3.5 5.8 2.3 7.0 2.3 57.0 2.3 10.5 

発 達 障 が い 37 16.2 13.5 2.7 8.1 2.7 5.4 2.7 45.9 5.4 10.8 

令 
 

 

和 
 
 

元 
 

年 

年

齢

別 

０ ～ 17 歳 56 16.1 10.7 3.6 -  10.7 - 60.7 7.1 3.6 

18 ～ 39 歳 95 15.8 4.2 7.4 2.1  7.4 2.1 56.8 9.5 6.3 

40 ～ 64 歳 182 18.1 7.1 5.5 12.1  7.7 4.4 47.3 9.9 7.1 

65 歳 以 上 353 13.0 7.4 2.3 7.9  5.1 3.4 52.4 4.5 17.6 

障 
 

が 
 

い 

身 体 障 が い 347 11.2 4.9 2.3 6.1  4.0 4.0 57.1 6.9 13.5 

 

視 覚 障 が い 30 16.7 3.3 - -  10.0 6.7 63.3 3.3 6.7 

聴 覚 障 が い 28 3.6 10.7 7.1 14.3  10.7 7.1 46.4 14.3 17.9 

平衡機能障がい 9 - - 11.1 11.1  11.1 11.1 77.8 11.1 - 

言 語 障 が い 13 - - - -  15.4 7.7 61.5 7.7 15.4 

上 肢 障 が い 62 8.1 6.5 1.6 6.5  8.1 3.2 54.8 12.9 12.9 

下 肢 障 が い 141 12.8 6.4 2.1 7.1  5.0 5.0 51.1 7.8 12.8 

体 幹 障 が い 58 10.3 8.6 1.7 1.7  6.9 3.4 50.0 3.4 22.4 

内 部 障 が い 115 15.7 7.8 4.3 7.0  2.6 5.2 49.6 8.7 13.0 

知 的 障 が い 73 12.3 11.0 5.5 2.7  11.0 2.7 49.3 2.7 16.4 

精 神 障 が い 195 22.1 11.8 6.2 5.6  12.3 3.6 44.1 9.7 8.2 

難 病 85 17.6 9.4 4.7 20.0  4.7 2.4 43.5 8.2 9.4 

発 達 障 が い 84 14.3 6.0 4.8 2.4  10.7 2.4 57.1 8.3 8.3 
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図表１－88 医療についての困りごと（複数回答、その他） 

・療育の施設がない 

・予約しても待ち時間が長い事 

・病院で名前を呼ばれても分からない 

・医師が毎年変わり、方針がはっきりしない 

・医師が詳しく説明してくれない 

・合うカウンセラーがいない 

・自分の障がいの専門医がどの病院にいるのか分か

らない 

・診てもらってた先生が引退されたのでどこに行け

ばいいのか分からない 

・かかりつけの病院のクオリティが目的と共に劣化

している 

・医師がよく変わる 

・訪問介護を受けている（２件） 

・病院までの距離が遠い（２件） 

・タクシーを使いたい 

・バスで通っているのですが毎回気持ち悪くなるこ

と 

・毎月の薬代の負担が大きい（２件） 

・治療法が無いが、痛みの緩和に民間に頼るため費

用がかさむ 

・通院の回数が多く負担 

・今後の病状 

・治療法がない 

・完治の見込みが薄い 

・薬を出されるだけで治らない 

・原因が分からない 

・治療が継続して必要なこと 

・何も役に立ってくれない。全然助けてくれない 

・鬱で動けない時、家に診察と薬を持ってきてほし

い 

・薬の投与で内臓が弱っていく・１年間で１回診察

を受けている 

・足の爪、いぼなどの治療は必要なのか 

・普通の歯医者で治療ができるか不安に思う 

・遠出する際に制限がかかる 

・補聴器が無いと分からない 

・体調が悪い時、いつも家族に頼めるわけではない

事 

・長期 

・どれにもあてはまらない 

 

 

(3) 歯の治療・口腔ケア 

歯の治療・口腔ケアについては「町内または近隣の歯医者に行っている」が62.1％と圧

倒的に高く、次いで「特に必要ない」（16.3％）などとなっています。「治療やケアをした

いができていない」は7.8％です。 

年齢別にみると、18～39歳の「特に必要ない」が比較的高くなっています。 

障がいの種別にみると、知的障がいの「障がい者専門の歯医者に行っている」、難病の「訪

問歯科診療を受けている」がやや高くなっています。 

その他として図表１－90の内容が記載されていました。 
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62.1

1.0 2.6
7.8

16.3

4.6 7.2

0

20

40

60

全体 n=694

(%)

図表１－89 歯の治療・口腔ケア（複数回答）             単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

町
内
ま
た
は
近
隣
の
歯

医
者
に
行
っ
て
い
る 

障
が
い
者
専
門
の
歯
医

者
に
行
っ
て
い
る 

訪
問
歯
科
診
療
を
受

け
て
い
る 

治
療
や
ケ
ア
を
し
た
い

が
で
き
て
い
な
い 

特
に
必
要
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

年

齢

別 

０ ～ 17 歳 56 78.6 3.6 - 3.6 7.1 5.4 3.6 

18 ～ 39 歳 95 63.2 1.1 1.1 7.4 23.2 4.2 2.1 

40 ～ 64 歳 182 63.2 1.6 1.6 9.3 16.5 4.4 4.4 

65 歳 以 上 353 58.4 0.3 4.0 7.9 15.9 4.8 10.5 

障 
 

が 
 

い 

身 体 障 が い 347 62.5 0.3 3.5 6.6 17.0 4.3 7.2 

 

視 覚 障 が い 30 76.7 - - 3.3 20.0 - 3.3 

聴 覚 障 が い 28 50.0 - 3.6 10.7 25.0 - 14.3 

平衡機能障がい 9 44.4 - - 33.3 33.3 - - 

言 語 障 が い 13 38.5 - 7.7 15.4 15.4 15.4 7.7 

上 肢 障 が い 62 54.8 - 8.1 14.5 12.9 6.5 6.5 

下 肢 障 が い 141 57.4 0.7 5.7 8.5 16.3 5.0 8.5 

体 幹 障 が い 58 44.8 1.7 13.8 13.8 12.1 6.9 12.1 

内 部 障 が い 115 72.2 0.9 0.9 4.3 11.3 5.2 7.0 

知 的 障 が い 73 65.8 6.8 1.4 9.6 11.0 - 6.8 

精 神 障 が い 195 57.9 0.5 1.5 10.3 17.9 7.7 6.7 

難 病 85 57.6 - 7.1 5.9 18.8 3.5 7.1 

発 達 障 が い 84 67.9 2.4 - 8.3 13.1 2.4 6.0 

 

図表１－90 歯の治療・口腔ケア（複数回答、その他） 

・自分で（２件） 

・家族が行っている 

・施設でケアを受けている（２件） 

・病院で診てもらっている（３件） 

・病院の口腔外科で診てもらっている 

・大学病院に通院している 

・入院先で歯科に通っている（２件） 

・障がいに理解のある遠方の歯医者に行っている 

・歯医者は近くにあるが医療券をもらったため、役

場に行く日が困難である 

・今は行って無いが、前は行っていた 

・体調がよく、外出できる時に行く 

・歯科医に通っているが特に口腔ケアについて指導

してもらったことはない。是非受けたいと思う 

・今まで虫歯になった事が無いので歯医者で診察を

受けたことがない。ＡＤＨＤのため今後、治療す

べき時が来た時に治療が出来るか不安がある 

・歯磨きが出来ない。強迫性症状が出るから 

・行けない 
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35.2

9.3

20.4
16.7

38.9

11.1

0

10

20

30

40

全体 n=54

(%)

(4) 口腔ケアを受けられない理由 

前問で「治療やケアをしたいができていない」と答えた人に口腔ケアを受けられない理由

をたずねたところ、「その他」が38.9％と最も高く、次いで「一人で通院できないから」（35.2％）、

「近くに診てもらえる歯医者がないから」（20.4％）などとなっています。 

障がいの種別にみると、身体障がいおよび知的障がいの「一人で通院できないから」が

40％を超えています。 

その他として図表１－92の内容が記載されていました。 

 

図表１－91 口腔ケアを受けられない理由（複数回答）         単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

一
人
で
通
院
で
き
な
い

か
ら 

通
院
す
る
交
通
手
段
が

な
い
か
ら 

近
く
に
診
て
も
ら
え
る

歯
医
者
が
な
い
か
ら 

じ
っ
と
し
て
診
療
を
受

け
ら
れ
な
い
か
ら 

そ
の
他 

無
回
答 

障 
が 

い 

身 体 障 が い 23 47.8 17.4 21.7 8.7 26.1 13.0 

知 的 障 が い 7 42.9 14.3 14.3 14.3 28.6 14.3 

精 神 障 が い 20 20.0 - 20.0 30.0 50.0 5.0 

難 病 5 - - 20.0 20.0 20.0 40.0 

発 達 障 が い 7 28.6 - 28.6 42.9 57.1 - 

 

図表１－92 口腔ケアを受けられない理由（複数回答、その他） 

・お金が無いから（２件） 

・歯医者に行きたいが生活が苦しい 

・医療費の問題 

・歯磨きができないから 

・診療に要する日時の都合が合わない 

・引っ越したので行きたい歯医者さんが遠くなって

しまった 

・精神障がい者で普通の歯医者で良いのか？ 

・医師の指示に即座に反応出来ない 

・他人に会うのが嫌 

・時間が無いのと、記入する契約書が嫌だから 

・治療の為の席への移動が難しい 

・怖いから 

・歯医者嫌い 

・行こうと思っている 
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44.3

38.5

31.0

43.9

10.0

33.3

36.9

52.0

37.5

59.4

28.6

50.0

54.4

61.9

48.6

80.0

62.5

57.1

36.0

37.5

34.4

71.4

5.7

7.2

7.1

7.5

10.0

4.2

6.0

12.0

25.0

6.3

0% 50% 100%

平成26年 n=140

令和元年 n=195

男 性 n= 84

女 性 n=107

０～17歳 n= 10

18～39歳 n= 48

40～64歳 n= 84

65歳以上 n= 50

１ 級 n= 16

２ 級 n= 64

３ 級 n= 21

ある ない 無回答

全
体

性
別

年
齢
別

等
級
別

(5) 精神科・神経科への入院経験 

精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証（精神通院）をお持ちの方に、精神

科や神経科への入院経験の有無をたずねたところ、「ある」は38.5％です。 

「ある」は性別にみると、男性と比べて女性が10ポイント以上高くなっています。また、

等級別にみると、２級が過半数を占めています。 

平成26年調査と比べると、「ある」が5.8ポイント低下しています。 

 

図表１－93 精神科・神経科への入院経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精神科・神経科への入院経験が「ある」と答えた人に、これまでの入院回数と、入院期間

の合計をたずねたところ、入院回数は「１回」および「２回」が28.0％と最も高くなって

いますが、「６回以上」も18.7％あります。「２回」「３～５回」「６回以上」を合計した＜２

回以上＞は69.4％となっており、約70％の人が複数回入院しています（図表１－94）。 

入院期間の合計は「６か月未満」が38.7％を占めています。一方で、「20年以上」も5.3％

あり、これに「10年以上～20年未満」（2.7％）を加えた＜10年以上＞は8.0％となって

います。平成26年調査と比較すると「6か月以上～１年未満」が11.4ポイント高くなって

います（図表１－95）。 
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38.7

38.7

11.3

22.7

14.5

12.0

11.3

9.3

9.7

5.3

6.5

2.7

4.8

5.3

3.2

4.0

0% 50% 100%

平成26年 n=62

令和元年 n=75

６か月未満 ６か月以上～１年未満

１年以上～２年未満 ２年以上～５年未満

５年以上～10年未満 10年以上～20年未満

20年以上 無回答

29.0

28.0

22.6

28.0

24.2

22.7

19.4

18.7

4.8

2.7

0% 50% 100%

平成26年 n=62

令和元年 n=75

１回 ２回 ３～５回 ６回以上 無回答

図表１－94 精神科・神経科への入院回数 

 

 

 

 

図表１－95 精神科・神経科への入院期間の合計 
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10 災害時の対応                           

(1) 災害時にひとりで避難できるか 

災害時にひとりで避難できるかをたずねたところ、身体障がい、精神障がいおよび難病は

「できる」が40％以上となっています。知的障がいおよび発達障がいは「できない」が半

数以上を占めています。 

「できない」は、等級別にみると、知的障がいおよび精神障がいは重度になるほど高くな

る傾向にあります。また、身体障がいの種別にみると、言語障がいが80％を超える高い率

となっています。平成26年調査と比較すると、知的障がいは12.3ポイント低くなっている

ことも特徴としてあげられます。 
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41.2

40.1

16.7

25.0

11.1

7.7

25.8

24.8

15.5

57.4

35.3

9.5

39.1

58.7

72.7

36.8

15.4

20.5

12.9

13.0

32.1

47.1

44.6

18.8

28.1

47.6

55.8

54.1

27.0

27.4

30.2

36.6

56.7

39.3

55.6

84.6

59.7

53.2

70.7

19.1

44.0

68.9

34.5

17.3

18.2

21.1

71.2

58.9

87.1

60.9

32.1

22.1

24.6

43.8

34.4

28.6

22.1

27.1

56.8

50.0

20.7

19.3

23.3

28.6

33.3

7.7

11.3

16.3

10.3

21.7

15.5

20.3

23.0

18.7

4.5

36.8

9.6

17.8

17.4

35.7

25.0

27.2

25.0

35.9

23.8

17.4

15.3

13.5

19.0

7.9

4.0

3.3

7.1

3.2

5.7

3.4

1.7

5.2

1.4

3.4

5.3

4.5

5.3

3.8

2.7

8.7

5.7

3.6

12.5

1.6

4.7

3.5

2.7

3.6

0% 50% 100%

平成26年 n=328

令和元年 n=347

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

１ 級 n=116

２ 級 n= 74

３ 級 n= 87

４ 級 n= 75

５ 級 n= 22

６ 級 n= 19

平成26年 n= 52

令和元年 n= 73

Ａ 判 定 n= 31

Ｂ 判 定 n= 23

Ｃ 判 定 n= 28

平成26年 n=140

令和元年 n=195

１ 級 n= 16

２ 級 n= 64

３ 級 n= 21

平成26年 n= 86

令和元年 n= 85

平成26年 n= 37

令和元年 n= 84

できる できない わからない 無回答

身

体

障

が

い

身
体
障
が
い
の
種
別

知
的
障
が
い

精
神
障
が
い

難
病

発達

障がい

等
級
別

等
級
別

等
級
別

全
体

全
体

全
体

図表１－96 災害時にひとりで避難できるか 
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48.8

16.0

55.7

13.9 13.5
6.6

1.2

0

20

40

60

全 体 n=244

(%)

(2) ひとりで避難出来ない理由 

ひとりで避難出来ない理由をたずねたところ、「支援者・介助者がいないと移動できない

ため」が55.7％と最も高く、次いで「ひとりで判断や行動することがむずかしいため」（48.8％）

などとなっています。 

障がいの種別にみると、知的障がい、精神障がいおよび発達障がいは「ひとりで判断や行

動することがむずかしいため」、身体障がい、難病は「支援者・介助者がいないと移動でき

ないため」がそれぞれ最も高くなっています。 

その他として、図表１－98の内容が記載されていました。 

 

図表１－97 ひとりで避難出来ない理由（複数回答）           単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

ひ
と
り
で
判
断
や
行

動
す
る
こ
と
が
む
ず

か
し
い
た
め 

避
難
に
つ
い
て
の
情

報
が
把
握
で
き
な
い

た
め 

支
援
者
・
介
助
者
が

い
な
い
と
移
動
で
き

な
い
た
め 

避
難
場
所
が
わ
か
ら

な
い
た
め 

パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し

て
し
ま
う
た
め 

そ
の
他 

無
回
答 

障
が
い 

身 体 障 が い 127 33.9 9.4 71.7 11.0 3.9 4.7 0.8 

知 的 障 が い 43 79.1 30.2 44.2 23.3 20.9 - 2.3 

精 神 障 が い 48 56.3 25.0 37.5 16.7 35.4 10.4 2.1 

難 病 23 26.1 4.3 78.3 4.3 4.3 13.0 - 

発 達 障 が い 42 83.3 28.6 26.2 26.2 28.6 2.4 - 

 

図表１－98 ひとりで避難出来ない理由（複数回答、その他） 

・落ち着いて行動出来るか分からないため 

・避難所に行っても精神的に辛い 

・昼間はいいが暗いと動けない 

・車椅子生活をしているから（２件） 

・車椅子に乗り降りする際に、介助を要するため。

車椅子の移動に介助を要するため 

・移動手段が無くなりました 

・足が悪くて動けない（２件） 

 

・腰が痛くて急いで歩けない 

・長距離を速く移動する事が出来ない 

・一人で外出する事が難しいため・避難先に人がい

て怖い 

・薬が無いと動けない 

・飼い犬と一緒に避難したいので 

・細かい事の連絡が無い 

・大口町の通達は不明確。地震と水災で分かれてい

る。シンプル化要。夜や雨の対策必要 

・まだ５歳だから 
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(3) 実施している災害時の対策 

災害時の対策でしていることをたずねたところ、「準備していない」が37.2％と最も高く

なっています。対策としては、「避難場所を知っている」（33.4％）と「家族と避難方法を

決めている」（24.2％）の２項目が高くなっています。これら以外の項目はいずれも10％

未満です。 

年齢別にみると、年齢が高くなるにしたがい「家族と避難方法を決めている」が低くなる

傾向にあります。 

障がいの種別にみると、知的障がいは「準備していない」が40％以上となっています。 

平成26年調査と比べると、いずれの障がいも「避難場所を知っている」が上昇しており、

特に発達障がいは10ポイント以上高くなっています。 

その他として図表１－100の内容が記載されていました。 
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25.0

3.2 1.2 2.3
6.1

1.2

28.9

5.1

36.3

12.3

24.2

1.7 1.9 3.2
7.6

0.7

33.4

3.6

37.2

10.1

0

15

30
平成26年

n=603

令和元年

n=694

(%)

図表１－99 実施している災害時の対策（複数回答）             単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

家
族
と
避
難
方
法
を
決
め
て

い
る 

地
域
の
人
等
と
避
難
方
法
を

決
め
て
い
る 

知
人
に
災
害
時
の
手
助
け
を

頼
ん
で
あ
る 

医
療
に
関
す
る
緊
急
時
の
対

応
を
医
療
機
関
等
と
相
談
し

て
決
め
て
あ
る 

必
要
な
補
装
具
や
医
療
器
具

及
び
医
薬
品
を
安
全
な
場
所

に
保
管
し
て
あ
る 

必
要
な
補
装
具
や
医
療
器
具

等
の
規
格
・
サ
イ
ズ
・
販
売

会
社
を
覚
え
て
い
る 

避
難
場
所
を
知
っ
て
い
る 

そ
の
他 

準
備
し
て
い
な
い 

無
回
答 

平
成
26
年 

障
が
い 

身 体 障 が い 328 24.1 3.7 1.5 2.7 7.0 1.8 29.6 4.6 35.4 14.3 

知 的 障 が い 52 26.9 1.9 - 1.9 - - 28.8 9.6 42.3 5.8 

精 神 障 が い 140 22.1 1.4 1.4 2.1 7.1 - 22.1 5.0 40.0 12.1 

難 病 86 33.7 2.3 1.2 4.7 8.1 3.5 40.7 3.5 30.2 8.1 

発 達 障 が い 37 32.4 - - 2.7 2.7 - 27.0 - 43.2 8.1 

令 
 

 

和 
 
 

元 
 

年 

年

齢

別 

０ ～ 17 歳 56 39.3 - 3.6 1.8 8.9 1.8 30.4 - 35.7 3.6 

18 ～ 39 歳 95 26.3 - 2.1 3.2 8.4 - 40.0 1.1 43.2 4.2 

40 ～ 64 歳 182 24.2 0.5 1.6 3.3 9.9 1.1 35.7 4.4 35.7 6.0 

65 歳 以 上 353 21.0 2.8 1.7 3.4 6.2 0.6 31.2 4.2 36.5 14.7 

障 
 

が 
 

い 

身 体 障 が い 347 23.1 2.0 1.7 3.5 9.2 1.2 32.3 4.6 38.0 9.5 

 

視 覚 障 が い 30 16.7 3.3 - 3.3 10.0 - 30.0 - 46.7 10.0 

聴 覚 障 が い 28 10.7 - - 3.6 3.6 - 25.0 7.1 39.3 17.9 

平衡機能障がい 9 11.1 11.1 - 11.1 11.1 - 22.2 - 55.6 - 

言 語 障 が い 13 15.4 7.7 - 7.7 7.7 - 15.4 15.4 38.5 15.4 

上 肢 障 が い 62 22.6 4.8 3.2 3.2 8.1 1.6 32.3 1.6 37.1 11.3 

下 肢 障 が い 141 17.0 2.1 3.5 1.4 5.0 1.4 29.1 3.5 44.7 11.3 

体 幹 障 が い 58 24.1 1.7 - 6.9 3.4 1.7 22.4 10.3 37.9 10.3 

内 部 障 が い 115 25.2 0.9 1.7 7.0 18.3 3.5 33.0 5.2 33.9 9.6 

知 的 障 が い 73 30.1 2.7 5.5 2.7 12.3 1.4 35.6 2.7 28.8 9.6 

精 神 障 が い 195 18.5 - 1.0 3.1 5.6 - 31.8 2.6 43.6 10.3 

難 病 85 31.8 2.4 2.4 5.9 8.2 - 43.5 7.1 20.0 10.6 

発 達 障 が い 84 32.1 - 3.6 1.2 10.7 - 38.1 1.2 34.5 6.0 
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図表１－100 実施している災害時の対策（複数回答、その他） 

・入所施設のスタッフの介助によ

り避難訓練等を実施している 

・施設に任せている（２件） 

・入所施設の備えに任せている 

・災害時の備蓄が用意してある 

・食料品や水などの確保（３件） 

・災害用品はあまり用意していな

い 

・息子夫婦がいるからたぶん大丈

夫 

・北小学校に変更。上小口グラン

ドはよるや雨の時は不適 

・無理だと思います 

・考えれない 

 

 

(4) 避難所で困ること 

避難所で困ることをたずねたところ、「トイレのこと」が最も高く55.9％、次いで「薬や

医療のこと」（49.7％）、「プライバシー保護のこと」（32.4％）などの順となっています。 

年齢別にみると、年齢が上がるにしたがい「トイレのこと」が高く、「コミュニケーショ

ンのこと」が低くなる傾向にあります。 

障がいの種別にみると、身体障がい、知的障がいおよび発達障がいは「トイレのこと」、

精神障がいおよび難病は「薬や医療のこと」がそれぞれ最も高くなっています。 

身体障がいの種別にみると、平衡機能障がいは「トイレのこと」が88.9％と非常に高い

率となっています。 

その他として図表１－102の内容が記載されていました。 
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55.9

32.4

20.7 19.5

49.7

15.7

4.0
9.7 7.1

0

20

40

60

全 体 n=694

(%)

図表１－101 避難所で困ること（複数回答）                単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

ト
イ
レ
の
こ
と 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の

こ
と 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
こ
と 

介
助
し
て
く
れ
る
人
の

こ
と 

薬
や
医
療
の
こ
と 

補
装
具
や
日
常
生
活
用

具
の
こ
と 

そ
の
他 

特
に
な
い 

無
回
答 

年

齢

別 

０ ～ 17 歳 56 42.9 37.5 39.3 14.3 32.1 16.1 8.9 10.7 1.8 

18 ～ 39 歳 95 47.4 38.9 30.5 11.6 51.6 14.7 7.4 10.5 3.2 

40 ～ 64 歳 182 56.6 40.7 21.4 13.7 57.7 14.8 5.5 8.2 1.6 

65 歳 以 上 353 60.9 25.2 14.2 25.2 47.9 16.7 1.7 9.6 11.9 

障 
 

が 
 

い 

身 体 障 が い 347 62.0 30.3 15.6 23.9 48.7 18.7 2.3 8.9 8.6 

 

視 覚 障 が い 30 70.0 26.7 30.0 36.7 46.7 13.3 - 10.0 10.0 

聴 覚 障 が い 28 50.0 25.0 35.7 25.0 35.7 21.4 3.6 3.6 14.3 

平衡機能障がい 9 88.9 44.4 44.4 66.7 55.6 44.4 11.1 11.1 - 

言 語 障 が い 13 76.9 46.2 46.2 76.9 76.9 30.8 - - - 

上 肢 障 が い 62 67.7 27.4 21.0 40.3 53.2 29.0 3.2 3.2 9.7 

下 肢 障 が い 141 72.3 26.2 14.2 31.9 49.6 23.4 2.8 6.4 7.1 

体 幹 障 が い 58 60.3 31.0 13.8 41.4 63.8 27.6 5.2 1.7 8.6 

内 部 障 が い 115 58.3 33.9 8.7 13.9 53.9 19.1 3.5 7.0 9.6 

知 的 障 が い 73 63.0 35.6 39.7 24.7 35.6 15.1 6.8 5.5 5.5 

精 神 障 が い 195 48.2 37.9 26.7 12.3 60.0 10.8 7.2 8.2 6.7 

難 病 85 49.4 24.7 11.8 14.1 61.2 14.1 1.2 10.6 7.1 

発 達 障 が い 84 46.4 40.5 45.2 13.1 34.5 9.5 9.5 8.3 3.6 

 

図表１－102 避難所で困ること（複数回答、その他） 

・酸素機器 

・脊髄刺激療法を受けているので、充電器が体の中

に埋め込んである。一日に一回充電をしないと歩

行が困難になります 

・一日おきの透析が出来るかどうか不安 

・人工呼吸の電源の確保 

・耳が不自由なので避難所には行きたくない 

・避難所に行くと体調が悪化しそう 

・体調を崩すこと 

・情緒、落ち着きのなさ 

・じっとできないこと。静かにできないこと 

・防犯（２件） 

・入浴 

・食事（２件） 

・ベッドしか寝れない 

・ペット 

・避難場所が遠い 

・避難場所に行ったことが無いので分からない 

・近所に親しい人がいないため居ずらいと思う 

・何もかも 
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56.4

61.4

66.1

62.1

70.3

55.5

56.7

62.8

36.5

41.1

63.6

62.6

61.6

68.2

54.1

51.2

3.0

2.9

8.9

7.4

2.2

1.1

1.8

0.6

13.5

15.1

3.6

2.6

1.2

8.1

8.3

9.3

11.2

1.8

5.3

9.9

14.7

10.1

13.3

19.2

16.4

4.3

7.7

9.3

3.5

9.5

2.3

1.7

3.6

1.1

2.2

1.4

1.2

0.9

3.8

5.0

3.6

1.2

4.7

5.4

2.4

13.1

16.7

17.9

22.1

12.1

17.8

12.5

16.1

17.3

20.5

12.9

18.5

11.6

14.1

24.3

25.0

15.9

6.1

1.8

2.1

3.3

9.3

17.7

6.3

9.6

6.8

10.7

5.1

16.3

8.2

8.1

3.6

0% 50% 100%

平成26年 n=603

令和元年 n=694

０～17歳 n= 56

18～39歳 n= 95

40～64歳 n=182

65歳以上 n=353

平成26年 n=328

令和元年 n=347

平成26年 n= 52

令和元年 n= 73

平成26年 n=140

令和元年 n=195

平成26年 n= 86

令和元年 n= 85

平成26年 n= 37

令和元年 n= 84

自宅（アパート・マンションを含む） グループホームなど共同住宅

介護が受けられる福祉施設へ入所 その他

特に考えていない 無回答

知
的

精
神

難
病

発
達

全
体

身
体

年
齢
別

障
が
い
の
種
別

11 障がい者のために必要なこと                  

(1) 今後、暮らしたいところ 

今後、暮らしたいところとしては、「自宅（アパート・マンションを含む）」（61.4％）が

ひときわ高くなっていますが、65歳以上はやや低くなっています。 

障がいの種別にみると、知的障がいは、他の障がいに比べて「自宅（アパート・マンショ

ンを含む）」が低く、「グループホームなど共同住宅」が高くなっています。また、発達障が

いは「特に考えていない」が25.0％と比較的高い率となっています。 

平成26年調査と比べると、いずれの障がいも「特に考えていない」がやや上昇していま

す。 

その他として「病気次第で分からない」、「利便性」、「死ねなければ自宅。お金があれば」

「今のまま病院」、「今は決められない」、「自宅」の記載がありました。 

図表１－104 今後、暮らしたいところ 
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7.2

8.9

6.7

3.6

11.1

8.1

7.8

5.2

9.6

5.2

6.8

11.5

8.0

18.2

5.3

4.1

3.2

4.3

3.6

3.1

12.5

1.6

4.8

4.7

6.0

21.0

25.9

26.7

17.9

11.1

30.8

22.6

21.3

13.8

23.5

19.8

18.9

33.3

22.7

27.3

31.6

5.5

6.5

4.3

3.6

13.3

7.8

4.8

25.9

8.3

32.1

31.4

20.0

28.6

44.4

23.1

30.6

33.3

27.6

40.9

32.8

20.3

19.5

48.0

50.0

21.1

42.5

25.8

47.8

46.4

31.3

6.3

32.8

23.8

28.2

33.3

35.3

29.1

40.0

42.9

33.3

23.1

33.9

33.3

44.8

19.1

33.6

50.0

33.3

14.7

4.5

42.1

42.5

58.1

34.8

46.4

48.2

68.8

56.3

61.9

34.1

50.0

4.3

4.6

6.7

7.1

23.1

4.8

4.3

8.6

7.0

8.6

4.1

2.3

6.7

5.5

6.5

8.7

4.1

12.5

1.6

4.8

7.1

2.4

0% 50% 100%

全 体 n=694

全 体 n=347

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

１ 級 n=116

２ 級 n= 74

３ 級 n= 87

４ 級 n= 75

５ 級 n= 22

６ 級 n= 19

全 体 n= 73

Ａ 判 定 n= 31

Ｂ 判 定 n= 23

Ｃ 判 定 n= 28

全 体 n=195

１ 級 n= 16

２ 級 n= 64

３ 級 n= 21

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

とても親しく付き合っている

わりと親しく付き合っている

付き合いはしているがそれほど親しくはない

ほとんどもしくは全く付き合っていない

無回答

身

体

障

が

い

身
体
障
が
い
の
種
別

知
的
障
が
い

精
神
障
が
い

等
級
別

等
級
別

等
級
別

(2) 近所づきあいの程度 

近所づきあいの程度は、身体障がいは「付き合いはしているがそれほど親しくはない」、

精神障がい、難病および発達障がいは「ほとんどもしくは全く付き合っていない」、知的障

がいは「付き合いはしているがそれほど親しくない」「ほとんどもしくは全く付き合ってい

ない」がそれぞれ最も高くなっています。 

図表１－105 近所づきあいの程度 
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25.8

19.9

17.2

32.2

21.6
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23.8
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45.0

56.7
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61.5

53.2

51.1

56.9

33.9

47.4

66.2

41.4

40.0

36.4

36.8

41.1

54.8

34.8

46.4

55.4

68.8
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35.3
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7.1

15.4
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5.0
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4.6

5.3

4.1

3.2

8.7

3.6

12.5

4.8

7.1

2.4

0% 50% 100%

全 体 n=694

全 体 n=347

視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

１ 級 n=116

２ 級 n= 74

３ 級 n= 87

４ 級 n= 75

５ 級 n= 22

６ 級 n= 19

全 体 n= 73

Ａ 判 定 n= 31

Ｂ 判 定 n= 23

Ｃ 判 定 n= 28

全 体 n=195

１ 級 n= 16

２ 級 n= 64

３ 級 n= 21

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

積極的に参加している ほどほどに参加している

あまり参加していない 参加していない

無回答

身

体

障

が

い

身
体
障
が
い
の
種
別

知
的
障
が
い

精
神
障
が
い

等
級
別

等
級
別

等
級
別

(3) 地域活動や行事への参加 

地域活動や行事への参加状況は、「参加していない」が45.0％と最も高くなっています。

次いで「ほどほどに参加している」（24.6％）となり、これと「積極的に参加している」（5.5％）

を合計した＜参加している＞は30.1％です。また、「参加していない」（45.0％）と「あま

り参加していない」（20.9％）を合計した＜参加していない＞は65.9％です。 

障がいの種別にみると、精神障がいは＜参加している＞が比較的低くなっています。 

身体障がいの種別にみると、言語障がいは＜参加していない＞が76.9％を占めています。 

図表１－106 地域活動や行事への参加 
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23.1
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10.3

6.1

6.9

21.6

10.3

8.0

31.6

20.5

9.7

21.7

35.7

28.2

12.5

39.1

57.1

14.1

29.8

13.4

13.8

13.3

25.0

11.1

23.1

24.2

14.2

22.4

15.7

20.7
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5.7
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19.4

17.4

7.1
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10.7
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全 体 n=694
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視覚障がい n= 30

聴覚障がい n= 28

平衡機能障がい n=  9

言語障がい n= 13

上肢障がい n= 62

下肢障がい n=141

体幹障がい n= 58

内部障がい n=115

１ 級 n=116

２ 級 n= 74

３ 級 n= 87

４ 級 n= 75

５ 級 n= 22

６ 級 n= 19

全 体 n= 73

Ａ 判 定 n= 31

Ｂ 判 定 n= 23

Ｃ 判 定 n= 28

全 体 n=195

１ 級 n= 16

２ 級 n= 64

３ 級 n= 21

難 病 n= 85

発達障がい n= 84

ない ある 無回答

身

体

障

が

い

身
体
障
が
い
の
種
別

知
的
障
が
い

精
神
障
が
い

等
級
別

等
級
別

等
級
別

(4) 差別 

この５～６年で差別を受けたことがあるかたずねたところ、「ない」が70.3％、「ある」

が16.3％となっています。 

「ある」は、障がいの種別にみると、身体障がいが10.4％、知的障がいが20.5％、精神

障がいが28.2％、難病が14.1％、発達障がいが29.8％となっており、精神障がいおよび

発達障がいがやや高くなっています。また、等級別にみると知的障がいおよび精神障がいは

軽度となるほど高くなる傾向にあります。 

具体的な差別の内容として図表１－108の内容が記載されていました。 

図表１－107 この５～６年で差別を受けたことがあるか 
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図表１－108 この５～６年で受けた差別の内容 

・警察に通報された 

・小、中学校のときにいじめを受けてきた 

・中学校である先生にいじめや差別を受けました 

・言葉がはっきり発音できないので、「中国人だ」と

言われた 

・内部疾患のため、医療機器を使用しているが、車

椅子の駐車場にとめたところ、大口町立図書館で、

子どもが身体障がい者ではないと怒鳴られた 

・他の障がいの人と比較した言い方をされたこと 

・どうせできないという態度を示されたこと 

・見た目がふつうなため叫んだり暴れていると「育

て方が悪い」と言われたり嫌な目で見られる 

・じっと見られる。笑われる 

・周りの人から変な目で見られる。園で子どもと関

わらないように保護者が止める 

・指導者に言葉の暴力を受け出勤途中でお腹が痛く

なり仕事に行けなくなったり泣いて帰ってきたり

していました。体調が悪く休むと「休まないと言

っていたのに嘘つき！帰れ！」とか言われていま

した。その後施設を辞めました 

・会社で人と同じように働いても必要以上に気を使

っているふりをされて働きづらかったです。バカ

にされている様で障がい者手帳を受けない方が良

かったような気持ちになった。会社は私を雇用す

る事で国から手当を受けているのにとも思った 

・内臓疾患は外見では分かりにくいため健常者と同

等の活動を求められている 

・会社での差別や無視など 

・警察に犯罪者扱いされる。役人からの暴言、暴行。

医者からの暴言、暴行 

・無人駅のインターホンで話していても全く聞き取

れなかった。聴覚障がい者は無人駅では乗車出来

ないのか不安になった 

・Ｂ型事業所で一方的にきつい言葉を言われた。医

者や職員がきつい言い方を使っても何も言わない。 

・道で怒鳴る人がいる 

・自治会費を払う際に、冷たい目で長い時間見つめ

られたこと 

・５年ほど前に出生地にて、馬鹿だとか他人に言わ

れたこと。現在はない 

・精神障がい者というレッテルを張られている 

・精神科の病院で障がい者を受けてくれるかどうか

わからない 

・友達に誘ってもらえなくなった 

・コミュニティバス乗車すると一人で来るなと言わ

れる。スーパーでカートでの移動中、邪魔と言わ

れる 

・人の輪に入れない 

 

・見た目は健常者。怠け者、やる気がない。少し頑

張るとやれる人とは一緒じゃない 

・再三にわたって赤ちゃん言葉で話しかけられた 

・買い物をするとき、相手の声が聞きとれないので

何度も聞き返すが相手が途中で辞めてしまう 

・理解している様で理解していない。同情している

だけの言葉を言われた 

・私のパニックは頭の中で起こるので顔や体の動き

には出ない。ぼーっとしている感じに見えると思

う。それがみんなは分からないから答えを急がせ

たり怒ったりする 

・医療機関で障がいの程度が正しく伝わっていない

ために直接話してもらえない事があった 

・足の不自由さを指摘され、ののしられた 

・見た目に障がいがあるように見えないので体調が

悪いのを理解してもらえない 

・コミュニケーションの取り方が他の子と違うため

に相手に嫌がられている事が多く、その結果虐め

だと思われてしまったり、話してもらえなくなっ

てしまう。幼、保育園での理解のあり方の改善に

期待したいです 

・仕事の覚えが悪いと毎日注意を受ける。変わった

人だと思われ一線を置かれる 

・聴覚障がいで外見ではわからないから無視したよ

うに思われ、のちに無視される 

・前職でパワハラ、モラハラを受け退職に追い込ま

れた 

・偏見 

・事件を起こしたわけでもないのに犯罪者予備軍扱

いされたことがありました。家族共々です。判断

能力が十分にあるにも関わらずバカにされたこと

がありました 

・バスの乗車拒否 

・障がい者駐車場に停めたら注意された 

・ＡＤＨＤのため、小学校入学前くらいの時、病院

でおとなしく待っている事ができないので周囲の

人に叱られる事が何度かあった。見た目では障が

いがあると分かりにくいためだと思います。行き

づらい病院は避けるようになってしまう 

・歯医者さんは何度も変えました。飲んでいる薬を

伝えて病名を知ると嫌がる先生が多いように思い

ます。統合失調症は本当の病名ですが嫌がる方も

いるため、うつ病やパニック症が少しあるかなと

いうようにしてきました 

・発達障がいである事で教師にいじめられクラスで

孤立した。親もひどい言葉を言われた 

・職場の方が理解がある 

・自分のせいで結婚出来ないと言われた 

・仕事中、健常者と出来高を比較された 
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・精神は見た目分からないので無職だというと「怠

け者だね」と言われて傷ついた。障がい者専用の

配達とかが欲しい。鬱の時動けないので食料品の

買い物とか 

・障がいへの理解が無く一般の方々の考えでは車椅

子利用者のみが障がい者。補装具を取得するにも

業者が分からない。特定疾患の認知度がなく理解

してもらえない 

・同じ病名を持った犯罪者がニュースでよく出てく

る。周りにはなるべく隠さなくてはいけないと思

っている 

・大口町役場にて書類申請をするときに戸籍保健課

に嫌味を言われた。とても苦しい状況にいたのに

心無い言葉で苦しくなりどうしていいか分からな

くなった 

・職場では病気の事を理由に出来ない 

・目が片方見えないので目つきが悪いと良く言われ

る 

・通院で混む時間帯に電車地下鉄を利用すると杖を

けられたり邪魔者扱いされること 

・障がいの正しい知識が無い人から自分の病気の理

解が得られなかった 

・人にバカにされる 

・ＰＴＡへの強制参加の暴言。子育ての時の先生の

私への理解。父兄のいろいろな強制参加 

・差別 

・偏見を持たれる。偏見による決めつけや過剰な配

慮。出来る事まで介助される 

・不採用率99％ 

・会社でモラハラ。早期退職 

・言葉にできない 

・ほほえみで書類の手続きをしている時、おじいさ

んに大きな声で「税金ドロボー」と叫ばれた 

・ありすぎて引きこもる。テレビにもネットにも家

の中にいても差別され傷つけられている。安楽死、

尊厳死させてほしいと思う 

・軽く扱われる事。相手にしないように避けること 

・自己責任論 

・話が通じていないと「もう、いい」と言われる。

声が小さいと言われるが自分では分からないため

不安になる 

・生命保険の契約見直し加入を断られた。担当の保

険外交員から無礼な対応を受けた。就職応募の面

接で冷遇された 

・職業について行けない。障がい者はいらないと言

われた 

・見た目は健康、調子が悪くない限りはどこが悪い

か周りは分からないから嘘をついてるのでは？と

思われる事 

・知的障がい者と間違われた 

・補聴器をつけているので声が大きいと言われる。

膝が悪いので誘ってもらってもついて行けない 

・見た目が一般の方と一緒のため、障がいがあるよ

うに見えず、やれない事を言うとやりたくないか

ら嘘を言っていると言われ、悪者扱いされてしま

う。電車でヘルプマークをつけていても「何でも

ないのにつけている」と言われる。なので、ヘル

プマークをつけれない。 

・療育をしている事を隠し続けていて疲れた 

・通院などで、自家用車で行った時に身体障がい者

専用駐車場にマークをつけていない車が停めてあ

り、駐車出来ない事が多々あった。状況がわから

ず大声を出したら「うるさい」と言われた。荷物

を持って妻が車椅子を押していても手伝ってくれ

る人がいない 

・スーパーなどで買い物中、車イスやカートにぶつ

けられたり、前に割り込まれて身動きが取れなく

なったりする。通路が狭くて車椅子が入れない事

も多い 

・近隣の方に挨拶しても無視される 

・給食の時、お茶をベッドより遠くにおいて飲めな

いようにする。ベッドの食卓をぐっと下げたりあ

げたりする。配膳が無いのでボタンを押して「ま

だか？」と尋ねたら「食べたでしょ」と、私がボ

ケているように言われた 

・先日水泳教室のキャンセル待ちの申し込みに行き

ました。小１の息子は発達障がいはありますが知

的障がいではなく障がいも軽度です。今までにも

体操、ダンス、英会話の習い事をしてきましたが

先生の指示を聞いて皆と同じ様に行動する事も出

来、理解力は年相応にあります。保育園でも特に

加配もなく過ごしてきました。ただ友達とのコミ

ュニケーション能力に心配があり４月に転居して

きたため、誰も知人がいない場所での生活に適応

できるかが心配で小学校では支援クラスがとても

充実しているので支援クラスでの就学を決めまし

た。他の学校なら支援クラスは選びませんでした。

申し込みの時に支援クラスの子だという事で何度

も水泳は命の危険が伴うスポーツだという事を言

われ、体操教室でも学校でも先生の指示で動けて

いるし危険な事は怖がらないと伝えましたが、体

操は怪我ですむが水泳は命の危険が伴うと念押し

で言われ、障がいのある子は受け入れ拒否の勢い

でした。結局キャンセル待ちに申し込めましたが

最後に事務所の中に響き渡るくらいの大きな声で

命の危険がある事を承知して申し込むように念を

押されました。そんなに受け入れたくないなら申

し込む時に全員チェック表でも渡して受け入れの

有無を決められるようにしたらいいのに、と大変

不愉快でした 
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(5) 障がい者福祉の理解を深めるために必要なこと 

障がい者福祉の理解を深めるために必要だと思うことをたずねたところ、「特にない」を

除くと、「小・中学校での福祉教育の充実」が18.9％と最も高く、次いで「支援グループの

育成」（17.9％）、「障がい者自身の積極的な社会参加」（17.0％）などの順となっています。 

年齢別にみると、０～17歳は「小・中学校での福祉教育の充実」が過半数を占めていま

す。また、年齢が高くなるにしたがい、「スポーツ・文化活動等での障がい者と地域との交

流」「小・中学校での福祉教育の充実」が低くなる傾向にあります。 

障がいの種別にみると、身体障がいは「支援グループの育成」、知的障がい、難病および

発達障がいは「小・中学校での福祉教育の充実」、精神障がいは「支援グループの育成」「小・

中学校での福祉教育の充実」がそれぞれ最も高くなっています。 

平成26年調査と比較すると、全体では「小・中学校での福祉教育の充実」が5.8ポイン

ト高くなっています。また、発達障がいの「スポーツ・文化活動等での障がい者と地域との

交流」「障がい者自身の積極的な社会参加」が低下、「支援グループの育成」が上昇しており、

それぞれ10ポイント以上の差があります。 

その他として図表１－110の内容が記載されていました。 
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図表１－109 障がい者への理解を深めるために必要なこと（２つまで） 

単位：ｎは人、他は％ 

 

 

 

 

区  分 ｎ 

ス
ポ
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・
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流 
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た
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演
会
の
開
催 

小
・
中
学
校
で
の
福
祉
教
育
の

充
実 

障
が
い
者
の
活
動
の
積
極
的
な

Ｐ
Ｒ 
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ル
ー
プ
の
育
成 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成 

障
が
い
者
自
身
の
積
極
的
な
社

会
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加 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
広
報
誌
等
に

よ
る
Ｐ
Ｒ 

特
に
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

平
成
26
年 

障

が

い 

身 体 障 が い 328 11.9 8.5 10.4 6.4 19.5 9.5 16.8 7.6 26.8 3.0 16.8 

知 的 障 が い 52 23.1 13.5 26.9 5.8 17.3 11.5 25.0 3.8 19.2 3.8 3.8 

精 神 障 が い 140 10.0 7.1 10.0 4.3 16.4 7.9 15.0 6.4 30.0 5.7 17.9 

難 病 86 5.8 4.7 16.3 5.8 24.4 15.1 17.4 12.8 14.0 2.3 17.4 

発 達 障 が い 37 29.7 10.8 37.8 5.4 10.8 10.8 24.3 2.7 2.7 2.7 13.5 

令 
 

 
 

和 
 

 
 

元 
 

 
 

年 

年

齢

別 

０ ～ 17 歳 56 17.9 10.7 58.9 1.8 26.8 7.1 17.9 3.6 10.7 1.8 1.8 

18 ～ 39 歳 95 14.7 8.4 23.2 7.4 15.8 12.6 16.8 10.5 28.4 8.4 6.3 

40 ～ 64 歳 182 12.6 9.3 20.3 10.4 18.1 12.6 19.8 6.6 19.8 8.2 9.3 

65 歳 以 上 353 9.3 7.6 10.5 3.1 16.7 10.8 14.7 6.8 33.4 1.1 17.6 

障 
 

が 
 

い 

身 体 障 が い 347 10.4 8.9 13.8 4.6 18.2 8.6 17.3 6.6 31.4 2.9 13.8 

 視 覚 障 が い 30 3.3 6.7 16.7 3.3 10.0 10.0 10.0 - 43.3 6.7 16.7 

 聴 覚 障 が い 28 7.1 14.3 10.7 3.6 7.1 7.1 7.1 7.1 42.9 3.6 21.4 

 平衡機能障がい 9 11.1 11.1 33.3 - 22.2 - 33.3 22.2 33.3 - - 

 言 語 障 が い 13 - 15.4 30.8 7.7 23.1 23.1 7.7 7.7 - - 23.1 

 上 肢 障 が い 62 8.1 3.2 16.1 6.5 24.2 12.9 24.2 8.1 24.2 - 12.9 

 下 肢 障 が い 141 11.3 8.5 14.2 7.1 22.7 12.1 21.3 7.1 24.1 3.5 12.8 

 体 幹 障 が い 58 15.5 12.1 15.5 8.6 25.9 6.9 20.7 5.2 25.9 1.7 19.0 

 内 部 障 が い 115 7.8 8.7 9.6 3.5 18.3 6.1 15.7 8.7 35.7 1.7 14.8 

知 的 障 が い 73 19.2 9.6 28.8 8.2 23.3 12.3 21.9 9.6 16.4 2.7 9.6 

精 神 障 が い 195 10.3 7.7 17.9 6.2 17.9 11.8 16.4 6.2 28.7 8.7 9.2 

難 病 85 12.9 9.4 21.2 8.2 15.3 16.5 12.9 9.4 24.7 2.4 14.1 

発 達 障 が い 84 13.1 6.0 38.1 4.8 22.6 9.5 14.3 6.0 23.8 3.6 4.8 
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図表１－110 障がい者への理解を深めるために必要なこと（２つまで、その他） 

・各障がい者の気持ちを知るため、体験講座をする。 

・小学校低学年からの教育が必要 

・軽度の障がい者への心遣い・あり方を学校教育で

も考えてもらえれば 

・高校での発達障がい者に対する理解 

・教育者の育成 

・役場職員のスキルアップ 

・地域の人たちとの積極的な交流 

・障がい者が活動しやすいようなインフラの整備。

周囲の方の障がい者そのものに対する理解 

・内部障がい者への理解。見た目による判断をしな

いようにしてほしい 

・正しく理解する事 

・スマホの動画とか、人気タレントによるＰＲ 

・障がいをもっていても普通に生活できるような設

備などが充実していること 

・便利な生活が出来る大通りの整備 

・タクシーチケットがほしい 

・商業施設では、障がい者駐車場があるが企業では

見かけない。障がい者がもっと外出する機会を増

やす案として手帳配布提示で割引にする。家族と

出かける機会につながれば 

・健常者には無理だ。自分もそうだった 

・家族にも理解できない。自分が強くなるしかない 

・無理だと思う。人はほぼ自分の事しか考えていな

い。健常者に理解できるはずなどない 

・わからない 

・今は思いつきません。すいません 

 

(6) 暮らしやすくなるために必要なこと 

暮らしやすくなるために必要なことについてたずねたところ、身体障がいおよび難病は「外

出しやすい環境や交通機関」、知的障がい、精神障がいおよび発達障がいは「障がい者に対

するまわりの人の理解」がそれぞれ最も高くなっています。それ以外では、身体障がいおよ

び難病は「気軽に支援を求めることができる環境」、知的障がいおよび発達障がいは「障が

い者が働けるところ」、精神障がい者は「外出しやすい環境や交通機関」が25％以上の高い

率となっています。 

平成26年調査と比べると、身体障がい、精神障がいおよび難病は「外出しやすい環境や

交通機関」、発達障がいは「入所施設」「一般就労のための訓練」が上昇し、難病は「気軽に

支援を求めることができる環境」、発達障がいは「障がい者が働けるところ」が低下してい

ます。 

その他として図表１－112の内容が記載されていました。 
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図表１－111 暮らしやすくなるために必要なこと（３つまで） 

区  分 
平 成 26 年 令 和 元 年 

身体 知的 精神 難病 発達 身体 知的 精神 難病 発達 

ｎ 328 52 140 86 37 347 73 195 85 84 

家事の援助 10.4 13.5 13.6 10.5 5.4 15.3 8.2 16.9 14.1 4.8 

入浴・排せつ・食事等の介護 11.9 11.5 5.0 16.3 2.7 17.3 4.1 7.2 11.8 6.0 

外出（買い物・映画等）の支援 6.1 3.8 8.6 5.8 8.1 11.8 13.7 14.4 11.8 7.1 

外出しやすい環境や交通機関 20.7 5.8 13.6 14.0 16.2 31.1 15.1 26.2 31.8 22.6 

障がい者福祉に関する情報提供 10.1 3.8 12.9 12.8 10.8 9.5 9.6 5.1 7.1 9.5 

コミュニケーション支援の充実 6.4 5.8 2.9 5.8 13.5 3.2 11.0 4.6 4.7 10.7 

相談支援の窓口 13.1 7.7 15.7 19.8 8.1 9.5 8.2 17.9 10.6 14.3 

日中の居場所の確保 4.9 11.5 5.7 5.8 2.7 6.3 11.0 9.2 4.7 7.1 

リハビリ訓練の場所 12.2 9.6 4.3 14.0 5.4 11.2 11.0 3.1 5.9 3.6 

スポーツ・レクリエーション・教育・文
化活動の機会 

6.1 5.8 1.4 1.2 8.1 5.8 4.1 7.2 3.5 6.0 

ケアホーム・グループホーム 5.8 25.0 2.1 3.5 10.8 2.6 19.2 3.6 5.9 7.1 

入所施設 17.4 25.0 10.7 16.3 5.4 16.4 23.3 9.7 10.6 16.7 

障がいに対応した設備のある住宅 6.7 9.6 5.7 8.1 13.5 9.8 6.8 5.1 11.8 7.1 

障がい者が働けるところ 12.8 34.6 18.6 16.3 48.6 10.1 27.4 21.0 20.0 31.0 

一般就労のための訓練 1.8 5.8 3.6 3.5 5.4 3.2 12.3 9.2 2.4 17.9 

福祉的就労の場 2.7 11.5 5.7 3.5 5.4 0.9 5.5 4.1 3.5 7.1 

障がい者に対するまわりの人の理解 21.6 42.3 40.7 25.6 45.9 23.3 42.5 37.9 22.4 48.8 

気軽に支援を求めることができる環境 22.6 17.3 30.0 39.5 24.3 25.1 23.3 22.1 28.2 23.8 

その他 1.5 - 4.3 - 2.7 1.2 1.4 4.6 - 3.6 

特にない 11.6 5.8 10.0 3.5 2.7 10.1 2.7 11.8 16.5 7.1 

無回答 10.1 1.9 14.3 12.8 13.5 6.9 5.5 6.7 5.9 4.8 

 

図表１－112 暮らしやすくなるために必要なこと（３つまで、その他） 

・福祉行政の人材の質 

・専門教育者の充実 

・職員が多くいる事 

・お金の支援。歯磨きの支援、介助 

・医療費の経済的支援 

・人のうわさをしない。誤った情報を流さない 

・地域の人たちと常時交流出来る場所と機会 

・特別支援学校に入れないが普通の高校ではついて

行けない人たちの高校がほしい 

・アシストスーツなどの未来技術 

・出来れば自宅で最期が望ましいが、先の事は分か

らない 
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暮らしやすくなるために最も必要なことの上位３項目は、障がい別にみると、身体障がい

は「外出しやすい環境や交通機関」（20.0％）が最も高く、次いで「障がい者に対するまわ

りの人の理解」（13.1％）、「入浴・排泄・食事等の介護」（12.0％）の順となっています。 

知的障がいは「障がい者に対するまわりの人の理解」（25.0％）が最も高く、次いで「入

所施設」「気軽に支援を求めることができる環境」（16.7％）、「一般就労のための訓練」（8.3％）

の順となっています。 

精神障がいは「障がい者に対するまわりの人の理解」（26.5％）が最も高く、「障がい者

が働けるところ」（15.3％）、「外出しやすい環境や交通機関」（11.2％）の順となっていま

す。 

難病は「障がい者が働けるところ」「気軽に支援を求めることができる環境」（16.3％）

が最も高く、次いで「障がい者に対するまわりの人の理解」（14.0％）、「外出しやすい環境

や交通機関」「入所施設」（9.3％）の順となっています。 

発達障がいは「障がい者に対するまわりの人の理解」（25.5％）が最も高く、次いで「入

所施設」（14.9％）、「障がい者が働けるところ」（12.8％）の順となっています。 

いずれの障がいも「障がい者に対するまわりの人の理解」が高い率です。 

平成 26 年調査と比べると、知的障がいの「障がい者が働けるところ」、発達障がいの「障

がい者に対するまわりの人の理解」が低下、精神障がいの「外出しやすい環境や交通機関」、

発達障がいの「入所施設」が上昇し、それぞれ 10 ポイント以上の差があります。 
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図表１－113 暮らしやすくなるために最も必要なこと 

区  分 

平  成  26  年 令  和  元  年 

身体 知的 精神 難病 発達 身体 知的 精神 難病 
発達 

ｎ 155 31 70 48 21 175 48 98 43 47 

家事の援助 5.8 3.2 ③5.7 4.2 - 8.6 2.1 9.2 4.7 2.1 

入浴・排せつ・食事等
の介護 

7.7 3.2 1.4 ③10.4 - ③12.0 2.1 3.1 4.7 - 

外出（買い物・映画等）
の支援 

1.3 - ③5.7 - - 1.1 4.2 2.0 4.7 2.1 

外出しやすい環境や
交通機関 

11.0 - ②7.1 8.3 ②9.5 ①20.0 6.3 ③11.2 ③9.3 6.4 

障がい者福祉に関す
る情報提供 

3.9 - ②7.1 4.2 ③4.8 2.3 2.1 - - 6.4 

コミュニケーション支
援の充実 

1.3 3.2 2.9 - ②9.5 1.1 - 1.0 - 4.3 

相談支援の窓口 5.2 3.2 4.3 6.3 - 5.7 - 4.1 4.7 4.3 

日中の居場所の確保 1.9 - 4.3 6.3 ③4.8 1.7 - 3.1 4.7 - 

リハビリ訓練の場所 3.9 - - 2.1 - 3.4 2.1 1.0 4.7 2.1 

スポーツ・レクリエー
ション・教育・文化活
動の機会 

1.9 3.2 - - - - - 1.0 - - 

ケアホーム・グループ
ホーム 

1.9 6.5 - - ②9.5 1.1 6.3 3.1 - 2.1 

入所施設 ①15.5 ②22.6 ②7.1 ③10.4 - 9.1 ②16.7 4.1 ③9.3 ②14.9 

障がいに対応した設
備のある住宅 

4.5 6.5 4.3 2.1 ③4.8 4.6 2.1 - 7.0 - 

障がい者が働けると
ころ 

7.7 ③12.9 ③5.7 6.3 ③4.8 4.6 2.1 ②15.3 ①16.3 ③12.8 

一般就労のための訓
練 

0.6 - 1.4 - - - ③8.3 2.0 - 8.5 

福祉的就労の場 - 3.2 1.4 - ③4.8 - 4.2 - - 4.3 

障がい者に対するま
わりの人の理解 

②12.9 ①32.3 ①32.9 ①20.8 ①42.9 ②13.1 ①25.0 ①26.5 ②14.0 ①25.5 

気軽に支援を求める
ことができる環境 

③12.3 - ②7.1 ②18.8 ③4.8 10.9 ②16.7 9.2 ①16.3 2.1 

その他 0.6 - 1.4 - - 0.6 - 4.1 - 2.1 
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Ⅲ 自由意見 

(1) 全般 

○アンケート集計お疲れ様です。もちろん集計も大切ですが、個人個人がその時々に悩むこ

とに寄り添っていただけるといいと思います。線引きが難しいですが寄り添う姿勢を持て

る場所が多いといいと思います。 

○今後障がいや病気などで困っている私たちが、年齢を重ねていくうちにだんだん日常生活

に不安や支障が出てくるので改善してもらえると嬉しいです。 

○先人達が守り育てて下さった豊かな大口町。一層豊かに全てが充実した町にして下さい。 

○今のところ、自分の事は自分でと思っています。出来なくなったら家族に迷惑かけないよ

う、福祉ボランティアなどを利用したいと思います。自分の収入で出来る程度で。 

○もっと障がい者が表に出られるような活動の支援が必要だと思います。 

○いつもありがとうございます。皆さんのおかげで生きていけます。 

○福祉に対する補助が他の市町村よりも遅れている。 

○人によっては友人でも私の病気のせいで距離をおかれ悲しい思いもします。主人や古い友

人は優しく接してくれるので救いになっています。新しいコミュニティでは自分がどうし

たらいいのかわからなくて。いろいろやりたく思ったりもしますが自宅での生活が今では

楽に思っています。 

○安定した就業が出来ないと安定した収入も生活も難しく、それが病状に悪影響と悪循環を

もたらしていることを痛感し続けています。福祉制度の対象外となる傷病や歯周ケアなど

は受診するのをためらったり諦めたりしています。以前より症状もQOLも回復向上しつ

つありますが世間周囲の無理解、冷遇拒絶が重なり安定就業、安心感を得られず更なる向

上を目指して踏み出す意欲が萎えてしまいます。支援を要望することさえ高望みの甘えで

はないのかと自問しています。 

○毎日楽しく生活できるよう精神的なサポート。 

 

(2) 交流 

○地域の人々と積極的な交流が出来る環境が出来るといい。 

○私が住んで居る棟は顔を合わせると挨拶だけでなく「体はどう？」と気にかけてくれます。

元気で今まで手術をしたこともなかったのに、心臓のペースメーカーとカテーテルの手術

までして、私自身怖くて辛い日が続いてきましたが、「何かあったら電話してね」と気に

かけてくれる方がいらして元気が出てきました。本当にありがたいと思っています。 
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(3) グループホーム・ケアホーム 

○自閉症の重度、親は70歳です。先のことを思うと通う入所施設利用より、町内に重度で

も利用できるグループホームができればと考えます。 

○グループホームができて嬉しいです。でも今回は入れませんでした。親が老いてなかなか

会えなくなっても同じ町内のグループホームに住むことができれば、少しでも様子が分か

るし何かあっても兄弟にみてもらうことができます。今後もっと増えたらいいと思います。

親なき後、自立して生活できる支援を考えていただきたいです。 

○障がいの重い重複障がい者の将来が大変不安です。施設入所しかないと思っても町内に施

設はありません。近隣の施設もいつ空くのか、入れるのか分かりません。現在は障がい者

も地域で暮らすことが主流となりつつあり、グループホームの建設も増えています。重い

障がいのある人も入れるような日中サービス支援型グループホームのようなものが、この

町でも検討されることを切に願います。重い障がいがあっても地域で暮らし続けさせてあ

げたいです。 

○大口町にグループホームがないので是非実現してほしい。近隣の市・町に比べて障がい者

に対しての対応が遅れていると思う。施設が不十分。 

 

(4) 入所施設 

○介護７年目に入り、現在はさくら荘に短期入所しています。主人は、話は出来ますが、体

が動かなくなりました。さくら荘はいつまでもいられません。大変困っています。大口町

御桜の里へ入所したく、４月から申し込み、何度もお願いしております。判定会議にも上

がっていません。遠方の施設へは来年から車の運転を中止致します。私の最後の願いは今

まで５年間ショートステイでお世話になった御桜の里へ早く入所出来ればこんな幸せはあ

りません。主人も喜ぶと思います。どうかいい方法を教えて下さい。 

○犬山に妹がいるが主人も「ゆとり」に入所しており、自身も大変なため2人で暮らせる入

所施設に入れるといいと思っている。 

○私自身、耳が聞こえず動けなくなった時、息子に世話になるのは大変なため、施設に入所

できることだけを考えています。息子には頭が下るくらいよくしてもらっています。それ

だけに、寝込むとこれ以上大変になりますので施設に入所できる事を望んでいます。 

○町立の高齢介護施設を作って頂きたい。現存の施設は個人で作られたものが多く、結局は

営利が目的であり、利用者の利益を第一に考えていない傾向が強い。故に、介護を目指す
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公立の施設を作っていただきたい。これからを生きる青少年にだけではなく、人生の終章

を迎える人も大口町で人生を終えたいと思える町づくりをお願いしたい。 

○グループホームはできたけれど入所施設が町にできるよう要望したいです。他の町・市に

入所を勧めないで。地元にあれば安心して暮らせます。遠方の場合、車に乗れなくなった

ときの送迎ができなくなるので是非ほしいです。 

 

(5) 就労 

○町内に就労移行支援施設があるといい。もしくは就労、その継続について相談できる場が

あるといい。 

○障がい者というだけで就職できないし、うちの会社は採用していないという事を言われま

した。大口町は、福祉関係は整っている割に就職先が無いし企業の理解が薄いです。生活

面でも苦悩が続く日々です。改善できる所は改善してほしいです。 

○2年間仕事が見つかりません。自死も考えます。シルバーセンターでもカート運びしかあ

りません。大口町にはたくさんの大中小企業があるのに雇ってくれません。苦しい町です。

41号線を広げるなら障がい者にもっと税金を使ってほしい。 

○障がい枠の就労では十分な賃金が得られないため、一般でいろんな不都合が生じるのを我

慢しながら仕事をしている。非課税までは行かない低所得、仕事が出来れば障害年金もも

らえない。中途半端な状態で苦労している。 

○困っていることです。一般の人と同じ仕事をしてきましたが、体調不良で退職せざるを得

ませんでした。正社員として働くことは大変ですが正社員として働きたいです。将来への

不安は収入、年金などです。障がい者枠で働くことも考えいますが、近くで募集があるか、

あったとしても採用されるのか不安です。 

○発達障がいの軽い方が、障がい者として理解されて、大口町の会社で就職でき、定年まで

サポートしていただけるようなシステムがあるといいです。大口町に住んでいてよかった

と思えるような、安心して親があずけられるような、そんな町づくりをして欲しいです。 

○障がいの状況は個々それぞれであり、外見では障がい者と分からない人もいる。会社で働

く方々は、周囲や上司総務人事担当者などが障がい者への理解が無い場合が多く、行政担

当者から働く方々の意見を取り上げ、会社訪問し、環境や聞き取りなどが必要。町として

福祉支援の内容が分からない。大口町の独自発想として障がい者駐車場利用マナーとして

見守る活動をイオンさんの活動を参考に実施してほしい。 

○世帯主が障がい者になり収入が少なくなり、生活が苦しい。子どももバイトをしたり配偶
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者の負担が増加しています。私はA型事業所で働いていますが、一日4時間労働です。時

間をもっと増やして欲しい。そして1か月の休日が現状8日間を完全週休体制にしてほし

い。年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みがある月は土曜日がほぼ出勤になります。

６勤２休は障がい者の身体には負荷がかかります。福祉法の改善が望ましいです。 

 

(6) 日常生活の支援 

○1人暮らしの方は大変だと思いますが、家族がいても毎日働いているとなかなか時間があ

りません。物を動かす、掃除、衣替えなど、入院したりして体力も衰え大変です。病気や

身体障がい1級など、級によって掃除、移動などやってもらえるとありがたいです。月1

回、2か月に1回など介護保険で使えるとありがたいです。入院したりすると、体力が無

くなり、年をとってくるとなおさら大変です。少しずつやっても後で熱が出て入院になっ

てしまいます。このアンケートが障がいの改善に少しでも役立つ事を願っています。 

○電話予約、電話質問が出来ないので周りの人に頼まないといけない。もしくは行く。この

手間が辛い。時間がかかる。子どもがいてスムーズに動けないため、システムを作って難

聴の人でも家で出来るようにしてほしい。 

○膀胱機能障がいのため、導尿が必要な子を育てています。今は保育園に通っていて看護師

さんがいて下さるので安心ですが就学してからの事が心配です。自ら子どもが導尿をする

「自己導尿」が出来るようになったとしても、時間を守って導尿できるか衛生面は大丈夫

かな？など気になる点があります。時間ごとの声掛けや見守りなど学校で対応していただ

けるとありがたいと思っています。 

 

(7) 相談・情報提供 

○父親の死後、葬式や相続に必ず困ることが分かっている。大口町役場で、精神障がい者で

も分かりやすく相続を相談できる課が必要です。後見人なんてまっぴらごめんです。福祉

課があるが福祉が主な仕事で相続はよく分かっていないと思う。福祉課でも相続を分かり

やすく気軽に相談できるといいと思う。福祉課で相続のケースバイケースで相談出来る所

を教えて下さい。 

○大口町は健康保険証や障害者手帳、自立支援証などの更新のお知らせが届かないのでそこ

を直して欲しいです。期限の来る2か月前くらいに、お知らせを郵送してもらえるといつ

も気にかけていなくても済むので助かります。 

○私も1人暮らしですが、友だちがいるので足らない所を教えてもらって頑張っています。
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携帯電話とかパソコンが使えないのでこまめな情報が欲しいです。 

○情報をいろいろ発信されているとは思いますが、数あるパンフレットなどの一部での掲載

が多く、しかも小さい。自分のところにダイレクトに届く情報があれば嬉しい。 

○親亡き後の暮らしについて話を聞いてみたい。障がいの程度別に生活の様子を聞いてみた

い。障害者年金など経済的なことを知りたい。本人が継続的に相談に行ける場所、窓口は

どこか知りたい。 

○尾張北部権利擁護支援センターが開所したことを、アンケートを見て知りました。こうい

う情報を知る場があると良いと思いました。 

○社協のケアマネが積極的に相談に乗り支援して下さり助かっています。 

○受給証を発行したい。手続きを教えてほしい。詳細の書類を送って下さい。 

 

(8) 交通 

○現在は自家用車で病院へ行っていますが、免許を返納した後の対策をどうしたらよいか考

え中です。今の所は子どもに病院まで送ってもらうしか方法が無いところです。今後は高

齢であるためタクシーの利用も必要ですのでよろしくお願い申し上げます。勝手な希望を

書き申し訳ありません。 

○精神２級でもタクシーチケットが欲しい。病院に行くのに困っている。他の市町村では精

神２級でも出ている。大口町は財源があるというのに１級しかダメだと言っている。２級

にも病院に行くためにタクシーチケットを出して欲しい。税金をもっと障がい者のために

使ってほしい。実際に病院に行くのに困っている。 

○精神２級でもタクシーチケットがあるといいと思います。 

○車に乗れなくなった時、生活をするのに大変だと思います。１番は病院等です。 

○コミュニケーションバスが日中もっと使いやすいといいと思います。 

○大口町のコミュニティバスは障がい者であっても有料です。犬山市のように無料にして下

さい。 

○外出するにしても交通機関がない。大口町コミュニティバスにしろ30分に1本くらいあ

ると通勤もしやすくなるのにと思います。他に乗り物がないので大口町のバスくらいは本

数があるといいなと思います。歩道もバスからおりて1歩足を踏み出したら蓋のない溝。

落ちて怪我もしました。2回目は別のところで歩道を歩いて帰る途中1.5メートルくらい

ある溝に落ちて大水の出る時でしたがなんとか這い上がる事が出来ました。大口町は交通

機関が無いのと道路の整備が悪いです。 



 104 

 

○ペースメーカーを入れています。買い物とか病院へ行くときに子どもや主人がいないと移

動手段が無く大口町ではタクシー券がでませんから大変です。私は足も痛くて歩くのが辛

いです。 

○コミュニティバスが通勤に利用できるくらいの時間帯に本数があれば良いと思う。 

○市バス、地下鉄は半額である。コミュニティバスも半額または、毎日通勤に使用する場合

は定期があると便利。名鉄も半額に。全ての障がい者に対して。 

○町バスの充実をお願いします。 

○外出するときコミュニティバスがあるが本数が少なくて不便。やむなくタクシーを呼ぶが

高額になって収入の少ないものにとっては大変。歩けるところは歩いて行くが障がいがあ

って杖を利用しているので時間がかかる。将来車椅子になったらどうするのだろうと考え

る。 

○車の運転をやめる決心はついてますが、外出の時に不便になるのが心配です。若い者は仕

事で当にならず交通の便は悪いしタクシー使えるほど金は無いし暗い気持ちになってます。

大口町の外へ出れる交通手段が何かあればと思います。 

○足が不自由ですのでタクシー利用が多いです。主に犬山タクシーさんにお願いしています

が、運転手の方々が親切で助かっています。町内のバスの運転手さんももう少し優しくや

っていただけるとありがたいです。 

○外出の手段が無い事は切実に問題です。料金が上がってもコミュニティバスの増発してほ

しい。 

○外出が容易に出来るよう「タクシー券」や「自転車税及び取得税」の減免があるといいと

思います。 

○町バスの数の充実をお願いしたい。 

○特定医療費受給者証を持っていて大口町外出支援サービス助成券を使わせていただきうれ

しいのですが、タクシーの運転手から「手帳を持っていますか」と聞かれるのですがどう

なのでしょうか？ 

○タクシー料金の助成を受けたいのですが大口町からは住所が犬山に移動したからと言われ、

犬山市からは、私（母親）の扶養に入っているからと断られました。犬山駅からタクシー

で片道2,000円かかります。土・日曜日はコミュニティバスも走っておらず、行きは１

人なので歩きます。タクシー券があるととても助かります。何とかならないでしょうか。 

○巡回バスの運転手さんでまだソフトをしっかり知らない方がみえる。 
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(9) 災害 

○聴覚障がいのため、災害時の情報が分かりづらいので分かるようにしてほしい。例えば食

事の配給、日用品の支給など。聞こえないがゆえに出遅れるとか多々あると思う。そこの

ところを配慮してほしい。 

 

(10) 療育・教育等 

○発達障がい（自閉症スペクトラム）と診断されている子の母親です。教育現場で発達障が

いを本人の甘えと捉える教員がまだまだ多いと感じています。専門家の方に普通級の先生

方に向けて「発達障がいの子に優しい教育＝すべての子に優しい教育」であることをもっ

と教えてあげてほしいと思います。知らない人、知ろうとしない人が多すぎます。未来あ

る子ども達のために。 

○拡大教科書など特殊な教科書の見本が各学校にあると嬉しい。 

○母子手帳に発達障がいについて書いてあると良かった。息子が子どもの頃にとても苦労し

ました。 

○発達障がいに対して専門的な知識をもった教育者が充実されて、児が教育を受けるシステ

ムづくり。 

○学校での差別がなくなるような十分な道徳教育を行う。 

○保健師さんは多忙で人手が足りていないせいか、障がいを持っている子のケアはパンダ教

室、保育園、小学校に任せっきりで積極的に関わろうとはしていないと思う。 

○発達障がいを自覚していないため、他人に迷惑をかけている子どもが多い。簡易な発達検

査を専門医が入学前に必ず行うようにした方が良いと思う。学校の先生などは専門知識が

ないため、障がいがあると思っても親が認めず医療機関を受診する事が無くそのままにな

ってしまい周りも数年後の本人も困る事になる。発達検査が任意ではなく必須になるとい

いと思います。 

○この春転居してきましたが、大口町は子育て世帯にも発達障がいのある息子にとってもと

てもいい環境だと思い、いいところに来れて、子どものためによかったと思っています。

嫌な思いをしたこともありましたが、ウィル大口主催の土曜学級、体育教室、まだ体験の

みですが多種目スポーツはどれも子どもが喜んで参加しています。障がいにも程度があり

比較的軽度ならば特に問題なく習い事も出来るので、教室の方で受け入れに不安があれば、

事前に注意点をチェック表にして「これが出来なければ受け入れは出来ません」など、受

け入れの目安となるものがあるといいと思いました。 



 106 

 

○保育園に通っていたころ、保護者は仕方ないとして先生に発達障がいの知識が無く子ども

本人も私もとても大変な思いをしました。重度障がい者向けのサービスはたびたび見かけ

ますが軽度の子のためのサービスはとても少なくこれまでに様々な所に出向いて相談して

きております。小学校の支援級に入ってようやく居場所を見つけたようですが、最近では

支援の必要な児童が増えていく中、教員や支援員がどう見ても足りていないため不安が大

きいです。教育委員会からは足りていると言われましたが毎日学校の様子を見ているもの

としては上の人の判断で決められてしまう事の多さに疑問を感じています。 

 

(11) 経済的支援 

○障害年金を上げてほしい。鬱がひどくて働ける状態ではないのに月10万程では生活でき

ない。それを苦に自殺してしまう人もいると思う。国に殺されている人がいることを忘れ

ないでほしい。精神病は本当に辛い。子どもがいるから自殺したくても出来なくて辛い。 

○大口町は障がい者自動車運転免許取得費助成事業を行っていないので検討してほしい。 

○施設は高額なので、お金などの援助が欲しいです。気になる事があるが相談するところが

ない。 

○毎月病院へ行きたいが、医療費の負担が大きいため行けない。医療費がもっと安くなって

ほしい。どんどん上がっていくのはおかしい。 

 

(12) 医療 

○6年前母は、背骨の骨折からリハビリをして自分の足で押し車を押して家の中でトイレ、

食事、洗面まで1人で出来るまで回復しました。しかし、一昨年太ももに出来た肉腫によ

り約1年寝たきりになり、結局特養に入所しました。肉腫をとって病院を退院して6年前

の時みたいにリハビリの出来る病院に転院出来ていたらまた前みたいに家の中でトイレ、

食事、洗面を自分の足で歩いて出来ていたと思います。今の制度では3か月で退院、転院、

自宅、施設、これでは寝たきりの人が増えるばかりだと私は思いました。母は半年前から

名市大の先生による診察、検査に家族で車椅子のまま乗れるレンタカーを借りて通院、そ

の費用も家族の負担となりいつまで続くのか？私たちが年金生活になり重荷です。 

○統合失調症はまだまだ偏見があります。困ったのはやはり歯医者さんでした。先生によっ

てはすごく嫌な態度をされる事もありました。やっと今、江南市内の優しい先生の所でお

世話になっています。 
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(13) 障がい・病気への理解、モラルの向上 

○お互いを理解することが大変な時代になり、一人住まいになったとき障がい者だけではな

く助け合う時代になる事を願っています。必要とされる場があればボランティアでも良い

のでしてみたいです。 

○精神障がい者は他の障がい者に比べて、公共交通機関の割引などの適用が著しく悪くまた、

見た目には分かりづらい障がいのため、ヘルプマークなどの「見た目」になるものを付け

ていないと気付いてもらえない。周りの目や理解については強制する事は出来ませんし、

人それぞれ考えがありますから、仕方がないですが、公共交通に関しては改善支援してい

ただきたいと思っています。 

○会社内で無視や嫌がらせをやめてほしい。上司に相談しても障がい者という事で相手にし

てくれない。また、会社の相談窓口でも相手にしてもらえず、どうしたらいいか分からず

さらに体調が悪くなってしまう。 

○障がい者に対する理解、支援も大変だがやはり一人ひとり違う状況であることを考えてほ

しいと思います。 

○私の個人的な意見ですが、外出先でも障がい者は遊びに来るなとか、邪魔もの扱いを受け

るため、だんだん一人で外出したり文化財の見学などに行く事が出来ません。企業も障が

い者を積極的に採用していますが、発作で倒れたりするとクビになってしまいます。ます

ますストレスが溜まり社会復帰が出来なくなります。ヘルプマーク着用者への理解も必要

です。好んで障がい者になる人はいないのでもう少し周囲の気遣いが必要だと思います。 

○人前で自分の病気（精神病）について発言させられることを強制され、「言いたくない」

と言うとその人はみんなの前で病気の事を言いました。皆に知れ渡り皆で笑っていた。言

わないでと言ったのに。 

○日中一時支援の受給者証があっても、利用したい日にやっていないし、施設もほとんどな

いので全く利用出来ない。なぜ日曜祝日はやっていないのか。学習障がいにもう少し理解

を深めてほしい。 

○理解の無い人たちは私の周りだけだと思いたい。他の障がい者の人たちは幸せに生活をし

ているといいですね。そんな町にして下さい。 

○発達障がいへの偏見を減らす。発達検査を受けるためのハードルを下げる。 

○体にしても精神にしてもはっきり言って理解する事は出来ないと思います。ですが寄り添

って一緒に悩み考え、行動する事は出来ると思います。障がい者も自分を理解し、出来る

事、出来ない事、手伝ってほしい事がちゃんと言えるように。そしてそんな環境が出来た
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らいいと思います。障がい者でもちゃんと頑張って働ける。本人も周囲もそんな環境が出

来たらいいと思います。大変な仕事でしょうがどうか無理せず頑張って下さい。 

○精神障がいはみかけでは普通に見えたりして一般の人にはなかなか理解してもらうのが難

しい。 

○一般企業の正社員（障がい者枠）で働いていると、福祉などの方から「働けているから大

丈夫だね」とか「補助などもろもろ必要ないね」と言われます。ですが働かないと生活が

出来ません。胸が苦しいとかあっても分かってもらえないのが現実。障がい者枠のため、

一緒の仕事内容をしていても給料は他の正社員より低いので子どもを一人育てている私は

いっぱいいっぱいです。見た目で分かる障がい者の方も大変なのはすごく分かります。で

も内部障がいは見た目で分からない分違う意味で大変です。それを分かってほしい。見た

目で判断しないでほしい。内部障がいに対する理解がもっとあるといいなと思います。苦

しんでいますよ。言えないだけで。 

○大口図書館で身体障がい者スペースに駐車したところ、70～80代の高齢男性に「若いや

つがとめやがって、子どもが身体障がい者なわけがない」と怒鳴り声で言われました。身

体障害者手帳を出そうとしたら逃げていきました。医療機器も載せていました。息子は歩

行できますが、吸引が必要になると戻る必要があるため建物の近くにとめています。障が

いも多様化してきて、しかたないとわかっていますが、とても怖かったです。子どもがし

ばらくお年寄りを怖がって近づきませんでした。対応策として、西日本では車のルームミ

ラーに手帳や難病指定の方に車椅子対応スペースを許可するプレートを発行しています。

よく高速のSAやPAで見ます。大口町または愛知県で発行できないか検討していただけ

ないでしょうか。よろしくお願いします。全国的に、愛知県、東京都以外はほとんどある

と思います。 

 

(14) バリアフリー・まちづくり 

○大口町の財政的な体力があるうちに障がい者や高齢者などの社会的な弱者が寄り集まって

住み暮らせる集合住宅や地域を用意していただきたいです。新築でなくても良いので。就

労人口の減少により町役場の職員の看護、介護職員も各種施設職員もインフラ職員もあら

ゆる人材が不足します。そんな時代に我々がバラバラに住んでいては何もかも行き届かず

生活が行き詰まるでしょう。サービス業務をする側も受ける側も効率よく回せるようにす

るためには集まり住むことが必要不可欠であり、財政的体力がある今のうちに始めるよう

お願い申し上げます。 
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○各施設に車椅子のスロープは設置されているがただ設置されているだけで使い勝手が悪い。

道路でも同じ。 

○現在主人が障がい者です。ドクターもデイのスタッフも自宅での入浴は危険なので禁止だ

と言われています。妻である私が車で犬山にあるさらさくらまで連れて行きます。しかし、

それも止めてほしいと言われます。デイではシャワー浴をしていただいておりますが、や

はり浴槽につかりたいみたいです。大口町の福祉会館にあるお風呂ですが健常者向けも良

いのですが障害者向けのお風呂もお願いできないでしょうか？犬山まではとても遠く。 

 

(15) 行政 

○安楽死制度が認められたら、病人も国の財政も医師不足も全てよくならないか。反対の意

見もあると思うけれど医薬品メーカー、政治の利権、大幅な規制改革をしてほしい。政府

予算の見直しなど少子高齢化も分かりきっています。まともな政治をしてほしい。 

○役場の対応が遅い 

○役場へ行った時の女の人の対応が冷たいです。分からなくて行っているのにかえって分か

らなくなります。男の人が細かく説明してくれます。 

○いろいろな制度を最初に教えてくださった福祉課の方々のおかげで不安でいっぱいで心細

かった気持ちが安心感に変わりました。感謝の気持ちでいっぱいです。 

○他市にあるような子どもの「個別支援計画」の作成を希望します。以前、住んでいたとこ

ろでは実施しており子どもが障がいの告知を受けてから（または支援を受け始めたときか

ら）の経緯、各年齢時の悩み、取り組んだことなどを記入し、確か中学生になるまで継続

した支援ができるように先生と保護者が話し合って作成していました。そのような取り組

みができると、どんな子なのか支援する側にも分かりやすいと思います。どんな人でも住

みやすい町になることを願っています。 

○装具とか申請に行ったとき、もう少し使う側の気持ちになってほしいです（修理なども）。

県の考え、予算を家族が知らなければいけないのかもしれませんが窓口の方がワンクッシ

ョンおいてくださる言葉を遣っていただけないものでしょうか。 

○役場の窓口の対応が不適切なことが多い。職員の教育を充実させてほしい。 

 

(16) アンケート 

○このアンケートの目的は何か不明。後見人制度ですか？障がい者がこれだけのアンケート

記入は不可能。個別ヒアリングしてほしい。 



 110 

 

○本アンケートの冒頭に「個人が特定されるような内容が公開されることはありません」と

あるが、公開されなくても職員が役場のデータベースに入れば個人が特定できると考えま

す。情報セキュリティ強化と人的教育の強化を希望します。 

○このアンケートを有効に活用してほしいと思います。 

○入所している方には質問が合わないと思います。 

○項目が多く時間がかかった。冊子のページが多く、折るのが大変だった。返信用の封筒も

大きくしてほしい。 

○特定医療費受給証を持っているのですが、アンケート内容がいつも障がい者に対するもの

でお答えする意味、必要性があるのか疑問です。アンケートの結果も改善案も教えてもら

えませんし必要なのでしょうか？ 

○身体障がいと精神障がいのアンケートを分けてほしい。聞かれている内容の把握、理解が

出来ない。 

○子どもに対するアンケートなのか保護者に対するアンケートなのかどう答えたらよいのか

悩みました。 

○小生の場合、年金生活をしています。家内と生活をしています。息子夫婦がおり恵まれて

います。このアンケートに本当の意見が見つかりません。 

○特定医療費受給証を受けつけ出来ず今は一般人ですがせっかくのアンケートですから書か

せていただきました。ありがとうございました。 

○一応アンケートに回答しましたが、アンケート調査の目的が不明です。今後、超少子高齢

化のため国も自治体も、福祉の予算、サービスを削減、縮小する方針のはずです。大口町

だけこの流れに逆らい、福祉サービスを今より向上させることが出来るのでしょうか。 

○障がい別のアンケートが必要だと思います。 

 

(17) 心配ごと 

○誰もわかってくれない。就労不可。作業所やデイケアなども利用したくない。人と関わる

事が無理だから。家族しか接触してストレスの軽く済む人間がいないから。入院も不可能。

病気が悪化する。1人静かに何の特技も趣味もなく、いつも鬱気味でもお金があれば何と

かなるのに働いたことが無く障害基礎年金は生活保護より全然少ない。死んだ方が良い。

親が死ぬ前に。病気の辛さ、病気で迷惑をかけることに疲れている。 

○現在は大丈夫でも5年10年後が不安に思う。 

○年寄ばかりの生活で今後の事が心配。障がい者年金申し込みの書類を大口役場にもおいて



 111 
 

ほしい。一宮まで行けない。体が弱ってきているので。 

○死にたいです。将来に希望が持てないです。面白くない。楽しくない。生きていても意味

がない。 

○障がいを持つ子の親としては自分が老後介護状態になった場合に不安を覚える。本人は元

より親や支援者へのケアも考えてほしい。 

○親の立場から、精神疾患の場合、手帳を受けている、いないに関わらず見た目で分からな

い場合が多々あるので周りが思う以上に生きづらさを感じていると思います。行政関係の

窓口は担当者が異動で変わる事が多いと、せっかく事情を分かってもらっていてもまた1

からのやり直しになります。とはいっても、一般の所では経済的な問題で足が止まったり

相談をしに行くといっても期間が長くなってくると余計にいろんな事情が分かってくるが

故に足が止まり、どうしたら、と思う事も多々あります。また行っても同じことの繰り返

しと思ってしまいます。自分に何かあったらこの子はどうやって生きていくのだろうと思

います。 

 

(18)その他 

○愛知県は自立支援なのに大口町は精神障がいと違っているが大口町の名称がいじめにあい

やすい呼び方の様に思われます。 

○薬が切れ、医療機関へ通院出来ない場合、代理人が受領できればと思っています。 

○行事が多すぎて特に秋は毎週のようにあり気分転換と言えばいいのですが減らしてもいい

のではないかと思います。 

○よく分からないですけど、通院が出来なく入院していますのでありがたく思っています。 

○今までも現在もやめられないPTA役員が辛いです。迷惑をかけたくないし体調を崩さな

いようにするのが精いっぱいです。 

○11月後半まで江南厚生病院に透析に通っていました。家族の送迎で一日おきに通院して

いましたが11月19日より小牧の江崎外科内科に転院しました。転院の理由は送迎をして

いただける事です。嫁さんの負担が少なくなってホッとしていますが他の科にも外科、眼

科、内科などに通院がありますので結構多忙です。 

○今回初めてだったのであまりお役にたてませんでした。次はもっとお役に立てる回答が出

来るように努力します。 

○いい社会とか判断の仕方が分からない。あまり接点が無いので判断が難しい。 

○特定疾患の更新の時に新規保険証が来るまでに時間がかかり生活費に負担がかかる。生き
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る為に通院は必要。行けば出費がかさむ。毎回なので健康な体に戻りたい。 

○いきいきカードの特典に四季の湯も加えてほしい。 

○障がいの等級の違いによって受けられるサービス、障害基礎年金が受給できないなど、現

在置かれている自分の状況に対しての不平等差が大きい。国民年金だけの人は何事も配慮

に欠けると思う。 
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Ⅳ 調査票 

 

大口町
おおぐちちょう

「障
しょう

がい者
し ゃ

福祉
ふ く し

に関
か ん

するアンケート調査
ち ょ う さ

」ご協力
きょうりょく

のお願
ね が

い 

皆様
みなさま

には日頃
ひごろ

から町政
ちょうせい

にご理解
ご り か い

とご協力
ごきょうりょく

をいただき、心から
こころから

感謝申
かんしゃもう

し上
あ
げます。 

大口町
おおぐちちょう

では、障
しょう
がいのある方々

かたがた
の生活

せいかつ
全般
ぜんぱん

の向上
こうじょう

をめざして、令和
れいわ

２年度
ねんど

に「大口町
おおぐちちょう

障
しょう
がい者

しゃ
ほほえみ計画

けいかく
」等

とう
の見直

みなお
しを行

おこな
います。 

計画
けいかく

を策定
さくてい

するにあたり、その基礎
き そ

資料
しりょう

として、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

、療育
りょういく

手帳
てちょう

、精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉
ふくし

手帳
てちょう

、特定
とくてい

医療費
いりょうひ

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

、自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

（精神
せいしん

通院
つういん

）、
障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

、通所
つうしょ

受給者証
じゅきゅうしゃしょう

（障害児通所
しょうがいじつうしょ

給付費
きゅうふひ

）をお持
も
ちの方

かた
に、

生活
せいかつ

の状 況
じょうきょう

や障
しょう
がい福祉

ふくし
に関

かん
するご意見

いけん
、ご要

よう
望
ぼう
等
とう
をお聞

き
かせいただくため、アンケー

ト調
ちょう
査
さ
を行

おこな
うこととしました。 

質
しつ
問
もん
の数

かず
が多

おお
く、ご負

ふ
担
たん
をおかけすることになり誠

まこと
に恐

きょう
縮
しゅく
ですが、皆

みな
様
さま
にはアンケー

ト調
ちょう
査
さ
の趣

しゅ

旨
し

をご理
り

解
かい

のうえ、ご協
きょう

力
りょく

くださいますようお願
ねが

い申
もう

し上
あ

げます。 
なお、このアンケート調査

ちょうさ
結果
けっか

は公表
こうひょう

させていただきますが、調査票
ちょうさひょう

・返信
へんしん

封筒
ふうとう

とも
無記名
む き め い

とし、統計的
とうけいてき

に処理
しょり

しますので、個人
こじん

が特定
とくてい

されるような内容
ないよう

が公開
こうかい

されることはあ
りません。 

 
令和
れいわ

元
がん
年
ねん

11月
がつ

 
大口
おおぐち

町 長
ちょうちょう

 鈴木
すずき

 雅
まさ
博
ひろ

    

 

【ご記
き

入
にゅう

にあたっての留
りゅう

意
い

点
てん

】 

１．調
ちょう
査
さ
票
ひょう
であなたとしているのは、あて名

な
のご本

ほん
人
にん
です。 

あて名
な
のご本

ほん
人
にん
がご記

き
入
にゅう
できない場

ば
合
あい
は、あて名

な
のご本

ほん
人
にん
がお考

かんが
えと思

おも
われること

をご家
か
族
ぞく
の方

かた
等
とう
が代

か
わってご記

き
入
にゅう
ください。 

２．あてはまる回
かい
答
とう
を選

えら
び、その番

ばん
号
ごう
を囲

かこ
むように○

まる
印
じるし
をご記

き
入
にゅう
ください。 

「その他
た
」を選

えら
んだ場

ば
合
あい
は、具

ぐ
体
たい
的
てき
な内

ない
容
よう
を（  ）にご記

き
入
にゅう
ください。 

３．ご記入
きにゅう

いただいた調査票
ちょうさひょう

は、同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

に入
い
れて、 

令和元
れいわがん

年
ねん

12月
がつ

13日
にち
（金

きん
）までにご投函

とうかん
ください。 

４．調査
ちょうさ

内容
ないよう

で不明
ふめい

な点
てん
などがございましたら、下

か
記
き
にお問

と

い合
あ

わせください。 
【お問

と

い合
あ

わせ
せ

先
さき

】 

大口町
おおぐちちょう

 健康
けんこう

福祉部
ふ く し ぶ

福祉
ふくし

こども課
か

 障
しょう
がい福祉

ふくし
グループ 

郵便
ゆうびん

番号
ばんごう

 ４８０－０１２６ 
住
じゅう

  所
しょ

 大
おお
口
ぐち
町
ちょう
伝
でん
右
ね
一
いっ
丁
ちょう
目
め
３５番

ばん
地
ち
（健康

けんこう
文化
ぶんか

センター １階
かい
） 

電
でん

  話
わ

 ０５８７－９４－１２２２ 
Ｆ Ａ Ｘ
フ ァ ッ ク ス

 ０５８７－９４－００５２ 
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問１ この調査票
ちょうさひょう

に記入
きにゅう

していただくのはどなたですか。（○は１つ） 

１ 本
ほん
人
にん

 ４ その他
た
の家

か
族
ぞく

 
２ 配

はい
偶
ぐう
者
しゃ

 ５ その他
た
（            ） 

３ 親
おや

 
 

あなた（障
しょう

がいのある
か た

方）のお
と し

年やご家族
か ぞ く

などについておたずねします。 

問
とい

２ 性別
せいべつ

はどちらですか。（○は１つ） 

１ 男性
だんせい

 ２ 女性
じょせい

 
 

問
とい

３ 年齢
ねんれい

は何歳
なんさい

ですか。（令和元
れいわがん

年
ねん

11月
がつ

１日
にち

現
げん

在
ざい

）（○は１つ） 

１ ０～５歳
さい

 ５ 18～19歳
さい

 ９ 50～59歳
さい

   13 75～79歳
さい

 
２ ６～11歳

さい

 ６ 20～29歳
さい

 10 60～64歳
さい

   14 80歳
さい

以上
いじょう

 
３ 12～14歳

さい

 ７ 30～39歳
さい

 11 65～69歳
さい

 
４ 15～17歳

さい

 ８ 40～49歳
さい

 12 70～74歳
さい

 
 

問
とい

４ 問
とい

３で「８～14」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

介護
か い ご

保険
ほ け ん

の要介護度
よ う か い ご ど

は何
なん

ですか。（○は１つ） 

１ 介護
かいご

認定
にんてい

は受
う
けていない ５ 要介護

ようかいご
２ 

２ 要支援
ようしえん

１ ６ 要介護
ようかいご

３ 
３ 要支援

ようしえん
２ ７ 要介護

ようかいご
４ 

４ 要介護
ようかいご

１ ８ 要介護
ようかいご

５ 
 

問
とい

５ 現在
げんざい

はどこで生活
せいかつ

していますか。（○は１つ） 

１ 本人
ほんにん

または家族
かぞく

の一
いっ
戸
こ
建
だ
て持

も
ち家

いえ
 

２ 本人
ほんにん

または家族
かぞく

の分譲
ぶんじょう

マンション 
３ 一

いっ
戸
こ
建
だ
て賃

ちん
貸
たい
住
じゅう
宅
たく

 
４ 賃貸

ちんたい
アパート・賃貸

ちんたい
マンション 

５ グループホームなど共同
きょうどう

住宅
じゅうたく

 
６ 福祉

ふくし
施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

 
７ 病院

びょういん
に入院

にゅういん
 

８ その他
た
（                                ） 
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問
とい

６ 問
とい

５で「１」～「４」、「８」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

現在
げんざい

は誰
だれ

と生活
せいかつ

していますか。（○はいくつでも） 

１ ひとりで暮
く
らしている ６ 兄弟

きょうだい
姉妹
しまい

やその配偶者
はいぐうしゃ

 
２ 親

おや
や義理

ぎ り
の親

おや
 ７ 祖父母

そ ふ ぼ
 

３ 配
はい
偶
ぐう
者
しゃ
（夫

おっと
や妻

つま
） ８ その他

た
の親

しん
族
ぞく

 
４ 子

こ
どもやその配

はい
偶
ぐう
者
しゃ

 ９ 友
ゆう
人
じん
や知

ち
人
じん

 
５ 孫

まご
やその配

はい
偶
ぐう
者
しゃ

 10 その他
た
（            ） 

 

問
とい

７ お住
す

まいの地
ち

区
く

はどこですか。（○は１つ） 

１ 秋田
あきた

 ４ 外
と
坪
つぼ

 ７ 上小口
かみおぐち

     10 垣田
かきた

 
２ 豊田

とよた
 ５ 河北

こぎた
 ８ 中小口

なかおぐち
     11 さつきケ

さ つ き が
丘
おか

 
３ 大屋敷

おおやしき
 ６ 余

よ
野
の

 ９ 下小口
しもおぐち

     12 その他
た

 
（        ） 

 

問
とい

８ 収 入
しゅうにゅう

の種類
しゅるい

は何
なん

ですか。（○はいくつでも） 

１ 給与
きゅうよ

・賃金
ちんぎん

 
２ 事業

じぎょう
収 入
しゅうにゅう

 
３ 障害

しょうがい
年金
ねんきん

 
４ 障害

しょうがい
年金
ねんきん

以外
いがい

の年金
ねんきん

（老齢
ろうれい

年金
ねんきん

等
とう
） 

５ 各種
かくしゅ

の手
て
当
あて
て（特別

とくべつ
障害者
しょうがいしゃ

手当
てあて

等
とう
） 

６ 生活
せいかつ

保護
ほ ご

 
７ 財産

ざいさん
収 入
しゅうにゅう

（不動産
ふどうさん

収 入
しゅうにゅう

等
とう
） 

８ その他
た
（                               ） 

９ 収 入
しゅうにゅう

はない 
 

問
とい

９ 問
とい

８で「１」～「８」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

１か月
げつ

の平均
へいきん

収 入
しゅうにゅう

はどのくらいですか。（○は１つ） 

１ 70,000円
えん
未満
みまん

（障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

２級
きゅう
相当
そうとう

） 
２ 70,000円

えん
以上
いじょう

90,000円
えん
未満
みまん

（障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

１級
きゅう
相当
そうとう

） 
３ 90,000円

えん

以上
いじょう

167,000円
えん

未満
み ま ん

 
４ 167,000円

えん

以上
いじょう

250,000円
えん

未満
み ま ん

 
５ 250,000円

えん

以上
いじょう

417,000円
えん

未満
み ま ん

 
６ 417,000円

えん

以上
いじょう
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あなたの障
しょう

がいについておたずねします。 

問
とい

10 障
しょう

がいの種別
しゅべつ

、程度
て い ど

は何
なん

ですか。 

問
とい

10－１ 身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

（重複
ちょうふく

障害
しょうがい

の場合
ば あ い

は総合
そうごう

等級
とうきゅう

）（○は１つ） 

１ １級
きゅう

 ３ ３級
きゅう

 ５ ５級
きゅう

      ７ ない 
２ ２級

きゅう
 ４ ４級

きゅう
 ６ ６級

きゅう
 

 

問
とい

10－２ 療育
りょういく

手帳
てちょう

（○は１つ） 

１ Ａ判定
はんてい

 ２ Ｂ判定
はんてい

 ３ Ｃ判定
はんてい

     ４ ない 
 

問
とい

10－３ 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

（○は１つ） 

１ １級
きゅう

 ２ ２級
きゅう

 ３ ３級
きゅう

      ４ ない 
 

問
とい

10－４ 自立
じ り つ

支援
し え ん

医療
いりょう

受給 者証
じゅきゅうしゃしょう

（精神
せいしん

通院
つういん

）（○は１つ） 

１ 持
も
っている ２ 持

も
っていない 

 

問
とい

10－５ 特定
とくてい

疾患
しっかん

医療
いりょう

受給者票
じゅきゅうしゃひょう

（○は１つ） 

１ 持
も
っている ２ 持

も
っていない 

 

問
とい

10－６ 発達障
はったつしょう

がいの診断
しんだん

（○は１つ） 

１ 受
う
けている ２ 受

う
けていない 

 

問
とい

11 問
とい

10の手帳
てちょう

等
とう

の交付
こ う ふ

、診
しん

断
だん

を受
う

けた年
ねん

齢
れい

は何
なん

歳
さい

ごろですか。（○は１つ） 

１ ０～５歳
さい

 ３ 18～39歳
さい

 ５ 65～74歳
さい

 
２ ６～17歳

さい
 ４ 40～64歳

さい
 ６ 75歳

さい
以上
いじょう

 
 

問
とい

12 障害
しょうがい

支援
し え ん

区分
く ぶ ん

は何
なん

ですか（白色
しろいろ

の「障害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービス受給者証
じゅきゅうしゃしょう

」で確認
かくにん

できま

す）。 

（○は１つ） 

１ 区分
くぶん

１ ４ 区分
くぶん

４ ７ 障害
しょうがい

支援
しえん

区分
くぶん

はない 
２ 区分

くぶん
２ ５ 区分

くぶん
５ 

３ 区分
くぶん

３ ６ 区分
くぶん

６ 
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問
とい

13 問
とい

10－１で「１」～「６｣と答
こた

えた、身
しん

体
たい

障
しょう

害
がい

者
しゃ

手
て

帳
ちょう

をお持
も

ちの方
かた

におたずねしま

す。 

問 13－１どのような障
しょう

がいがありますか。（○はいくつでも） 

１ 視覚
しかく

障
しょう
がい ６ 肢体

したい
不自由
ふ じ ゆ う

（下肢
か し

） 
２ 聴覚

ちょうかく
障
しょう
がい ７ 肢体

したい
不自由
ふ じ ゆ う

（体
たい
幹
かん
） 

３ 平衡
へいこう

機能
きのう

障
しょう
がい ８ 内部

ないぶ
障
しょう
がい（心臓

しんぞう
、腎臓

じんぞう
、呼吸器

こきゅうき
、膀胱

ぼうこう
・ 

４ 音声
おんせい

･
・
言語
げんご

･
・
そしゃく機能

きのう
障
しょう
がい   直 腸

ちょくちょう
、小 腸

しょうちょう
、ＨＩＶ免疫

めんえき
の機能

きのう
障
しょう

 
５ 肢体

したい
不自由
ふ じ ゆ う

（上肢
じょうし

）   がい、肝臓
かんぞう

） 
  

問
とい

13－２ 問
とい

13－１で「１」と答
こた

えた方
かた

（視覚障
しかくしょう

がいのある方
かた

）におたずねします。 

点字
て ん じ

は読
よ

めますか。また、必要
ひつよう

であると思
おも

いますか。（○は１つ） 

１ 読
よ
めるし必

ひつ
要
よう
である ３ 読

よ
めないが必

ひつ
要
よう
である 

２ 読
よ
めるが必

ひつ
要
よう
ない ４ 読

よ
めないし必

ひつ
要
よう
ない 

 

問
とい

13－３ 問
とい

13－１で「１」と答
こた

えた方
かた

（視覚障
しかくしょう

がいのある方
かた

）におたずねします。 

視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

歩行
ほ こ う

訓練
くんれん

（白杖
はくじょう

を用
もち

いて屋外
おくがい

を安全
あんぜん

に歩
ある

くことができるよう、専門
せんもん

訓練士
くんれんし

が自宅
じ た く

に訪問
ほうもん

して行
おこな

う歩行
ほ こ う

訓練
くんれん

）を利用
り よ う

したことがありますか。（○は１つ） 

１ 利用
りよう

したことがある ３ 制度
せいど

を知
し
らない 

２ 利用
りよう

したことはないが知
し
っている  

 

問
とい

13－４ 問
とい

13－３で「２」または「３」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

視覚障
しかくしょう

がい者
しゃ

歩行
ほ こ う

訓練
くんれん

を利用
り よ う

したいですか。（○は１つ） 

１ 利用
りよう

したい ３ わからない 
２ 利用

りよう
したくない  

 

問
とい

13－５ 問
とい

13－１で「２」または「４」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

日常
にちじょう

はどのようにして聞
き

いたり話
はな

したりしていますか。（○はいくつでも） 

１ 補聴器
ほちょうき

や人工
じんこう

内耳
ないじ

等
とう
の補聴

ほちょう
機器
き き

 ５ 要約
ようやく

筆記
ひっき

 
２ 筆談

ひつだん
 ６ 手話

しゅわ
通訳
つうやく

 
３ 口話

こうわ
（読

どく
話
わ
） ７ その他

た
（            ） 

４ 手話
しゅわ

（触
しょく
手
しゅ
話
わ
を含

ふく
む） 
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あなたのいつもの
せ い か つ

生活についておたずねします。 

問
とい

14 家族
か ぞ く

のなかで主
おも

に手伝
て つ だ

ってもらっている方
かた

はどなたですか。（○は１つ） 

１ 父
ちち

        ３ 祖父母
そ ふ ぼ

        ５ その他
た
の親族

しんぞく
 

２ 母
はは

        ４ 兄弟
きょうだい

姉妹
し ま い

       ６ いない 
 
問
とい

15 問
とい

14で「１」～「５」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。主
おも

な支援者
し えん しゃ

の年齢
ねんれい

はおいくつです

か。（○は１つ） 

１ 40歳
さい
未満
み ま ん

   ２ 40～64歳
さい

   ３ 65～75歳
さい

   ４ 75歳
さい
以上
いじょう

 
 

問
とい

16 どのような支援
し え ん

が必要
ひつよう

ですか。（○はいくつでも） 

１ 食事
しょくじ

介助
かいじょ

 ２ トイレ介助
かいじょ

 
３ 衣服

いふく
の着脱

ちゃくだつ
介助
かいじょ

 ４ 入浴
にゅうよく

介助
かいじょ

          
５ 炊事

すいじ
掃除
そうじ

などの家事
か じ

援助
えんじょ

 ６ 外出
がいしゅつ

の付
つ
き添

そ
い(通院

つういん
を含

ふく
む)、送迎

そうげい
 

７ 代読
だいどく

・代筆
だいひつ

 ８ 手話
しゅわ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひっき

 
９ 金銭

きんせん
管理
かんり

や生活
せいかつ

の見守
みまも

り 10 その他
た
（                ） 

 
問
とい

17 ボランティアによる支
し

援
えん

を受
う

けたことがありますか。（○は１つ） 

１ ある ２ ない 
 

問
とい

18 ボランティアによるどのような支援
し え ん

を受
う

けたいですか。（○はいくつでも） 

１ 広
こう
報
ほう
等
とう
の音

おん
訳
やく

 ７ 外
がい
出
しゅつ
の付

つ
き添

そ
い 

２ 広報
こうほう

等
とう
の点訳

てんやく
 ８ 行事

ぎょうじ
等
とう
の活動

かつどう
支援
しえん

 
３ 要

よう
約
やく
筆
ひっ
記
き

 ９ 話
はな
し相

あい
手
て
・相

そう
談
だん
相
あい
手
て

 
４ 手

しゅ
話
わ
通
つう
訳
やく

 10 その他
た
（            ） 

５ 代
だい
筆
ひつ
・代

だい
読
どく

 11 利
り
用
よう
する必

ひつ
要
よう
がない 

６ 家
か
屋
おく
内
ない
外
がい
の簡

かん
単
たん
な修

しゅう
理
り
・手

て
入
い
れ     

 

問
とい

19 現
げん

在
ざい

、生
せい

活
かつ

をしていく上
うえ

で相
そう

談
だん

したいことはありますか。（○は３つ） 

１ 家事
か じ

のこと ９ 子
こ
育
そだ
てのこと 

２ 介
かい
護
ご
のこと 10 情報

じょうほう
を得

え
ること 

３ 住居
じゅうきょ

のこと 11 友
ゆう
人
じん
・話

はな
し相

あい
手
て
のこと 

４ 健康
けんこう

のこと 12 人間
にんげん

関係
かんけい

のこと 
５ 経済的

けいざいてき
なこと 13 社会

しゃかい
参加
さんか

のこと 
６ 外

がい
出
しゅつ
のこと 14 将来

しょうらい
の暮

く
らしのこと 

７ 教育
きょういく

・学習
がくしゅう

のこと 15 その他
た

（             ） 
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問
とい

20 生
せい

活
かつ

をしていく上
うえ

で困
こま

ったとき、悩
なや

んだときどこ（誰
だれ

）に相
そう

談
だん

しますか。 

（○はいくつでも） 

１ 民生
みんせい

委員
いいん

・児童
じどう

委員
いいん

 10 社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

 
２ 障

しょう
がい児

じ
を持

も
つ親

おや
・友人

ゆうじん
 11 保健

ほけん
センター・保健師

ほ け ん し
 

３ 福祉
ふくし

施設
しせつ

 12 地域
ちいき

包括
ほうかつ

支援
し え ん

センター 
４ ホームヘルパー 13 役場

やくば
の窓口

まどぐち
 

５ 訪問
ほうもん

看護師
か ん ご し

 14 相談
そうだん

するところがない 
６ 医療

いりょう
機関
きかん

・主治医
し ゅ じ い

 15 誰
だれ
に相談

そうだん
したらよいかわからない 

７ 学校
がっこう

の先生
せんせい

 16 相談
そうだん

に行
い
くことができない 

８ 公
こう
共
きょう

職
しょく

業
ぎょう
安
あん
定
てい
所
じょ

 17 その他
た
（            ） 

９ 児童
じどう

相談
そうだん

センター  
 

日中
にっちゅう

活動
かつどう

や就労
しゅうろう

・就学
しゅうがく

状 況
じょうきょう

についておたずねします。 

問
とい

21 平日
へいじつ

の日中
にっちゅう

は何
なに

をしていますか。（○は１つ） 

選択肢
せんたくし

「５」～「７」には（ ）の中
なか

にも○をつけてください。 

１ 就学前
しゅうがくまえ

年齢
ねんれい

のため主
おも
に自宅

じたく
にいる。      問

とい
25へ 

２ 保育
ほいく

園
えん
に通

かよ
っている 

３ 大口町
おおぐちちょう

母子
ぼ し

通園
つうえん

施設
しせつ

「ぱんだ教室
きょうしつ

」に通
かよ
っている 

４ 幼稚園
ようちえん

・特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

等
とう
の幼稚部

よ う ち ぶ
に通

かよ
っている 

５ 小学校
しょうがっこう

に通
かよ
っている 

（１ 通常
つうじょう

学級
がっきゅう

  ２ 特別
とくべつ

支援
しえん

学級
がっきゅう

  ３ 特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

小学部
しょうがくぶ

） 
６ 中学校

なかがっこう
に通

かよ
っている                     問

とい
24へ 

（１ 通常
つうじょう

学級
がっきゅう

  ２ 特別
とくべつ

支援
しえん

学級
がっきゅう

  ３ 特別
とくべつ

支援
しえん

学校中学部
がっこうちゅうがくぶ

）      
７ 高等

こうとう
学校
がっこう

等
とう
に通

かよ
っている 

（１ 通常
つうじょう

学級
がっきゅう

  ２ 特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

高等部
こうとうぶ

 ３ 高等
こうとう

特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

） 
８ 大学

だいがく
・専門

せんもん
学校
がっこう

に通
かよ
っている 

９ 盲
もう
学校
がっこう

・ろう学校
がっこう

に通
かよ
っている 

10 職 業
しょくぎょう

訓練校
くんれんこう

に通
かよ
っている 

11 働
はたら
いている（就

しゅう
労
ろう
継
けい
続
ぞく
支
し
援
えん
Ａ型

がた
で福

ふく
祉
し
的
てき
就
しゅう
労
ろう
をしている場

ば
合
あい
も含

ふく

む）   問
とい

22へ 
12 福祉

ふくし
施設
しせつ

等
とう
に通所

つうしょ
・入所

にゅうしょ
している                 問

とい
24へ 

13 自宅
じたく

にいる                           問
とい

23へ 
14 病院

びょういん
に入院

にゅういん
している                       問

とい
25へ 

15 その他
た

（                      ）      問
とい

25へ 
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問
とい

22 問
とい

21で「11」と答
こた

えた方
かた

に就
しゅう

労
ろう

状
じょう

況
きょう

をおたずねします。 

問
とい

22－１ どのように働
はたら

いていますか。（○は１つ） 

１ 常勤
じょうきん

（正規
せいき

職員
しょくいん

・社員
しゃいん

） ４ 福祉的
ふくしてき

就労
しゅうろう

（就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

Ａ型
がた
） 

２ 家
いえ
の仕事

しごと
（自営業

じえいぎょう
） ５ 自宅

じたく
でできる仕事

しごと
 

３ パート・アルバイト ６ その他
た

（             ） 
 

問
とい

22－２ １か月
げつ

に何日
なんにち

くらい働
はたら

いていますか。（○は１つ） 

１ ５日
か
以内
いない

        ３ 11日
にち

～20日
にち

        ５ 決
き

まっていない 
２ ６日

にち

～10日
にち

       ４ 21日
にち
以上
いじょう

 
 

問
とい

22－３ １週間
しゅうかん

に何時間
なんじかん

くらい働
はたら

いていますか。（○は１つ） 

１ 20時間
じかん

未満
みまん

       ３ 30時間
じかん

以上
いじょう

40時間
じかん

未満
みまん

  ５ 決
き
まっていない 

２ 20時間
じかん

以上
いじょう

30時間
じかん

未満
みまん

  ４ 40時間
じかん

以上
いじょう

 
 
問
とい

22－４ 現在
げんざい

の仕事
し ご と

を見
み

つける際
さい

にどこに相談
そうだん

しましたか（○はいくつでも） 

１ 公共
こうきょう

職 業
しょくぎょう

安定所
あんていしょ

（ハローワーク） ６ 学校
がっこう

 
２ 障害者

しょうがいしゃ
就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
しえん

センター（ようわ） ７ 県
けん
や町

ちょう
の相談

そうだん
機関
きかん

 
３ 障害者

しょうがいしゃ
職 業
しょくぎょう

センター   ８ 家族
かぞく

・親族
しんぞく

 
４ 就労

しゅうろう
支援
しえん

施設
しせつ

 ９ 友人
ゆうじん

・知人
ちじん

 
５ 職 業

しょくぎょう
訓練校
くんれんこう

 10 その他
た
（        ） 

 
問
とい

22－５ 仕事
し ご と

について何
なに

か悩
なや

みがありますか。（○はいくつでも） 

１ 仕事
しごと

の内容
ないよう

 ６ 職場
しょくば

での人間
にんげん

関係
かんけい

 
２ 勤務

きんむ
日数
にっすう

、勤務
きんむ

時間
じかん

 ７ 賃金
ちんぎん

 
３ 職場

しょくば
の障

しょう
がいへの理解

りかい
 ８ その他

た
（            ） 

４ 通勤
つうきん

にかかる時間
じかん

や費用
ひよう

 ９ 特
とく
に悩

なや
みはない 

５ 職場
しょくば

の設備
せつび

   
（次

つぎ

は問
とい

25からお答
こた

えください） 
 

問
とい

23 問
とい

21で「13」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

自宅
じ た く

にいる理由
り ゆ う

は何
なん

ですか。（○はいくつでも） 

１ 障
しょう
がいが重度

じゅうど
のため ６ 自

じ
分
ぶん
に合

あ
った仕

し
事
ごと
がないため 

２ 病気
びょうき

のため ７ 家事
か じ

・育児
いくじ

をしているため 
３ 高齢

こうれい
のため ８ 働

はたら
く必要

ひつよう
がないため 

４ 仕事
しごと

が見
み
つからないため ９ 家

いえ
の外

そと
へ出

で
たくないため 

５ 通勤
つうきん

が困難
こんなん

なため 10 その他
た

（            ） 
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問
とい

24 問
とい

21で「２」～「10」、「12」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

施設
し せ つ

や学校
がっこう

等
とう

でどのような支援
し え ん

が必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。（○はいくつでも） 

１ 相談
そうだん

体制
たいせい

の充実
じゅうじつ

 
２ 能力

のうりょく
や障

しょう
がいの程度

ていど
に応

おう
じた指

し
導
どう

 
３ 障

しょう
がい者

しゃ
支援
しえん

の知識
ちしき

、技術
ぎじゅつ

 
４ 障

しょう
がいへの理解

りかい
 

５ 卒業後
そつぎょうご

、退所後
たいしょご

に向
む
けた継

つ
ぎ目

め
のない支援

しえん
や連携

れんけい
 

６ 通
つう
常
じょう
学
がっ
級
きゅう
への受

う
け入

い
れ・交

こう
流
りゅう

 
７ 施設

しせつ
・設備

せつび
の充実

じゅうじつ
 

８ その他
た
（                             ） 

９ 特
とく
にない 

（次
つぎ

は問
とい

25からお答
こた

えください） 

 

【ここからは全
すべ

ての方
かた

におたずねします。】 

問
とい

25 今後
こ ん ご

はどのように日中
にっちゅう

を過
す

ごしたいですか。近
ちか

い将
しょう

来
らい

のこととして考
かんが

えてくださ

い。 

（○は１つ） 

１ 普通
ふつう

学級
がっきゅう

・大学
だいがく

・専門
せんもん

学校
がっこう

・職 業
しょくぎょう

訓練校
くんれんこう

等
とう
に進学

しんがく
したい 

２ 特別
とくべつ

支援
しえん

学級
がっきゅう

・特別
とくべつ

支援
しえん

学校
がっこう

・盲
もう
学校
がっこう

・ろう学校
がっこう

等
とう
に進学

しんがく
したい 

３ 医療
いりょう

機関
きかん

等
とう
に通

かよ
い、医療

いりょう
と常時

じょうじ
介護
かいご

を受
う
けながら機能

きのう
訓練
くんれん

等
とう
を受

う
けたい 

４ 介
かい
護
ご
が受

う
けられる施

し
設
せつ
に通

かよ
いたい 

５ 施
し
設
せつ
に通

かよ
い、身

しん
体
たい
機
き
能
のう
の向

こう
上
じょう
のための訓

くん
練
れん
を受

う
けたい 

６ 施
し
設
せつ
に通

かよ
い、生

せい
活
かつ
能
のう
力
りょく
の向

こう
上
じょう
のための訓

くん
練
れん
を受

う
けたい 

７ 施
し
設
せつ
に通

かよ
い、就

しゅう
労
ろう
のための訓

くん
練
れん
を一

いっ
定
てい
期
き
間
かん
受
う
けた後

のち
就
しゅう
労
ろう
したい 

８ 施
し
設
せつ
に通

かよ
い、今

こん
後
ご
のために就

しゅう
労
ろう
のための訓

くん
練
れん
を受

う
けたい 

９ 障
しょう
がい者

しゃ
の雇

こ
用
よう
が多

おお
い職

しょく
場
ば
で働

はたら
きたい 

10 一般
いっぱん

の会社
かいしゃ

や職場
しょくば

で働
はたら
きたい 

11 家
いえ
の仕事

しごと
（自営業

じえいぎょう
）をしたい 

12 パート・アルバイトで働
はたら
きたい 

13 自宅
じたく

で仕事
しごと

がしたい 
14 自宅

じたく
で過

す
ごしたい 

15 その他
た
（                ） 

 

問
とい

26へ 

問
とい

27へ 



 122 

 

 

  

問
とい

26 問
とい

25で「１」～「13」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

仕事
し ご と

をするためには何
なに

が必要
ひつよう

だと思
おも

いますか。（○はいくつでも） 

１ 生活
せいかつ

に必要
ひつよう

な賃金
ちんぎん

 ６ 職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

 
２ 体

たい
調
ちょう
に合

あ
わせた勤

きん
務
む
体
たい
制
せい

 ７ 日
にち
常
じょう
生
せい
活
かつ
の支

し
援
えん

 
３ ジョブコーチ（職場

しょくば
適応
てきおう

援助者
えんじょしゃ

） ８ パソコン等
とう
の技術

ぎじゅつ
習得
しゅうとく

の支援
しえん

 
による支

し
援
えん

 ９ その他
た
（             ） 

４ 通勤
つうきん

の支援
しえん

 10 わからない 
５ 能

のう
力
りょく
に応

おう
じた仕

し
事
ごと
内
ない
容
よう

 
 

問
とい

27 最
さい

近
きん

１年
ねん

間
かん

、どのような活
かつ

動
どう

に参
さん

加
か

しましたか。（○はいくつでも） 

１ 文化
ぶんか

・スポーツ事業
じぎょう

 ６ 学校
がっこう

・保育
ほいく

園
えん
等
とう
の行事

ぎょうじ
 

２ セミナー・講演会
こうえんかい

 ７ 福祉
ふくし

・ボランティア活動
かつどう

 
３ 障

しょう
がい者

しゃ
団
だん
体
たい
の活

かつ
動
どう

 ８ その他
た

（            ） 
４ 自

じ
治
ち
会
かい
活
かつ
動
どう
・祭

まつり
りなど地

ち
域
いき
の行

ぎょう
事
じ

 ９ 参
さん
加
か
していない 

５ 趣味
しゅみ

やスポーツなどのサークル活動
かつどう

 
 
問
とい

28 今後
こ ん ご

、どのようなことに参加
さ ん か

したいですか。（○は２つまで。） 

１ 文
ぶん
化
か
・スポーツ事

じ
業
ぎょう

 ６ 学
がっ
校
こう
・保

ほ
育
いく
園
えん
等
とう
の行

ぎょう
事
じ

 
２ セミナー・講演会

こうえんかい
 ７ 福祉

ふくし
・ボランティア活動

かつどう
 

３ 障
しょう
がい者

しゃ
団
だん
体
たい
の活

かつ
動
どう

 ８ その他
た
（             ） 

４ 自
じ
治
ち
会
かい
活
かつ
動
どう
・祭

まつ
りなど地

ち
域
いき
の行

ぎょう
事
じ

 ９ 参
さん
加
か
したいと思

おも
わない 

５ 趣味
しゅみ

やスポーツなどのサークル活動
かつどう

 
 

外出
がいしゅつ

についておたずねします。 

問
とい

29 外出
がいしゅつ

する日数
にちすう

はどのくらいですか。通勤
つうきん

・通学
つうがく

・通院
つういん

も合
あ

わせて数
かぞ

えてください。 

（○は１つ） 

１ ほぼ毎
まい
日
にち

 ４ １か月
げつ
に１～３日

にち
 

２ １週間
しゅうかん

に３～４日
にち

 ５ １年間
ねんかん

に数日
すうじつ

 
３ １週

しゅう
間
かん
に１～２日

にち
 ６ 外出

がいしゅつ
しない・できない 
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問
とい

30 問
とい

29で「１」～「５」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

外出
がいしゅつ

するときは何
なに

を使
つか

いますか。（○はいくつでも） 

１ 徒歩
と ほ

 ６ 車
くるま

いす 
２ 自転車

じてんしゃ

 ７ 電車
でんしゃ

・バス 
３ オートバイ ８ タクシー 
４ 自家用車

じ か よ う し ゃ

（自分
じ ぶ ん

で運転
うんてん

） ９ その他
た

（            ） 
５ 自家用車

じ か よ う し ゃ

（乗
の

せてもらう） 

 

問
とい

31 問
とい

30で「８」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

問
とい

31－１ あなたは、タクシーを月
つき

にどの程度
て い ど

利用
り よ う

していますか。（○は１つ） 

１ ４回
かい
以上
いじょう

      ２ ２～３回
かい

      ３ １回
かい
以下
い か

 
 

問
とい

31－２ あなたは、外出
がいしゅつ

支援
し え ん

サービス（タクシー料金
りょうきん

の助成
じょせい

）を利用
り よ う

していますか。 

（○は１つ） 

１ 利用
りよう

している           ３ 対象外
たいしょうがい

で利用
りよう

できない 
２ 対象者

たいしょうしゃ
だが利用

りよう
していない 

 

問
とい

32 外
がい

出
しゅつ

するときに特
とく

に必
ひつ

要
よう

なことは何
なん

ですか。（○は３つまで） 

１ 電車
でんしゃ

・バスの便
べん

がよいこと 
２ 電

でん

車
しゃ

・バスの乗
の

り降
お

りや座
ざ

席
せき

が改
かい

良
りょう

されていること 
３ タクシーが使

つか

いやすいこと 
４ 乗

の

り物
もの

や公
こう

共
きょう

施
し

設
せつ

の案
あん

内
ない

表
ひょう

示
じ

がわかりやすいこと 
５ 障

しょう

がい者
しゃ

専用
せんよう

の駐 車 場
ちゅうしゃじょう

が使
つか

いやすいこと 
６ 利用

り よ う

する建物
たてもの

の設備
せ つ び

（ドア・トイレ・エレベーター等
とう

）がよいこと 
７ 歩道

ほ ど う

が整備
せ い び

されていて、障害物
しょうがいぶつ

がないこと 
８ 点字

て ん じ

ブロック・障
しょう

がい者用
しゃよう

信号
しんごう

が設置
せ っ ち

されていること 
９ 道路

ど う ろ

や駅
えき

の段差
だ ん さ

や階段
かいだん

がスロープ等
とう

に改良
かいりょう

されていること 
10 介助者

かいじょしゃ

がいること 
11 気

き

持
も

ちが落
お

ち着
つ

いていること 
12 外出先

がいしゅつさき

で気軽
き が る

に支援
し え ん

を頼
たの

めること 
13 その他

た

（                                ） 
14 特

とく

にない 
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問
とい

33 あなたは、外見
がいけん

からわからなくても援助
えんじょ

や配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

としている人
ひと

が、配慮
はいりょ

を必要
ひつよう

と

していることを周囲
しゅうい

の人
ひと

に知
し

らせる「ヘルプマーク」を知
し

っていますか。（○は１つ） 

１ ヘルプマーク（ストラップ）を持
も
っている  ３ 知

し
らない 

２ 持
も
っていないが、知

し
っている 

 

問
とい

34 問
とい

33 で「１」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。ヘルプマークを持
も

っていることで、周囲
しゅうい

の手助
て だ す

けを受
う

けられるなど役
やく

に立
た

ったことはありますか。（○は１つ） 

１ ある      具体的
ぐたいてき

にどんな時
とき

に役
やく

に立
た

ちましたか。 
２ ない 
 
 

医療
いりょう

についておたずねします。 

問
とい

35 現
げん

在
ざい

、自
じ

分
ぶん

の障
しょう

がいに関
かん

して病
びょう

院
いん

などで何
なん

らかの治
ち

療
りょう

を受
う

けていますか。（○は１

つ） 

１ 受
う
けている ２ 受

う
けていない 

 

問
とい

36 医療
いりょう

のことで、困
こま

っていることはありますか。（○はいくつでも） 

１ 自分
じぶん

の障
しょう
がいにあった治療

ちりょう
のできる病院

びょういん
が近

ちか
くにない 

２ いくつもの病院
びょういん

に通
かよ
わなければならない 

３ 夜間
やかん

・休日
きゅうじつ

に受診
じゅしん

できるところがない 
４ 医療費

いりょうひ
の負担

ふたん
が大

おお
きい 

５ 医
い
師
し
・看

かん
護
ご
師
し
等
とう
に症

しょう
状
じょう
が正

ただ
しく伝

つた
えられない 

６ 医師
い し

・看護師
か ん ご し

等
とう
の指示

し じ
がよくわからない 

７ 特
とく
に困

こま
っていることはない 

８ その他
た
（                                ） 

 

問 37 歯
は

の治療
ちりょう

や口腔
こうくう

ケア※はどのようにしていますか。（○はいくつでも） 

１ 町内
ちょうない

または近隣
きんりん

の歯
は
医者
いしゃ

に行
い
っている 

２ 障
しょう
がい者

しゃ
専門
せんもん

の歯
は
医者
いしゃ

に行
い
っている 

３ 訪問
ほうもん

歯科
し か

診療
しんりょう

を受
う
けている 

４ 治療
ちりょう

やケアをしたいができていない 
５ 特

とく
に必要

ひつよう
ない 

６ その他
た
（                           ） 

※口
くち

の中
なか

を掃
そう

除
じ

してきれいな状 態
じょうたい

に維
い

持
じ

するケアのこと。口
くち

だけではなく、からだ全体
ぜんたい

の健康
けんこう

を

保
たも

ち病気
びょうき

を予防
よぼう

するためにも重 要
じゅうよう

です。 
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問 38 問
とい

37で「４」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。受
う

けられない理由
り ゆ う

は何
なん

ですか。 

（○はいくつでも） 

１ 一人
ひとり

で通院
つういん

できないから       ４ じっとして診療
しんりょう

を受
う
けられないから 

２ 通院
つういん

する交通
こうつう

手段
しゅだん

がないから     ５ その他
た
（            ） 

３ 近
ちか
くに診

み
てもらえる歯

は
医者
いしゃ

がないから 
 

問
とい

39 精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

保健
ほ け ん

福祉
ふ く し

手帳
てちょう

または自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

医
い

療
りょう

受
じゅ

給
きゅう

者
しゃ

証
しょう

（精
せい

神
しん

通
つう

院
いん

）をお持
も

ちの

方
かた

におたずねします。 

精神科
せいしんか

や神経科
しんけいか

に入院
にゅういん

したことがありますか。（○は１つ） 

１ ある ２ ない 
 

問
とい

40 問
とい

39で「１」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。 

問
とい

40－１ 今
いま

までに何回
なんかい

入院
にゅういん

したことがありますか。（○は１つ） 

１ １回
かい

      ２ ２回
かい

      ３ ３～５回
かい

      ４ ６回
かい
以
い
上
じょう

 
 

問
とい

40－２ すべての入
にゅう

院
いん

していた期
き

間
かん

を合
あ

わせるとどのくらいですか。（○は１つ） 

１ ６か月
げつ
未満
みまん

 ５ ５年
ねん
以上
いじょう

～10年
ねん
未満
みまん

 
２ ６か月

げつ
以
い
上
じょう
～１年

ねん
未
み
満
まん

 ６ 10年
ねん
以上
いじょう

～20年
ねん
未満
みまん

 
３ １年

ねん
以
い
上
じょう
～２年

ねん
未
み
満
まん

 ７ 20年
ねん
以上
いじょう

 
４ ２年

ねん
以
い
上
じょう
～５年

ねん
未
み
満
まん

 
 

災害
さいがい

時
じ

の対応
たいおう

についておたずねします。 

問
とい

41 災害
さいがい

時
じ

にひとりで避難
ひ な ん

できますか。（○は１つ） 

１ できる        ２ できない        ３ わからない 
 

問 42 問
とい

41で「２」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。避難
ひ な ん

できない理由
り ゆ う

は何
なん

ですか。 

１ ひとりで判断
はんだん

や行動
こうどう

することがむずかしいため 
２ 避難

ひなん
についての情報

じょうほう
が把握

はあく
できないため 

３ 支援者
しえんしゃ

・介助者
かいじょしゃ

がいないと移動
いどう

できないため 
４ 避難

ひなん
場所
ばしょ

がわからないため 
５ パニックを起

お
こしてしまうため 

６ その他
た
（                      ） 
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問
とい

43 災
さい

害
がい

時
じ

の対
たい

策
さく

でしていることは何
なん

ですか。（○はいくつでも） 

１ 家族
かぞく

と避難
ひなん

方法
ほうほう

を決
き
めている 

２ 地域
ちいき

の人
ひと
等
とう
と避難

ひなん
方法
ほうほう

を決
き
めている 

３ 知人
ちじん

に災害
さいがい

時
じ
の手

て
助
だす
けを頼

たの
んである 

４ 医
い
療
りょう
に関

かん
する緊

きん
急
きゅう
時
じ
の対

たい
応
おう
について医

い
療
りょう
機
き
関
かん
等
とう
と相

そう
談
だん
して決

き
めてある 

５ 必要
ひつよう

な補
ほ
装具
そうぐ

や医
い
療
りょう
器
きぐ
具
ぐ
及
およ
び医

い
薬
やく
品
ひん
を安全

あんぜん
な場所

ばしょ
に保管

ほかん
してあり、すぐ持

も
ち出

だ
せ

る 
６ 必

ひつ
要
よう
な補

ほ
装
そう
具
ぐ
や医

い
療
りょう
器
き
具
ぐ
等
とう
の規

き
格
かく
・サイズ・販

はん
売
ばい
会
がい
社
しゃ
を覚

おぼ
えている 

７ 避難
ひなん

場所
ばしょ

を知
し
っている 

８ その他
た
（                                ） 

９ 準備
じゅんび

していない 
 

問
とい

44 災害
さいがい

時
じ

に、避難所
ひなんじょ

等
など

で困
こま

ると思
おも

われることは何
なん

ですか。（○はいくつでも）  

１ トイレのこと ５ 薬
くすり
や医療

いりょう
のこと 

２ プライバシー保護
ほ ご

のこと ６ 補
ほ
装具
そうぐ

や日常
にちじょう

生活
せいかつ

用具
ようぐ

のこと 
３ コミュニケーションのこと ７ その他

た
（             ） 

４ 介助
かいじょ

してくれる人のこと ８ 特
とく
にない 

 

これからの生活
せいかつ

や住
す

みやすい地域
ち い き

に必要
ひつよう

なことについておたずねします。 

問
とい

45 今後
こ ん ご

はどこに住
す

みたいですか。近
ちか

い将
しょう

来
らい

のこととして考
かんが

えてください。（○は１つ） 

１ 自宅
じたく

（アパート・マンションを含
ふく
む） ４ その他

た

（          ） 
２ グループホームなど共同

きょうどう
住宅
じゅうたく

 ５ 特
とく
に考

かんが
えていない 

３ 介護
かいご

が受
う
けられる福

ふくし
祉
し
施
しせつ
設
せつ
へ入所

にゅうしょ
 

 

問
とい

46  あなたは、現在
げんざい

どの程度
て い ど

近所
きんじょ

付
づ

き合
あ

いをしていますか。（○は１つ） 

１ とても親
した
しく付

つ
き合

あ
っている 

２ わりと親
した
しく付

つ
き合

あ
っている 

３ 付
つ
き合

あ
いはしているがそれほど親

した
しくはない 

４ ほとんどもしくは全
まった
く付

つ
き合

あ
っていない 

 

問 47  あなたは地域
ち い き

の活動
かつどう

や行事
ぎょうじ

にどの程度
て い ど

参加
さ ん か

していますか。（○は１つ） 

１ 積極的
せっきょくてき

に参加
さんか

している ３ あまり参加
さんか

していない 
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問
とい

48 障
しょう

がい者
しゃ

の理解
り か い

を深
ふか

めるために必要
ひつよう

だと思
おも

うことは何
なん

ですか。（○は２つまで） 

１ スポーツ・文化
ぶんか

活動
かつどう

等
とう
での障

しょう
がい者

しゃ
と地域

ちいき
との交流

こうりゅう
 

２ 障
しょう
がい福祉

ふくし
をテーマとした講座

こうざ
や講演会

こうえんかい
の開催

かいさい
 

３ 小
しょう
・中学校

ちゅうがっこう
での福祉

ふくし
教育
きょういく

の充実
じゅうじつ

 
４ 障

しょう
がい者

しゃ
の活動

かつどう
の積極的

せっきょくてき
なＰＲ 

５ 支援
しえん

グループの育成
いくせい

 
６ ボランティアの育成

いくせい
 

７ 障
しょう
がい者

しゃ
自身
じしん

の積極的
せっきょくてき

な社会
しゃかい

参加
さんか

 
８ ホームページ・広報誌

こうほうし
等
とう
によるＰＲ 

９ 特
とく
にない 

10 その他
た
（                                ） 

 
問
とい

49 あなたは、この５～６年
ねん

の間
あいだ

に障
しょう

がいがあるために差別
さ べ つ

を受
う

けたり、いやな思
おも

いをし

たことがありますか。（○は１つ） 

      １ ない           さしつかえなければ、それはどんなことか書
か

いてください。 
２ ある        

 
 
 
 
問
とい

50 判断
はんだん

能力
のうりょく

が不十分
ふじゅうぶん

な人
ひと

の権利
け ん り

を擁護
よ う ご

するため、財産
ざいさん

の処分
しょぶん

や管理
か ん り

などの法律
ほうりつ

行為
こ う い

に関
かん

する援助
えんじょ

などを行
おこな

う成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を知
し

っていますか。（○は１つ） 

１ 利用
りよう

している   ２ 知
し
っているが利用

りよう
していない   ３ 制度

せいど
を知

し
らない 

 
問
とい

51 問
とい

50 で「２」または「３」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。今後
こ ん ご

、成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

を利用
り よ う

したいですか。（○は１つ） 

１ 利用
りよう

したい    ２ 利用
りよう

したくない       ３ わからない 
 

問
とい

52 問
とい

51 で「１」と答
こた

えた方
かた

におたずねします。支援
し え ん

してくれる後見人
こうけんにん

はどのような方
かた

を

希望
き ぼ う

されますか。（○は１つ） 

１ 親族
しんぞく

   ２ 弁護士
べ ん ご し

、司法
しほう

書士
しょし

などの専門
せんもん

職
しょく

   ３ その他
た
（      ） 
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問
とい

53 平成
へいせい

30年度
ね ん ど

から小牧市
こ ま き し

ふれあいセンター内
ない

に成年
せいねん

後見
こうけん

制度
せ い ど

の相談
そうだん

や利用
り よ う

支援
し え ん

などを

行
おこな

う尾張
お わ り

北部
ほ く ぶ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

センターが開所
かいしょ

しました。尾張
お わ り

北部
ほ く ぶ

権利
け ん り

擁護
よ う ご

支援
し え ん

センターを

知
し

っていますか。 

１ 知
し
っている ２ 知

し
らない 

 

問
とい

54 暮
く

らしやすくなるために、必
ひつ

要
よう

だと思うことは何
なん

ですか。 

（○は３つ。ただし、３つのうち最
もっと

も必
ひつ

要
よう

だと思う項目
こうもく

には◎をつけてください。） 

１ 家事
か じ

の援助
えんじょ

 11 グループホーム 
２ 入

にゅう
浴
よく
・排

はい
せつ・食

しょく
事
じ
等
とう
の介

かい
護
ご

 12 入
にゅう
所
しょ
施
し
設
せつ

 
３ 外

がい
出
しゅつ
（買

か
い物

もの
・余暇活動

よかかつどう
等
とう
）の支

し
援
えん

 13 障
しょう
がいに対応

たいおう
した設備

せつび
のある住宅

じゅうたく
 

４ 外出
がいしゅつ

しやすい環境
かんきょう

や交通
こうつう

機関
きかん

 14 障
しょう
がい者

しゃ
が働

はたら
けるところ 

５ 障
しょう
がい者

しゃ
福
ふく
祉
し
に関

かん
する情

じょう
報
ほう
提
てい
供
きょう

 15 一般
いっぱん

就労
しゅうろう

のための訓練
くんれん

 
６ コミュニケーション支援

しえん
の充実

じゅうじつ
 16 福祉的

ふくしてき
就労
しゅうろう

の場
ば

 
７ 相談

そうだん
支援
しえん

の窓口
まどぐち

 17 障
しょう
がい者

しゃ
に対

たい
するまわりの人

ひと
の理

り
解
かい

 
８ 日中

にっちゅう
の居場所

い ば し ょ
の確保

かくほ
 18 気

き
軽
がる
に支

し
援
えん
を求

もと
めることができる環

かん
境
きょう

 
９ リハビリ訓練

くんれん
の場所

ばしょ
 19 その他

た
（             ） 

10 スポーツ・レクリエーション・ 20 特
とく
にない 

教育
きょういく

・文化
ぶんか

活動
かつどう

の機会
きかい

 
 

▶ご意
い

見
けん

・ご要
よう

望
ぼう

がありましたら、ご自
じ

由
ゆう

にお書
か

きください。 

 

 

 

 

 

 

 

ご協 力
きょうりょく

ありがとうございました。 

 

【同封
どうふう

の返信用
へんしんよう

封筒
ふうとう

（切手
き っ て

不要
ふ よ う

）に入れて 12月
がつ

13日
にち

（金
きん

）までにご投函
とうかん

くださ
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